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『
楞
厳
経
』
巻
六　

訳
注

教
学
研
究
委
員
会
編

�

（
小
川
太
龍
・
野
口
善
敬
・
廣
田
宗
玄
・
堀　

祥
岳
・
本
多
道
隆
・
丸
毛
俊
宏
〔
五
十
音
順
〕）

《
解
説
》

（
一
）『
楞
厳
経
』
に
つ
い
て

『
楞
厳
経
』
は
、
具
名
を
『
大
仏
頂
如
来
密
因
修
証
了
義
諸
菩
薩
万
行
首
楞
厳
経
』
と
い
い
、
一
般
に
は
略
称
で
『
首
楞
厳

経
』、
も
し
く
は
『
楞
厳
経
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

本
経
の
巻
頭
の
記
述
に
拠
れ
ば
、『
楞
厳
経
』
は
、
唐
の
神
龍
元
年
（
七
〇
五
）
五
月
二
十
三
日
、
中
天
竺
沙
門
の
般は

ん

剌ら

蜜み
っ

帝て
い

の
主
導
に
よ
っ
て
広
州
の
制
止
道
場
（
＝
制
旨
寺
）
で
漢
訳
さ
れ
、
こ
れ
を
菩
薩
戒
弟
子
の
房ぼ

う

融ゆ
う

が
筆
受
し
、
烏
萇
国
沙
門
の

弥
迦
釈
迦
（
中
国
名
・
雲
峰
）
が
訳
語
を
作
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

訳
者
の
般
剌
蜜
帝
は
、
中
国
名
を
「
極ご

く
り
ょ
う量
」
と
い
い
、『
楞
厳
経
』
訳
出
が
終
わ
っ
た
後
に
天
竺
に
帰
っ
た
と
さ
れ
る
（『
続
古
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今
訳
経
図
紀
』T

55-371c~372a

）。
ま
た
筆
受
者
の
房
融
は
、
則
天
武
后
の
時
代
に
宰
相
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
后
の

退
位
に
伴
っ
て
下
獄
さ
れ
、『
楞
厳
経
』
が
翻
訳
さ
れ
た
と
さ
れ
る
神
龍
元
年
二
月
に
高
州
（
広
東
省
）
に
配
流
さ
れ
て
没
し
て

い
る
（『
旧
唐
書
』
巻
七
・
中
華
書
局
校
点
本
・p.135~136

、『
新
唐
書
』
巻
四
・
中
華
書
局
校
点
本
・p.106

）。

訳
者
や
筆
受
者
に
つ
い
て
、
史
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
事
項
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
本
経
に
は
梵
本
が
存
せ

ず
、
ま
た
そ
の
訳
出
の
記
録
に
曖
昧
な
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
古
来
、
偽
経
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
い
る
。

『
楞
厳
経
』
偽
経
説
に
つ
い
て
、
我
が
国
で
は
永
平
道
元
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
の
『
宝
慶
記
』
に
見
え
る
次
の
一
段
が

最
初
で
あ
ろ
う
。

『
楞
厳
経
』〔
が
イ
ン
ド
撰
述
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
〕
は
昔
か
ら
疑
う
者
が
い
た
。〔
彼
ら
は
〕
こ
の
経
典
が
、〔
中
国
の
〕

後
世
の
人
が
作
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
前
代
の
祖
師
た
ち
は
〔
こ
の
〕
経
典
を
見
た
こ
と
な
ど
な
い
。〔
た
だ
〕
最
近
の
愚

か
な
連
中
〔
だ
け
〕
が
、
こ
れ
を
愛
読
し
て
い
る
の
だ
。（
楞
厳
経
、
自
昔
有
疑
者
也
。
謂
此
経
後
人
構
歟
。
先
代
祖
師
、
未
曽
見
経
也
。
近
代

癡
暗
之
輩
、
読
之
愛
之
。）（『
曹
洞
宗
全
書
』「
宗
源�
下
」p.3

）

こ
れ
以
後
、
多
く
の
先
学
が
そ
の
こ
と
を
検
証
し
て
お
り
、
今
日
で
は
『
楞
厳
経
』
は
、
イ
ン
ド
撰
述
で
は
な
く
中
国
で
作

成
さ
れ
た
偽
経
で
あ
る
と
い
う
説
が
一
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
本
経
が
偽
経
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
国
の
仏
教
者
た
ち
は
偽
経
で
あ
る
か
否
か
を
問
題
に
せ
ず
、
ま
た

そ
の
価
値
を
貶
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
数
多
の
注
釈
書
を
作
成
し
て
本
経
を
味
読
し
た
。
こ
う
し
て
『
楞
厳
経
』

は
、
時
代
を
超
え
て
諸
方
面
に
多
大
な
影
響
を
与
え
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
楞
厳
経
』
は
、
仏
弟
子
の
中
、
多
聞
第
一
と
し
て
知
ら
れ
る
阿
難
尊
者
が
、
乞こ

つ

食じ
き

の
折
に
摩ま

登と
う

伽ぎ
ゃ

女に
ょ

の
幻
術
に
よ
っ
て
戒

体
を
毀や

ぶ

り
そ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
釈
尊
は
、
多
聞
で
は
あ
っ
て
も
未
だ
悟
道
で
き
ず
に
い
る
阿
難
を
憐
れ
み
、
阿
難
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と
大
衆
に
対
し
て
、
衆
生
が
無
始
以
来
、
生
死
相
続
し
て
輪
廻
す
る
の
は
、
無
始
生
死
の
根
本
、
菩
提
涅
槃
の
本
体
に
無
知
で

あ
る
か
ら
と
し
て
、「
大
仏
頂
首
楞
厳
王
具
足
万
行
」
と
い
う
三
昧
を
教
え
て
真
性
を
追
求
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
釈

尊
と
阿
難
た
ち
と
の
間
の
問
答
を
通
し
て
、
常
住
の
真
心
と
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
た
め
の
修
証
の
法
に
つ
い
て
、
煩
雑
と
も
思

え
る
程
に
精
緻
な
論
理
表
現
に
よ
っ
て
説
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
経
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
荒
木
見
悟
『
仏
教
経
典
選
14�

中
国
撰
述
経
典
二
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
八
六
年
）
の
「
解
説
」

や
、
野
口
善
敬
編
著
『
禅
門
陀
羅
尼
の
世
界
』（
禅
文
化
研
究
所
・
二
〇
〇
七
年
）
の
「
解
題
」
に
詳
し
く
、
ま
た
巻
七
に
つ
い
て
は
、

「
楞
厳
呪
」
に
関
わ
る
部
分
（
巻
頭
・133a~138a23

ま
で
）
の
訳
注
が
『
禅
門
陀
羅
尼
の
世
界
』（p.57~179

）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、

そ
ち
ら
を
ご
覧
頂
き
た
い
。

（
二
）『
楞
厳
経
』
巻
六
に
つ
い
て

こ
の
経
典
の
巻
五
、
巻
六
で
は
、「
二
十
五
円
通
」
と
称
さ
れ
る
有
名
な
内
容
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、『
楞
厳
経
』
の
一
つ
の

見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
二
十
五
聖
（
憍
陳
那
・
優
波
尼
沙
陀
・
香
厳
童
子
・
薬
王
薬
上
・
跋
陀
婆
羅
・
摩
訶
迦
葉
・
阿
那

律
陀
・
周
利
槃
特
迦
・
驕
梵
鉢
提
・
畢
陵
伽
婆
蹉
・
須
菩
提
・
舎
利
弗
・
普
賢
菩
薩
・
孫
陀
羅
難
陀
・
富
楼
那
弥
多
羅
尼
子
・
優
波
離
・
大
目
犍

連
・
烏
芻
瑟
摩
・
持
地
菩
薩
・
月
光
童
子
・
瑠
璃
光
法
王
子
・
虚
空
蔵
菩
薩
・
弥
勒
菩
薩
・
大
勢
至
法
王
子
・
観
世
音
菩
薩
）」
と
呼
ば
れ
る
二

十
五
人
の
阿
羅
漢
や
菩
薩
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
首
楞
厳
三
昧
」
の
境
地
に
「
円
通
」
す
る
に
至
っ
た
機
縁
や
方
便
に
つ
い
て

語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
言
葉
を
通
し
て
、
そ
こ
に
到
る
方
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
二
十
五
円
通
」
全
体
を
通

し
て
、
十
八
界
や
、
地
水
火
風
の
四
大
に
、
空
大
・
見
聞
覚
知
・
識
性
の
三
つ
を
加
え
た
七
大
の
い
ず
れ
も
が
円
通
の
門
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
二
十
五
聖
」
の
う
ち
、
巻
五
で
は
、
憍
陳
那
以
下
、
二
十
四
番
目
の
大
勢
至
法
王
子
ま
で
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が
登
場
し
、
掉
尾
を
飾
っ
て
巻
六
で
登
場
す
る
の
が
観
世
音
菩
薩
で
あ
り
、
巻
六
の
一
巻
を
費
や
し
て
、「
二
十
五
円
通
」
の

中
で
最
も
重
要
だ
と
さ
れ
る
観
世
音
菩
薩
の
「
耳
根
円
通
」
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

観
世
音
菩
薩
に
つ
い
て
の
経
典
と
し
て
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
七
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
」（
以

下
『
観
音
経
』）
が
有
名
で
あ
る
。
坂
内
龍
雄
「
首
楞
厳
経
研
究　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

」（『
宗
学
研
究
』
第
一
五
号
・

一
九
七
三
年
）
に
拠
れ
ば
、『
楞
厳
経
』
は
、
背
景
に
『
首
楞
厳
三
昧
経
』
を
置
き
な
が
ら
、
大
乗
諸
経
典
の
影
響
を
う
け
て
作

成
さ
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
観
世
音
菩
薩
の
功
徳
を
説
き
現
世
利
益
を
強
調
す
る
『
観
音
経
』
と
、

『
観
音
経
』
と
同
じ
く
観
世
音
菩
薩
の
功
徳
を
説
き
な
が
ら
も
、
三
昧
に
よ
る
耳
根
円
通
を
主
張
す
る
『
楞
厳
経
』
巻
六
の
内

容
と
は
随
分
、
異
な
っ
て
い
る
。

巻
六
で
は
、
ま
ず
観
世
音
菩
薩
は
、
過
去
に
観
世
音
仏
が
出
世
し
た
折
、
観
世
音
仏
に
よ
っ
て
聞
・
思
・
修
の
実
践
（
聞
熏

聞
修
）
を
通
し
て
金
剛
三
昧
を
会
得
し
、
仏
如
来
と
等
し
い
慈
力
と
、
衆
生
と
同
一
の
悲
仰
を
手
に
入
れ
、「
三
十
二
応
身
」

「
十
四
無
畏
功
徳
」（
災
難
や
畏
れ
が
な
い
状
態
に
す
る
功
徳
）「
四
不
思
議
無
作
妙
徳
」（
思
慮
を
超
え
た
無あ

る
が
ま
ま作

の
妙た

え

な
る
四
つ
の
徳
）
を

具
足
す
る
こ
と
に
な
る
。

観
世
音
菩
薩
の
変
化
身
に
つ
い
て
は
『
観
音
経
』
で
も
説
か
れ
て
い
る
が
、『
観
音
経
』
が
説
く
の
は
「
三
十
三
身
」
で
あ

り
、『
楞
厳
経
』
で
説
か
れ
る
の
は
「
三
十
二
応
」
で
あ
っ
て
、『
観
音
経
』
と
比
較
し
て
一
つ
少
な
い
。
変
化
身
に
つ
い
て

も
、
大
部
分
は
重
複
す
る
が
、
一
部
、
相
違
す
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
訳
注
〔
二
〕
の
注
（
２
）
に
詳
述
し
て
い
る
の

で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

次
に
「
十
四
無
畏
功
徳
」
と
は
、
苦
悩
・
大
火
・
大
水
・
羅
叉
・
刀
兵
・
鬼
・
枷
鎖
・
賊
の
八
つ
の
苦
難
を
消
滅
さ
せ
る
、

ま
た
、
貪
嗔
癡
の
三
毒
か
ら
離
れ
さ
せ
る
、
男
・
女
の
子
宝
を
得
さ
せ
る
、
観
世
音
菩
薩
の
名
号
と
無
数
の
菩
薩
の
名
号
を
持

つ
者
の
功
徳
を
平
等
に
さ
せ
る
、
の
十
四
の
無
畏
功
徳
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、『
観
音
経
』
の
記
述
と
同
様

Studies  in the Ś ūr a
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で
あ
る
。

さ
ら
に
「
四
不
思
議
無
作
徳
」
と
は
、
聞
心
の
獲
得
に
よ
っ
て
八
万
四
千
の
首
・
手
・
目
を
現
出
し
て
衆
生
を
救
護
す
る
、

聞
思
の
実
践
に
よ
っ
て
無
畏
を
衆
生
に
施
す
、
清
浄
な
る
本
根
を
修
め
る
こ
と
で
衆
生
に
布
施
を
さ
せ
る
、
仏
心
を
得
て
究
竟

を
証
す
る
こ
と
で
如
来
を
供
養
し
て
衆
生
に
回
向
し
、
あ
ら
ゆ
る
願
い
を
叶
え
さ
せ
る
、
の
四
つ
の
無
作
徳
の
こ
と
で
あ
る
。

観
音
は
こ
れ
ら
の
徳
を
具
え
て
い
る
と
語
り
、
特
に
衆
生
の
要
望
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
「
耳
根
円
通
」
を
得
て
い
る
か
ら
、

観
世
音
の
称
号
を
得
た
と
い
う
。

次
に
文
殊
菩
薩
は
、「
二
十
五
聖
」
の
う
ち
、
た
だ
観
世
音
菩
薩
の
「
耳
根
円
通
」
の
み
を
讃
ず
る
長
文
の
偈
を
説
く
。
こ

の
文
殊
の
偈
に
よ
っ
て
、
阿
難
た
ち
は
悟
り
へ
の
筋
道
を
会
得
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
釈
尊
は
、
阿
難
に
向
け
て
三
学
の
重
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
が
、『
楞
厳
経
』
は
、
阿
難
が
摩ま

登と
う

伽ぎ
ゃ

女に
ょ

の
幻
術
に

よ
っ
て
戒
体
を
毀や

ぶ

り
そ
う
に
な
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
特
に
戒
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
、
巻
六
は
終
わ

る
。

（
三
）
禅
門
に
お
け
る
『
楞
厳
経
』
巻
六
か
ら
の
引
用

『
楞
厳
経
』
は
、
巻
七
に
収
め
ら
れ
る
陀
羅
尼
「
楞
厳
呪
」
が
、『
勅
修
百
丈
清
規
』
な
ど
の
諸
清
規
で
禅
宗
の
法
要
で
用

い
る
経
典
と
し
て
採
用
さ
れ
、
現
在
で
も
頻
繁
に
読
誦
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
禅
門
に
と
っ
て
非
常
に
親
し
み
深
い
経
典
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
来
、「
楞
厳
呪
」
だ
け
で
は
な
く
、『
楞
厳
経
』
全
体
が
、
禅
門
で
広
く
読
ま
れ
た
経
典
で

あ
っ
た
。
そ
の
事
実
は
、
こ
の
経
典
の
文
章
が
、
禅
録
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

例
え
ば
、『
臨
済
録
』
の
「
行
録
」
に
は
、
仰
山
慧
寂
（
八
〇
七
～
八
八
三
）
が
『
楞
厳
経
』
巻
三
の
「
讃
仏
偈
」（T

19-119b

）



117 116

を
引
用
し
た
言
葉
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
本
経
の
巻
五
に
見
え
る
「
知
見
に
知
を
立
つ
る
は
、
即
ち
無
明
の
本
な
り
（
知
見
立

知
、
即
無
明
本
）」（T

19-124c

）
と
い
う
句
が
『
歴
代
法
宝
記
』（T

51-192c

）
で
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
、
特
に
宋
代
以
降
の

禅
者
た
ち
に
よ
く
使
わ
れ
た
。
こ
の
他
に
も
、
禅
者
が
『
楞
厳
経
』
か
ら
引
用
し
た
例
を
挙
げ
れ
ば
枚
挙
に
暇
が
無
い
が
、
中

で
も
巻
六
は
、
殊
の
外
、
禅
門
で
好
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
楞
厳
経
』
巻
六
の
中
で
、
最
も
有
名
な
句
は
、
現
在
の
禅
門
で
も
使
わ
れ
て
い
る
「
亡
者
忌
回
向
」
中
（T

81-635b

）
の
「
浄

極
光
通
達
、
寂
照
含
虚
空
、
却
来
観
世
間
、
猶
如
夢
中
事
」（T

19-131a

）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
は
、
観
世
音
菩
薩
の
境
地
を
讃
え

た
文
殊
菩
薩
の
長
文
の
偈
の
中
に
見
え
る
も
の
で
（T
19-131a

）、
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
～
一
一
六
三
）
は
、
例
え
ば
黙
照
禅
批
判

の
文
脈
の
中
で
、
こ
の
偈
の
一
部
を
引
用
し
て
、「
近
年
の
叢
林
に
一
種
の
邪
禅
有
り
、
目
を
閉
じ
睛
を
蔵
し
、
觜し

盧ろ

都と

地じ

（
＝

黙
り
込
む
こ
と
）
に
妄
想
を
作
し
、
…
亦
た
之
を
『
浄じ

ょ
う

極
ま
り
光ひ

か
り

通
達
す
』
と
謂
い
、
悟
を
以
て
第
二
頭
に
落
在
す
と
為
し
、
悟

を
以
て
枝
葉
辺
の
事
と
為
す
（
近
年
叢
林
有
一
種
邪
禅
、
以
閉
目
蔵
睛
、
觜
盧
都
地
作
妄
想
、
…
亦
謂
之
浄
極
光
通
達
、
以
悟
為
落
在
第
二
頭
、

以
悟
為
枝
葉
辺
事
）」（『
大
慧
語
録
』
巻
二
九
「
答
曹
太
尉
」T

47-939a

）
と
述
べ
る
な
ど
、
こ
の
偈
を
度
々
使
用
し
て
い
る
し
、
ま
た
玄
沙
師

備
（
八
三
五
～
九
〇
八
）
は
、
偈
の
後
半
の
「
却
来
観
世
間
、
猶
如
夢
中
事
」
だ
け
を
、
大
衆
に
向
け
た
説
法
の
中
で
引
用
し
て

い
る
（『
広
録
』Z126-198c

、『
語
録
』Z126-207a

）。

ま
た
『
臨
済
録
』
の
「
示
衆
」
に
見
え
る
、「
心
法
は
形
無
く
し
て
、
十
方
に
通
貫
す
。
眼
に
在
り
て
は
見
と
曰
い
、
耳
に

在
り
て
は
聞
と
曰
い
、
鼻
に
在
り
て
は
香
を
嗅
ぎ
、
口
に
在
り
て
は
談
論
し
、
手
に
在
り
て
は
執
捉
し
、
足
に
在
り
て
は
運
奔

す
。
本
と
是
れ
一
精
明
、
分
か
れ
て
六
和
合
と
為
る
（
心
法
無
形
、
通
貫
十
方
。
在
眼
曰
見
、
在
耳
曰
聞
、
在
鼻
嗅
香
、
在
口
談
論
、
在

手
執
捉
、
在
足
運
奔
。
本
是
一
精
明
、
分
為
六
和
合
）」（T

47-497c

）
と
い
う
有
名
な
句
の
中
の
傍
線
部
も
、
ま
た
、
巻
六
の
文
殊
菩
薩

の
偈
の
中
の
「
元
依
一
精
明
、
分
成
六
和
合
」（T

19-131b

）
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
臨
済
の
師
で
あ
る
黄
檗
希
運

（
生
没
年
不
詳
）
の
『
伝
心
法
要
』
の
中
で
も
「
言
う
所
の
『
同
じ
く
是
れ
一
精
明
、
分
か
れ
て
六
和
合
と
為
る
』、
一
精
明
と
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は
一
心
な
り
。
六
和
合
と
は
六
根
な
り
。
此
の
六
根
、
各
お
の
塵
と
合
す
。
眼
は
色
と
合
し
、
耳
は
声
と
合
し
、
鼻
は
香
と
合

し
、
舌
は
味
と
合
し
、
身
は
触
と
合
し
、
意
は
法
と
合
し
、
中
間
に
六
識
を
生
じ
て
十
八
界
と
為
る
。
若
し
十
八
界
は
有
る
所

無
し
と
了
ぜ
ば
、
六
和
合
を
束あ

つ

め
て
一
精
明
と
為
す
。
一
精
明
と
は
即
ち
心
な
り
。
学
道
の
人
、
皆
な
此
を
知
る
も
、
但
だ
一

精
明
、
六
和
合
の
解
を
作
す
こ
と
を
免
る
こ
と
能
わ
ず
、
遂
に
法
に
縛
せ
ら
れ
て
本
心
に
契
わ
ず
（
所
言
同
是
一
精
明
分
為
六
和

合
、
一
精
明
者
、
一
心
也
。�

六
和
合
者
、
六
根
也
。
此
六
根
各
与
塵
合
。
眼
与
色
合
、
耳
与
声
合
、
鼻
与
香
合
、
舌
与
味
合
、
身
与
触
合
、
意
与

法
合
、
中
間
生
六
識
為
十
八
界
。
若
了
十
八
界
無
所
有
、�束
六
和
合
為
一
精
明
。
一
精
明
者
、
即
心
也
。
学
道
人
皆
知
此
、
但
不
能
免
作
一
精
明
六

和
合
解
、
遂
被
法
縛
不
契
本
心
）」（T

48-382a~b

）
と
引
用
さ
れ
、
詳
細
に
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、「
元
依
一
精
明
、

分
成
六
和
合
」
の
二
句
の
下
に
続
く
「
一
処
成
休
復
、
六
用
皆
不
成
」（T

19-131b

）
の
二
句
を
加
え
た
四
句
の
形
で
の
引
用
も
、

『
天
聖
広
燈
録
』
巻
二
九
「
明
州
大
梅
山
保
福
居
素
禅
師
」
条
（Z135-447a

）
に
見
え
て
い
る
。

さ
ら
に
文
殊
菩
薩
の
偈
か
ら
は
、
他
に
も
「
一
根
既
返
源
、
六
根
成
解
脱
」（T

19-131a

）
と
い
う
句
が
『
歴
代
法
宝
記
』（T

51-

193a

）
の
中
に
見
え
、
ま
た
同
じ
句
が
、『
天
聖
広
燈
録
』
巻
二
九
「
明
州
大
梅
山
保
福
居
素
禅
師
」
条
（Z135-447a

）
に
も
見
え

て
い
る
。
さ
ら
に
「
空
生
大
覚
中
、
如
海
一
漚
発
」（T

19-130a

）
と
い
う
句
が
『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
二
三
「
筠
州
黄
檗
山
法
済
禅

師
」
条
（T

51-389b

）
に
、
後
半
部
の
「
如
海
一
漚
発
」
が
、
大
慧
の
『
正
法
眼
蔵
』
巻
中
（Z118-41d

）
に
仏
鑑
慧
懃
（
一
〇
五
九
～
一

一
一
七
）
の
語
と
し
て
引
か
れ
、「
覚
海
性
澄
円
」（T

19-130a
）
と
い
う
句
が
『
嘉
泰
普
燈
録
』
巻
二
九
「
太
史
黄
山
谷
道
人
八
首
」

の
「
為
慧
林
冲
禅
師
焼
香
」
条
（Z137-212c

）
に
見
え
、「
漚
滅
空
本
無
」（T

19-130a

）
と
い
う
句
が
、
仏
眼
清
遠
（
一
〇
六
七
～
一
一

二
〇
）
の
『
舒
州
龍
門
仏
眼
和
尚
語
録
』（『
古
尊
宿
語
録
』
巻
二
七
・Z118-251b

）
の
中
に
見
え
、
さ
ら
に
「
遅
速
不
同
倫
」（T

19-130a

）

と
い
う
句
も
ま
た
同
語
録
に
引
か
れ
（『
古
尊
宿
語
録
』
巻
二
九
・Z118-264a
）、「
心
聞
洞
十
方
、
生
于
大
因
力
」（T

19-130b

）
と
い
う
句

が
大
慧
宗
杲
の
『
大
慧
語
録
』
巻
一
八
（T

47-888a

）
に
見
え
、「
見
聞
如
幻
翳
、
三
界
若
空
花
。
聞
復
翳
根
除
、
塵
銷
覚
円
浄
」

（T
19-131a

）
と
い
う
句
が
黄
龍
派
の
雪
峰
慧
空
（
一
〇
九
六~

一
一
五
八
）
の
『
雪
峰
慧
空
禅
師
語
録
』（Z120-141b

）
に
見
え
、「
帰
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元
性
無
二
、
方
便
有
多
門
」（T

19-130a

）
と
い
う
句
が
『
五
燈
会
元
』
巻
一
四
「
東
京
浄
因
枯
木
法
成
禅
師
」
条
（Z138-268a

）
に

見
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
語
句
が
文
殊
菩
薩
の
偈
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
巻
六
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
観
世
音
菩

薩
の
「
耳
根
円
通
」
に
関
す
る
語
句
も
ま
た
、
禅
録
に
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

大
慧
宗
杲
が
、
巻
六
の
「
入
流
亡
所
、
所
入
既
寂
、
動
静
二
相
、
了
然
不
生
」
の
句
を
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
訳

注
〔
一
〕
の
注
（
３
）
で
言
及
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
他
に
も
曹
洞
宗
の
宏
智
正
覚
（
一
〇
九
一
～
一
一
五
七
）
も
、「
耳
根

円
通
」
に
関
す
る
別
の
句
を
引
い
て
曹
洞
禅
の
立
場
か
ら
解
釈
を
加
え
る
な
ど
（『
宏
智
禅
師
広
録
』
巻
四
・T

48-52c

）、
宋
代
以
降
の

禅
者
た
ち
が
好
ん
で
引
用
し
て
い
る
。

ま
た
百
丈
懐
海
（
七
四
九
～
八
一
四
）
の
問
答
の
中
に
「
因
み
に
普
請
し
て
地
を
钁
す
次お

り

、
忽
ち
一
僧
有
り
、
飯
の
鼓
の
鳴
る

を
聞
き
、
钁
頭
を
挙
起
し
大
笑
し
て
便
ち
帰
る
。
師
云
く
、『
俊
な
る
か
な
、
此
れ
は
是
れ
観
音
入
理
の
門
な
り
』
と
」（
因
普

請
钁
地
次
、
忽
有
一
僧
、
聞
飯
鼓
鳴
、
挙
起
钁
頭
、
大
笑
便
帰
。
師
云
、
俊
哉
、
此
是
観
音
入
理
之
門
）」（『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
六
・T

51-250a

）
と
あ

り
、
経
典
か
ら
の
直
接
の
引
用
は
な
い
が
、「
観
音
入
理
の
門
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
内
容
は
『
楞
厳
経
』
巻
六
の
「
耳

根
円
通
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

宋
代
に
著
さ
れ
た
、
祖
録
や
経
典
な
ど
か
ら
当
時
、
禅
界
で
よ
く
使
わ
れ
た
語
句
を
採
録
し
た
辞
典
で
あ
る
『
祖
庭
事
苑
』

巻
二
に
「
入
流
」
と
立
項
さ
れ
、
本
経
か
ら
引
用
し
て
「
楞
厳
の
観
音
円
通
。
聞
思
修
従よ

り
三
摩
地
に
入
ら
し
む
。
初
め
聞
中

に
於
い
て
流
れ
を
入か

え

し
て
所
を
亡
ず
。
所
入
既
に
寂
な
れ
ば
、
動
靜
の
二
相
、
了
然
と
し
て
生
ぜ
ず
（
楞
厳
観
音
円
通
。
従
聞
思

修
入
三
摩
地
。
初
於
聞
中
、
入
流
忘
所
。
所
入
既
寂
、
動
静
二
相
、
了
然
不
生
）」（Z113-25d

）
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
禅
者
た
ち

の
観
音
の
「
耳
根
円
通
」
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
窺
え
よ
う
。
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（
四
）
お
わ
り
に

臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
化
セ
ン
タ
ー
教
学
研
究
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
『
楞
厳
経
』
巻
七
・『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
』・『
却
温

神
呪
』・『
仏
説
救
抜
焔
口
餓
鬼
陀
羅
尼
経
』・『
仏
説
救
面
然
餓
鬼
陀
羅
尼
神
呪
経
』・『
往
生
呪
』・『
開
甘
露
門
』
と
い
っ
た
、

宗
門
で
重
用
さ
れ
る
諸
経
典
に
訳
注
を
加
え
、
本
『
紀
要
』
に
発
表
し
て
き
た
。
そ
の
成
果
は
、
い
く
つ
か
の
訳
注
を
補
足
し

て
、
禅
文
化
研
究
所
よ
り
『
禅
門
陀
羅
尼
の
世
界
』（
二
〇
〇
七
年
）・『
開
甘
露
門
の
世
界
』（
二
〇
〇
八
年
）
と
し
て
刊
行
し
て

い
る
。

そ
の
後
、
し
ば
ら
く
訳
注
作
業
は
行
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
三
年
前
か
ら
『
楞
厳
経
』
の
巻
六
の
訳
注
を
開
始
し
た
。

『
楞
厳
経
』
の
訳
注
に
は
、
九
州
大
学
名
誉
教
授
の
荒
木
見
悟
氏
の
手
に
成
る
、『
仏
教
経
典
選
14�

中
国
撰
述
経
典
二
』
が

あ
る
。
出
版
か
ら
二
十
六
年
が
過
ぎ
て
も
な
お
、『
楞
厳
経
』
の
訳
注
本
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
荒
木
見
悟
氏
の
訳

注
本
は
、
出
版
に
際
し
て
紙
幅
の
問
題
が
あ
り
、『
楞
厳
経
』
の
巻
四
ま
で
の
前
半
だ
け
の
訳
注
が
お
こ
な
わ
れ
、
後
半
は
手

つ
か
ず
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
荒
木
氏
が
あ
え
て
全
巻
の
抄
訳
を
行
な
わ
ず
、
前
半
部
分
の
完
訳
を
さ
れ
た
の
は
、
後
学
が

こ
れ
を
補
う
こ
と
を
期
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

教
学
研
究
委
員
会
で
は
、
過
去
に
『
楞
厳
経
』
巻
七
の
大
部
分
の
訳
注
を
す
で
に
行
な
っ
て
お
り
、
残
り
の
巻
五
・
六
、

八
・
九
・
一
〇
の
訳
注
を
行
な
う
こ
と
で
、『
楞
厳
経
』
全
体
の
訳
注
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
、
ま
ず
は
禅
の
祖
録
に

も
よ
く
引
用
さ
れ
る
巻
六
の
訳
注
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
と
し
た
。

訳
注
作
業
は
、
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
に
い
る
が
、
ど
う
に
か
幾
分
か
を
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
今
後
も
本

『
紀
要
』
上
で
、
順
次
掲
載
し
発
表
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
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明
治
時
代
の
傑
僧
で
あ
る
洪
川
宗
温
（
今
北
洪
川
・
一
八
一
六
～
一
八
九
二
）
は
、
自
著
『
禅
海
一
瀾
』
の
「
編
述
例
言
」
の
中
で
、

「
近
頃
の
禅
僧
た
ち
は
、
た
だ
『
首
楞
厳
経
』
の
神
呪
を
誦
す
る
だ
け
で
、
こ
の
経
の
真
意
を
詳
し
く
読
み
取
ろ
う
と
は
し
な

い
。
は
な
は
だ
残
念
な
こ
と
で
あ
る
（
近
世
吾
宗
門
中
人
、
唯
知
誦
其
神
呪
、
而
不
知
審
其
経
意
、
太
可
歎
矣
）」（
盛
永
宗
興
訳
『
禅
海
一
瀾
』、

柏
樹
社
・
一
九
八
七
年
、p.20

）
と
述
べ
て
、
当
時
の
禅
僧
た
ち
が
、「
楞
厳
呪
」
を
唱
え
る
だ
け
で
『
楞
厳
経
』
そ
の
も
の
の
意
味
を

深
く
知
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
し
か
し
『
楞
厳
経
』
自
体
、
非
常
に
難
解
な
経
典
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
漢
文

の
経
典
を
原
文
の
ま
ま
で
読
解
す
る
こ
と
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
本
訳
注
が
、
そ
の
よ
う
な
現
代

の
宗
門
の
方
々
に
と
っ
て
、
深
奥
な
内
容
を
持
っ
た
本
経
を
理
解
す
る
一
助
と
な
れ
ば
嬉
し
い
限
り
で
あ
る
。

た
だ
、
巻
七
の
訳
注
を
発
表
し
た
時
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
訳
注
に
参
加
し
た
委
員
も
ま
た
、
研
究
の
専
門
分
野
が

必
ず
し
も
仏
教
学
で
は
な
い
し
、
禅
学
・
中
国
哲
学
・
歴
史
学
と
多
岐
に
渉
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
誤
読
や
誤
訳
も
多
々

あ
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
訳
注
の
資
助
と
す
る
た
め
に
も
、
読
者
の
皆
様
か
ら
の
忌
憚
の
無
い
ご
意
見
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

�

（
廣
田
宗
玄
）

《
訳
注
凡
例
》

○
底
本
に
は
、
磧
沙
蔵
本
（
新
文
豊
出
版
公
司
影
印
『
宋
版�

磧
沙
大
蔵
経
』）
を
使
用
す
る
。

○
原
文
の
文
字
の
校
勘
に
は
、
高
麗
蔵
本
に
拠
る
『
大
正
大
蔵
経
』
第
一
九
冊
所
収
本
を
使
用
す
る
。

○
末
釈
類
は
数
多
く
あ
る
が
、
今
回
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
主
に
銭
謙
益
『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
全
十
巻
（
Ｚ
21
）
を
参
考
に
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し
、
そ
の
他
、
参
考
に
し
た
疏
鈔
類
に
つ
い
て
は
、《
凡
例
》
の
終
わ
り
に
纏
め
て
列
記
し
た
。

○
以
下
の
訳
注
は
原
文
・
校
記
・
書
き
下
し
文
・
口
語
訳
・
語
注
の
順
に
並
べ
た
。

○
原
文
・
書
き
下
し
文
は
極
力
正
字
を
用
い
た
が
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
の
限
界
が
あ
り
、
不
徹
底
な
部
分
も
あ
る
。
口
語
訳
・

語
注
は
常
用
漢
字
を
使
用
し
、
語
注
の
見
出
し
の
み
正
字
と
し
た
。

○
書
き
下
し
文
は
、
現
代
仮
名
遣
い
を
用
い
た
。

○
現
代
語
訳
は
直
訳
を
心
が
け
た
が
、
必
要
と
思
わ
れ
る
場
合
は
〔　

〕
で
適
宜
こ
と
ば
を
補
っ
た
。

○
巻
一
か
ら
巻
四
ま
で
は
、
荒
木
見
悟
『
楞
厳
経
』（《
仏
教
経
典
選
14
・
中
国
撰
述
経
典
二
》
筑
摩
書
房
・
一
九
八
六
）
を
、
巻
七
は
、
野
口
善

敬
編
著
『
禅
門
陀
羅
尼
の
世
界
』
第
一
章
「「
楞
厳
呪
」
の
経
典
」（
禅
文
化
研
究
所
・
二
〇
〇
七
）
を
参
考
に
し
た
。
前
者
に
つ
い

て
は
「
荒
木
訳
」、
後
者
に
つ
い
て
は
「
野
口
訳
」
と
表
記
し
た
。

○
仏
典
関
係
の
典
拠
表
記
に
つ
い
て
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』『
大
日
本
続
蔵
経
（
卍
蔵
経
）』『
明
版�

嘉
興
大
蔵
経
』（
新
文
豊
出
版
公

司
印
行
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
Ｔ
」「
Ｚ
」「
Ｊ
」
の
略
号
を
用
い
て
示
し
た
。

○
語
注
で
使
用
し
た
訳
注
書
の
う
ち
、
岩
波
文
庫
本
を
用
い
た
場
合
は
「
岩
波
文
庫
本
」
と
表
記
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

○
辞
書
類
の
略
号
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
漢
語
』�･････････

『
漢
語
大
詞
典
』（
上
海
辞
書
出
版
社
）

　

縮
印
本�････････

『
漢
語
大
詞
典
』
縮
印
本
（
漢
語
大
詞
典
出
版
社
）

『
大
漢
和
』･･･････

諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辞
典
』（
大
修
館
書
店
）

『
中
国
語
』･･･････

大
東
文
化
大
学
中
国
語
大
辞
典
編
纂
室
編
『
中
国
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）
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『
中
日
』�･････････

愛
知
大
学
中
日
大
辞
典
編
纂
処
編
『
中
日
大
辞
典
』
第
二
版
（
大
修
館
書
店
）

『
仏
光
』�･････････

慈
怡
主
編
『
仏
光
大
辞
典
』（
仏
光
出
版
社
）

『
望
月
』�･････････

望
月
信
亨
編
『
仏
教
大
辞
典
』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
）

『
中
村
』�･････････

中
村
元
著
『
仏
教
語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍
）

『
広
説
』�･････････

中
村
元
著
『
広
説�

仏
教
語
大
辞
典
』（
同
前
）

『
禅
学
』�･････････

駒
澤
大
学
内
禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編
『
新
版�

禅
学
大
辞
典
』（
大
修
館
書
店
）

『
禅
語
』�･････････
入
矢
義
高
監
修
・
古
賀
英
彦
編
著
『
禅
語
辞
典
』（
思
文
閣
出
版
）

『
織
田
』�･････････
織
田
得
能
著
『
仏
教
大
辞
典
』（
大
倉
書
店
・
大
蔵
出
版
）

『
岩
波
』�･････････

中
村
元
等
編
『
仏
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
）

『
唯
識
仏
教
』�････

横
山
紘
一
著
『
唯
識
仏
教
辞
典
』（
春
秋
社
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

○
『
楞
厳
経
』
の
主
な
末
釈
と
、
今
回
使
用
し
た
略
号
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
末
釈
の
採
録
に
つ
い
て
は
『
楞
厳
経
疏
解
蒙

鈔
』
冒
頭
の
「
古
今
疏
解
品
目
」（
巻
首
之
一
・Z21-41c~44a
）
を
参
考
に
し
た
。「
現
存
せ
ず
」
と
表
記
さ
れ
た
も
の
で
、『
解
蒙

鈔
』
の
引
用
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、『
解
蒙
鈔
』
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
。『
解
蒙
鈔
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
な
い
版
本
に
つ
い
て
は
、
初
出
の
個
所
に
表
題
等
を
明
記
し
た
。

【
略
称
】�

【
撰
著
者
名
・
正
式
名
称
・
収
載
個
所
】
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〔
唐
〕『

惟
慤
疏
』･･･････

崇
福
惟
慤
『〔
楞
厳
経
〕
疏
』（
現
存
せ
ず
）

『
科
判
』�･････････

館
陶
慧
振
『〔
楞
厳
経
〕
科
判
』（
現
存
せ
ず
）

『
弘
沇
疏
』･･･････

資
中
弘
沇
『〔
楞
厳
経
〕
疏
』（
現
存
せ
ず
）

『
説
文
』�･････････

長
慶
道
巘
『
楞
厳
説
文
』（
現
存
せ
ず
）

〔
五
代
呉
越
〕

『
宗
鏡
録
』･･･････
永
明
延
寿
『
宗
鏡
録
』
全
百
巻
（
Ｔ
48
）

〔
宋
〕『

刪
補
疏
』･･･････

真
際
崇
節
『〔
楞
厳
経
〕
刪
補
疏
』（
現
存
せ
ず
）

『
証
真
鈔
』･･･････

霊
光
洪
敏
『〔
楞
厳
経
〕
証
真
鈔
』（
現
存
せ
ず
）

『
義
疏
注
経
』�････

長
水
子
璿
『
楞
厳
義
疏
注
経
』
全
十
巻
（
Ｔ
39
）

『
標
指
要
義
』�････

泐
潭
暁
月
『
楞
厳
標
指
要
義
』（
現
存
せ
ず
）

『
義
海
』�･････････

福
唐
咸
輝
『
楞
厳
経
義
海
』
全
三
十
巻

�

　
　
　
　
　
　
（
Ｊ
４
、
ま
た
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
の
永
楽
北
蔵
に
収
載
さ
れ
て
い
る
＝
Ｐ
168
）

『
経
疏
』�･････････

孤
山
智
円
『〔
楞
厳
経
〕
経
疏
』（
現
存
せ
ず
）

『
谷
響
鈔
』･･･････

孤
山
智
円
『
谷
響
鈔
』（
現
存
せ
ず
）

『
熏
聞
記
』･･･････

浄
覚
仁
岳
『
楞
厳
経
集
解
熏
聞
記
』
全
五
巻
（
Ｚ
17
）

『
集
注
』�･････････

桐
洲
思
坦
『
楞
厳
経
集
注
』
全
十
巻
（
Ｚ
17
）

『
尊
頂
法
論
』�････

覚
範
慧
洪
『
尊
頂
法
論
』
全
十
巻
（『
楞
厳
経
合
論
』
Ｚ
18
）
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『
経
解
』�･････････

王
安
石
『
楞
厳
経
解
』（
現
存
せ
ず
）

『
海
眼
経
』･･･････

張
商
英
『
清
浄
海
眼
経
』（
現
存
せ
ず
）

『
要
解
』�･････････

温
陵
戒
環
『
楞
厳
経
要
解
』
全
二
十
巻
（
Ｚ
17
）

〔
元
〕『

或
問
』�･････････

中
峰
明
本
『
楞
厳
徴
心
辨
見
或
問
』
全
一
巻

�
　
　
　
　
　
　
（『
中
峰
和
尚
広
録
』
巻
一
三
《
近
世
漢
籍
叢
刊
第
四
編
》
第
一
冊
所
収
）

『
会
解
』�･････････
天
如
惟
則
『
楞
厳
会
解
』
全
二
十
巻
（
Ｊ
７
、『
楞
厳
経
円
通
疏
』
Ｚ
19
）

〔
明
〕『

広
注
』�･････････

融
室
浄
行
『
楞
厳
広
注
』（
現
存
せ
ず
）

『
管
見
』�･････････

魯
山
普
泰
『
楞
厳
管
見
』（
現
存
せ
ず
）

『
懸
鏡
』�･････････

憨
山
徳
清
『
楞
厳
懸
鏡
』
全
一
巻
（『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
二
五
所
収
・
Ｊ
22
）

『
通
議
』�･････････

憨
山
徳
清
『
楞
厳
経
通
議
』
全
十
巻
（
Ｚ
19
）

『
紫
柏
解
』･･･････

紫
柏
真
可
『
楞
厳
解
』
全
一
巻

�

　
　
　
　
　
　
（『
紫
柏
老
人
集
』
巻
六
所
収
「
釈
楞
厳
経
」〈Z126-417b~419d

〉
の
こ
と
。）

『
経
解
科
判
』�････

雪
浪
洪
恩
『
経
解
科
判
』（
現
存
せ
ず
）

『
模
象
記
』･･･････

雲
棲
袾
宏
『
楞
厳
模
象
記
』
全
十
巻
（『
雲
棲
法
彙
』
所
収
・
Ｊ
33
）

『
新
疏
』�･････････

中
川
界
澄
『〔
楞
厳
経
〕
新
疏
』（
現
存
せ
ず
）

『
正
観
疏
』･･･････

空
印
鎮
澄
『
楞
厳
正
観
疏
』（
現
存
せ
ず
）

『
質
問
』�･････････

管
志
道
『
楞
厳
質
問
』（
現
存
せ
ず
。
文
集
の
中
に
入
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。）
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『
宗
通
』�･････････

曽
鳳
儀
『
楞
厳
宗
通
』
全
十
巻
（
Ｚ
25
）

『
正
脈
疏
』･･･････

交
光
真
鑑
『
楞
厳
経
正
脈
疏
』（
Ｚ
18
）

『
伝
燈
玄
義
』�････

無
尽
伝
燈
『
楞
厳
経
玄
義
』
全
四
巻
（
Ｚ
20
）

『
円
通
疏
』･･･････

無
尽
伝
燈
『
楞
厳
経
円
通
疏
』
全
十
巻
（
Ｚ
19
）

『
智
旭
玄
義
』�････　

益
智
旭
『
楞
厳
経
玄
義
』
全
二
巻
（
Ｚ
20
）

『
文
句
』�･････････　

益
智
旭
『
楞
厳
経
文
句
』
全
十
巻
（
Ｚ
20
）

『
如
説
』�･････････
鍾
惶
伯
『
楞
厳
経
如
説
』
全
十
巻
（
Ｊ
34
）

《
訳
注
本
文
》

〔
一
〕

爾
時
、
觀
世
音
菩
薩
即
從
座
起
、
頂
禮
佛
足
而
白
佛
言
、「
世
尊
、
憶
念
我
昔
無
數
恒
河
沙
劫
、
於
時
有
佛
出
現
於
世
、
名
觀

世
音
。
我
於
彼
佛
、
發
菩
提
心
。
彼
佛
教
我
、
從
聞
思（

１
）修
入
三
摩
地
。
初
於
聞
中（

２
）入
流
亡
所（

３
）。
所
入
既
寂
、
動
靜
二
相
、
了
然

不
生（

４
）。
如
是
漸
増（

５
）、
聞
所
聞
盡（

６
）。
盡
聞
不
住（

７
）、
覺
所
覺
空（

８
）。
空
覺
極
圓（

９
）、
空
所
空
滅
。
生
滅
既
滅
、
寂
滅
現
前
。
忽
然
超
越
世

出
世
間
、
十
方
圓
明
、
獲
二
殊
勝
。
一
者
、
上
合
十
方
諸
佛
本
妙
覺
心
、
與
佛
如
來
同
一
慈

）
（1
（

力
。
二
者
、
下
合
十
方
一
切
六
道

衆
生
、
與
諸
衆
生
同
一
悲

）
（（
（

仰
。

【
校
記
】
当
該
個
所
無
し
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＊

爾そ

の
時
、
觀
世
音
菩
薩
、
即
ち
座
從よ

り
起た

ち
、
佛
足
を
頂
禮
し
て
佛
に
白も

う

し
て
言
う
、「
世
尊
よ
、
我
れ
昔
、
無
數
恒
河
沙
劫

を
憶
念
す
る
に
、
時
に
於
い
て
佛
、
世
に
出
現
す
る
こ
と
有
り
、『
觀
世
音
』
と
名
づ
く
。
我
れ
彼か

の
佛
に
於
い
て
、
菩
提
心

を
發お

こ
す
。
彼か

の
佛
、
我
れ
を
し
て
聞
思
修
從よ

り
三
摩
地
に
入
ら
し
む
。
初
め
聞
中
に
於
い
て
流
れ
を
入か

え

し
て
所
を
亡
ず
。
所

入
既
に
寂
な
れ
ば
、
動
靜
の
二
相
、
了
然
と
し
て
生
ぜ
ず
。
是か

く
の
如
く
漸よ

う
や

く
増
せ
ば
、
聞
・
所
聞
盡つ

く
。
盡
聞
に
住と

ど

ま
ら
ざ

れ
ば
、
覺
・
所
覺
空く

う

な
り
。
覺
を
空
じ
極
む
る
こ
と
圓ま

ど

か
な
れ
ば
、
空
・
所
空
滅
す
。
生
滅
既
に
滅
す
れ
ば
、
寂
滅
現
前
す
。

忽
然
と
し
て
世
・
出
世
間
を
超
越
し
、
十
方
圓
明
に
し
て
、
二
の
殊
勝
を
獲
た
り
。
一
つ
に
は
、
上
、
十
方
諸
佛
の
本
妙
覺
心

と
合が

っ

し
て
、
佛
如
來
と
同
一
の
慈
力
あ
り
。
二
つ
に
は
、
下
、
十
方
一
切
の
六
道
の
衆
生
と
合が

っ

し
て
、
諸
も
ろ
の
衆
生
と
同
一

の
悲
仰
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

そ
の
時
、
観
世
音
菩
薩
は
、
す
ぐ
さ
ま
座
か
ら
立
ち
あ
が
り
、
仏
の
足
下
に
礼
拝
し
て
申
し
あ
げ
た
、「
世
に
尊
き
お
方
よ
、

私
は
、
遙
か
遠
い
昔
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
み
ま
す
に
、
当
時
、『
観
世
音
』
と
い
う
仏
が
世
に
出
現
さ
れ
、
私
は
、
そ
の

仏
〔
の
教
え
〕
に
よ
っ
て
、
菩さ

と
り提
〔
を
求
め
る
〕
心
を
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
の
仏
は
、
私
に
聞も

ん

・
思し

・
修し

ゅ

（
聞
く
こ
と
・
思
う
こ

と
・
実
践
す
る
こ
と
）〔
の
三
段
階
〕
に
よ
っ
て
三さ

ん

昧ま
い

の
境
地
に
導
き
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
最
初
に
、〔
音
声
を
〕
聞
い
た
時
に

〔
外
へ
〕
流
れ
〔
出
し
た
聞
識
〕
を
〔
本
性
へ
と
〕
引
き
戻
す
と
、〔
音
声
と
い
う
〕
所対

象

〔
と
の
関
わ
り
〕
が
亡な

く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
所
入
（
対
象
で
あ
る
声
塵
）
が
滅
び
て
し
ま
う
と
、
動
・
静
の
二
つ
の
相対

境

は
、
全
く
生
じ
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
し
て
次
第
に
〔
修
行
が
〕
深
ま
っ
て
い
く
と
、
聞
く
も
の
と
聞
か
れ
る
も
の
と
は
〔
と
も
に
〕
尽
き
て
し
ま
い
ま
し

た
。
聞
〔
く
も
の
と
聞
か
れ
る
も
の
と
い
う
関
係
性
〕
が
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、〔
さ
ら
に
、
そ
の
状
態
に
さ
え
〕
住と

ど

ま

ら
な
い
な
ら
ば
、
覚
知
す
る
も
の
と
覚
知
さ
れ
る
も
の
と
は
〔
と
も
に
〕
空
と
な
り
ま
し
た
。
覚
知
す
る
も
の
が
極
め
て
〔
完
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全
〕
円
満
に
空
に
な
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
空
じ
る
も
の
も
空
じ
ら
れ
る
対
象
も
消
え
失
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。〔
こ
の
よ
う

に
し
て
、
余
す
こ
と
な
く
心
の
〕
生
滅
が
滅
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
寂じ

ゃ
く
め
つ滅

（
煩
悩
が
滅
し
た
状
態
）
が
立
ち
現
れ
、
突
然
、
世
間
（
迷

い
の
世
界
）
も
出し

ゅ
っ

世せ

間け
ん

（
悟
り
の
世
界
）
も
超
脱
し
、
十

あ
ら
ゆ
る
世
界
方
は
円
満
澄
明
と
な
り
、
二
つ
の
優
れ
た
こ
と
を
手
に
入
れ
ま
し
た
。

〔
そ
の
二
つ
と
は
〕
一
つ
目
に
は
、
上
は
十

あ
ら
ゆ
る
世
界

方
の
仏
た
ち
の
霊
妙
な
目
覚
め
た
心
と
一
つ
に
な
り
、
み
仏
と
全
く
等
し
い
慈
し

み
の
力

は
た
ら
き〔

が
具
わ
っ
た
こ
と
〕
で
あ
り
、
二
つ
目
に
は
、
下
は
十
方
の
あ
ら
ゆ
る
六迷

い
の
世
界道

の
衆
生
と
一
つ
に
な
り
、
諸
々
の
衆
生

と
全
く
等
し
い
〔
苦
し
み
を
〕
悲
し
み
〔
安
楽
を
〕
仰ね

が

う
〔
心
が
具そ

な

わ
っ
た
〕
こ
と
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

（
１
）
聞
思
修
＝
「
聞
」
は
、
仏
法
を
聴
聞
し
て
知
る
こ
と
。「
思
」
は
、
こ
れ
を
自
ら
思
惟
す
る
こ
と
。「
修
」
は
、
仏
道
の
実
践
修

行
の
こ
と
（『
中
村
』p.1371

）。『
義
疏
注
経
』
に
「
聞
・
思
・
修
の
智
慧
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
様
々
な
仏
道
修
行
の
共
通
の

道
筋
で
あ
る
。
音
声
に
よ
っ
て
群ひ

と
び
と品
を
教
化
し
な
か
っ
た
仏
は
い
な
い
し
、
耳み

み根
で
教
説
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
解り

か
い悟
し
な
か
っ

た
一ひ

と機
も
い
な
い
。
だ
か
ら
、
彼か

の
仏
（
＝
観
世
音
仏
）
の
教
え
は
、
こ
れ
（
＝
聞
・
思
・
修
）
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
聞
思
修

慧
は
、
諸
行
の
通
途
な
り
。
一
仏
の
音
声
を
以
て
群
品
を
化
せ
ざ
る
こ
と
有
る
無
く
、�一
機
の
耳
根
に
従
り
て
教
を
聞
き
て
解
悟
せ
ざ
る
こ
と

有
る
無
し
。
是
れ
に
由
り
て
彼
の
仏
の
教
え
は
此
れ
従
り
入
る
／
聞
思
修
慧
、
諸
行
通
途
。�

無
有
一
仏
不
以
音
声
而
化
群
品
、
無
有
一
機
不

従
耳
根
聞
教
解
悟
。
由
是
彼
仏
教
従
此
入
）」（
巻
六
・T

39-903a
）
と
あ
り
、『
要
解
』
に
「
耳
に
〔
教
え
の
声
が
〕
達
す
る
の
を
『
聞
』

と
い
い
、
心
に
〔
そ
の
教
え
の
意
味
が
〕
現
れ
る
の
を
『
思
』
と
い
い
、〔
そ
の
教
え
の
内
容
を
〕
実
践
す
る
の
を
『
修
』
と
い
う
。

〔
こ
の
〕
三
つ
が
円
満
明
瞭
で
あ
る
の
を
『
三
慧
』
と
呼
ぶ
（
耳
に
達
す
る
を
之
れ
『
聞
』
と
謂
い
、
心
に
著
わ
る
る
を
之
れ
『
思
』
と

謂
い
、
治
め
習
う
を
之
れ
『
修
』
と
謂
う
。
三
者
円
明
な
れ
ば
、�是こ

れ

を
『
三
慧
』
と
名
づ
く
／
達
耳
之
謂
聞
、
著
心
之
謂
思
、
治
習
之
謂
修
。

三
者
円
明
、
是
名
三
慧
）」（
巻
一
一
・Z17-396a

）
と
あ
る
。

（
２
）
初
於
聞
中
＝
『
解
蒙
鈔
』
は
、
以
下
、
経
文
の
「
聞
所
聞
尽
」
ま
で
の
七
句
に
つ
い
て
、『
宗
鏡
録
』
巻
四
四
（T

48-675a

）
か
ら
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引
き
な
が
ら
、〔
宗
鏡
合
釈
〕
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〔
経
文
の
〕「
初
於
聞
中
」
か
ら
「
寂
滅
現
前
」
ま
で
〔
の
部
分
の
意
味
〕
は
、
最
初
に
〔
耳
〕
聞
〔
と
い
う
根
〕
性
か
ら

〔
三
昧
に
〕
入
っ
た
時
、
ま
ず
動
静
や
声お

と塵
と
い
う
対
境
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。［〔
こ
こ
ま
で
が

経
文
の
〕
初
め
の
五
句
で
あ
る
。］
次
い
で
聞
く
聞
か
れ
る
と
い
う
〔
能主

客所
の
〕
心
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。［「
尽
聞
漸
増
、〔
聞
所
聞
尽
〕」
の
二
句
で
あ
る
。］
心
も
対
境
も
共
に
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
さ
ら
に
、

無
心
と
い
う
対
境
、
お
よ
び
覚さ

と

り
覚さ

と

ら
れ
る
と
い
う
智
〔
そ
の
も
の
〕
に
も
住と

ど

ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。［「
尽
聞
不

住
、〔
覚
所
覚
空
〕」
の
二
句
で
あ
る
。］
そ
し
て
、
覚さ

と

り
も
〔
覚さ

と

ら
れ
た
〕
智
慧
も
共
に
空
と
な
り
、
空
と
な
っ
た
も
の
も

空
と
な
る
。
だ
か
ら
、「
空
覚
極
円
、
空
所
空
滅
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
生
死
の
根
源
を
根
絶
や

し
に
し
、〔
煩
悩
が
〕
寂消

失滅
し
た
本
覚
妙
心
の
境
地
に
到
る
の
だ
。（「
初
於
聞
中
」
乃
至
「
寂
滅
現
前
」
と
は
、
初
め
聞
性
従よ

り
入
る

時
、
先
ず
動
静
、
声
塵
の
境
を
亡
ず
［
初
め
の
五
句
な
り
］。�

次
い
で
能
聞
所
聞
の
心
を
亡
ず
［「
如
是
漸
増
」
の
二
句
な
り
］。
既
に
心
境
倶
に
亡

じ
、
又
た
無
心
の
境
、
及
び
能
覚
所
覚
の
智
に
も
住
せ
ず
［「
尽
聞
不
住
」
の
二
句
な
り
］。�

則
ち
覚
智
倶
に
空
、
所
空
も
亦
た
空
な
り
。
故
に
云

う
、「
空
覚
極
円
、
空
所
空
滅
」
と
。�

始
め
て
生
滅
の
源
を
尽
く
し
、
寂
滅
本
妙
覚
心
の
地
に
到
る
な
り
（
初
於
聞
中
乃
至
寂
滅
現
前
者
、
初
従
聞

性
入
時
、
先
亡
動
静
、
声
塵
之
境
［
初
五
句
］。�
次
亡
能
聞
所
聞
之
心
［
如
是
漸
増
二
句
］。
既
心
境
倶
亡
、
又
不
住
無
心
境
、
及
能
覚
所
覚
之
智

［
尽
聞
不
住
二
句
］。�

則
覚
智
倶
空
、
所
空
亦
空
。
故
云
、
空
覚
極
円
、
空
所
空
滅
。
始
尽
生
滅
之
源
、
到
寂
滅
本
妙
覚
心
之
地
）（
巻
六
・Z21-

213d~214a

）

（
３
）
入
流
亡
所
＝
『
義
疏
注
経
』
に
「『
入
流
』
と
は
、『
返
流
（
流
れ
を
返
す
）』
と
同
様
で
あ
る
。
最
初
に
〔
耳
〕
聞
〔
と
い
う
根
〕

性
を
観
察
し
、〔
回
光
〕
返
照
し
て
縁
〔
で
あ
る
声
〕
を
離
れ
、
前対

境塵
の
流
転
起
滅
に
付
き
従
わ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、

『
入
流
亡
所
』
と
言
っ
て
い
る
の
だ
（『
入
流
』
と
は
、
猶
お
『
返
流
』
の
ご
と
き
な
り
。
初
め
聞
性
を
観
じ
て
、
返
照
し
て
縁
を
離
れ
、
前
塵
の
流

転
起
滅
に
随
わ
ず
、
故
に
『
入
流
亡
所
』
と
云
う
／
入
流
、
猶
返
流
也
。
初
観
聞
性
、
返
照
離
縁
、
不
随
前
塵
流
転
起
滅
、
故
云
入
流
亡
所
）」（
巻
六
・
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T
39-903a

）
と
あ
り
、『
国
訳
大
蔵
経
』
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
「
流
れ
を
入か

え

し
て
」
と
訓よ

み
、「
流
れ
を
入か

え

し
て
所
を
亡
ず
と
は
、

耳
根
が
声
境
に
対
し
耳
識
発
作
し
て
、
好
悪
の
音
声
を
聞
取
し
て
、
流
れ
て
外
に
出
た
る
を
、
本
の
耳
識
（
能
縁
）
に
入
る
時
、
対

境
（
所
縁
）
の
声
も
な
し
。
即
ち
能
所
共
に
泯
絶
し
た
る
を
云
ふ
」（p.140

）
と
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

�

　
『
解
蒙
鈔
』
所
引
の
泐
潭
暁
月
『
標
指
要
義
』
に
も
「『
入
流
亡
所
』
と
は
、
縁
〔
で
あ
る
声
に
向
か
う
心
〕
を
返
し
て
〔
本
〕

性
に
〔
回
〕
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
（『
入
流
亡
所
』
と
は
、
縁
を
返
し
て
性
に
帰
す
る
な
り
／
入
流
亡
所
、
返
縁
帰
性
也
）」（
巻
六
・Z21-214a

）
と

あ
る
。
一
方
、『
要
解
』
に
は
「『
入
流
亡
所
』
と
は
、〔
対
境
で
あ
る
〕
声
塵
に
付
き
従
わ
ず
、
に
わ
か
に
法真

理
の
流
れ流
に
入
っ
て
、
そ
の

所入
っ
た
痕
跡
入
さ
え
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
（『
入
流
亡
所
』
と
は
、
声
塵
に
随
わ
ず
、
頓
に
法
流
に
入
り
て
、
其
の
所
入
を
亡
ず
る
な
り
／
入
流
亡

所
者
、
不
随
声
塵
、
頓
入
法
流
、
而
亡
其
所
入
也
）」（
巻
一
一
・Z17-791a

）
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
入
流
」
に
つ
い
て
は
、「
認
識
の
対

象
に
向
か
う
心
を
入か

え

す
」
と
い
う
解
釈
と
「
法真

理
の
流
れ流
に
入
る
」
と
い
う
解
釈
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、「
回
向
返
照
」
と
い

う
前
者
の
意
味
合
い
で
解
釈
し
た
。

�

　

ま
た
、「
入
流
亡
所
」
以
下
に
つ
い
て
、
宋
代
の
禅
僧
、
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
～
一
一
六
三
）
は
、
た
び
た
び
本
経
の
当
該
個
所

を
引
い
て
お
り
、
例
え
ば
、「
礼
侍
者
断
七
請
普
説
」（『
大
慧
語
録
』
巻
一
七
・T

47-881c~883c

）
に
は
、
馬
祖
道
一
下
の
水
潦
和
尚
の
開

悟
の
因
縁
を
取
り
あ
げ
た
後
、「
こ
れ
を
経
典
の
中
で
は
『
流
れ
を
入か

え

し
て
所
を
亡
ず
。
所
入
既
に
寂
な
れ
ば
、
動
静
の
二
相
、
了

然
と
し
て
生
ぜ
ず
』
と
言
っ
て
い
る
。
入
処
を
得
た
途
端
に
、〔
主
客
に
分
か
れ
る
〕
固
定
的
な
相対

境

は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
固
定

的
な
相対

境

が
無
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
有
為
に
も
無
為
に
も
落
ち
込
ま
ず
、
動
静
と
い
う
二
つ
の
相
も
す
っ
か
り
生
じ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
（
這
箇
は
教
中
に
之
を
『
流
れ
を
入か

え

し
て
所
を
亡
ず
。
所
入
既
に
寂
な
れ
ば
、
動
静
の
二
相
、
了
然
と
し
て
生
ぜ
ず
』
と
謂
う
。
纔
か
に

箇
の
入
処
を
得
れ
ば
、
便
ち
定
相
を
亡
く
し
了お

わ
る
。
定
相
既
に
亡
く
な
れ
ば
、�有
為
に
堕
せ
ず
、
無
為
に
も
堕
せ
ず
、
動
静
の
二
相
、
了
然
と
し
て
生
ぜ

ず
。
便す

な
わ是

ち
観
音
入
理
の
門
な
り
／
這
箇
教
中
、
謂
之
入
流
亡
所
。�

所
入
既
寂
、
動
静
二
相
、
了
然
不
生
。
纔
得
箇
入
処
、
便
亡
了
定
相
。
定
相
既
亡
、

不
堕
有
為
、
不
堕
無
為
、
動
静
二
相
、
了
然
不
生
。
便
是
観
音
入
理
之
門
）」（T

47-882c

）
と
述
べ
て
、
水
潦
和
尚
の
悟
り
の
内
容
を
、『
楞
厳
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経
』
の
「
入
流
亡
所
…
」
の
境
地
と
同
様
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
普
説
」
で
は
、
他
に
三
名
の
大
悟
の
因
縁
を
挙
げ
る

が
、
そ
れ
ら
全
て
を
「
流
れ
を
入か

え

し
て
所
を
亡
じ
、
動
静
の
二
相
、
了
然
と
し
て
生
ぜ
ざ
る
底
の
様
子
な
り
（
入
流
亡
所
、
動
静
二
相
、

了
然
不
生
底
様
子
）」
と
し
、
さ
ら
に
は
、「
こ
れ
は
他
人
に
説
明
で
き
な
い
し
、
他
人
に
伝
授
で
き
な
い
（
這
箇
は
人
に
説
似
し
得
ず
、

人
に
伝
授
し
得
ず
／
這
箇
説
似
人
不
得
、
伝
授
人
不
得
）」
と
述
べ
、
禅
者
の
立
場
か
ら
実
践
の
重
要
性
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
加
え
て
、

「
孫
通
判
請
普
説
」（
同
・
巻
一
八
・T

47-887c

）、
四
巻
本
『
大
慧
普
説
』
巻
一
「
松
林
臻
長
老
請
普
説
」（『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
四
巻
・

p.159~163

）
で
は
、『
楞
厳
経
』
の
「
入
流
亡
所
」
を
、
華
厳
の
「
一
即
一
切
」
の
教
理
と
重
ね
合
わ
せ
て
解
し
、「
百
年
と
い
う
時

間
は
、
た
だ
一
瞬
に
あ
る
。
一
瞬
に
悟
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
一
念
が
一
万
年
で
あ
り
、
一
万
年
が
一
念
で
あ
っ
て
、
今
も
昔
も

な
い
の
だ
（
百
歳
の
光
陰
、
只
だ
一
刹
那
に
在
り
。
刹
那
に
悟
り
去
ら
ば
、
一
念
万
年
、
万
年
一
念
、
古
も
無
く
今
も
無
し
／
百
歳
光
陰
、
只
在
一
刹

那
。
刹
那
悟
去
、
一
念
万
年
、
万
年
一
念
、
無
古
無
今
）」
と
述
べ
、
頓
悟
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
慧
が
重
視
す

る
の
は
次
に
示
す
「
示
莫
宣
教
（
潤
甫
）〔
法
語
〕」
に
あ
る
通
り
、
自
ら
が
実
践
し
て
「
入
流
亡
所
…
」
と
い
う
観
音
の
境
地
を
実

現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

〔『
楞
厳
経
』
に
〕「
初
め
聞
中
に
於
い
て
流
れ
を
入か

え

し
て
所
を
亡
ず
。
所
入
既
に
寂
な
ら
ば
、
動
静
の
二
相
、
了
然
と
し
て

生
ぜ
ず
」〔
と
あ
る
が
〕、
動
と
い
う
相様

態

が
消
え
失
せ
れ
ば
、
生ま

よ
い滅
の
〔
原
因
と
な
る
〕
世
間
の
法

こ
と
が
らは
消
え
失
せ
る
し
、
静
と

い
う
相様

態

が
生
じ
な
い
な
ら
ば
、
寂さ

と
り滅
に
係
留
さ
れ
な
い
。
も
し
こ
の
二
つ
の
中
間
で
、
動
と
い
う
相様

態

も
生
じ
な
い
し
、
ま
た

静
と
い
う
相様

態

に
も
苦
し
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
観
音
菩
薩
が
〔『
楞
厳
経
』
の
続
き
で
〕
言
っ
て
い
る
「
生
滅
既
に
滅
す
れ

ば
、
寂
滅
現
前
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
田境

地地
に
至
る
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
、
身
心
が
一
つ
に
な
っ
て
、
身
外
に
余

計
な
も
の
が
何
も
無
く
、
ど
ん
な
も
の
に
も
〔
真
理
が
〕
明
ら
か
と
な
る
の
だ
。（
初
め
聞
中
に
於
い
て
、
流
れ
を
入か

え

し
て
所
を
亡

ず
。
所
入
既
に
寂
な
ら
ば
、
動
静
の
二
相
、
了
然
と
し
て
生
ぜ
ず
。
動
相
生
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
世
間
の
生
滅
の
法
滅
す
。�

静
相
生
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち

寂
滅
の
留
係
す
る
所
と
為
ら
ず
。�

如も

し
此
の
二
の
中
間
に
於
い
て
、
動
相
生
ぜ
ず
、
亦
た
静
相
の
困
ず
る
所
と
為
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
観
音
の
所
謂
る
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『
生
滅
既
に
滅
す
れ
ば
、
寂
滅
現
前
す
』
な
り
。�

這
箇
の
田
地
に
到
る
こ
と
を
得
て
、
始
め
て
身
心
一
如
な
る
を
得
て
、
身
外
に
余
り
無
く
、
頭
頭

上
に
明
ら
か
、
物
物
上
に
顕
わ
る
／
初
於
聞
中
、
入
流
亡
所
。
所
入
既
寂
、
動
静
二
相
、
了
然
不
生
。�

動
相
不
生
、
則
世
間
生
滅
之
法
滅
矣
。
静
相

不
生
、
則
不
為
寂
滅
所
留
係
矣
。�

如
於
此
二
中
間
不
生
動
相
、
亦
不
為
静
相
所
困
、
則
観
音
所
謂
生
滅
既
滅
寂
滅
現
前
。
得
到
這
箇
田
地
、
始
得
身

心
一
如
、
身
外
無
余
、
頭
頭
上
明
物
物
上
顕
矣
）�（『
大
慧
語
録
』
巻
二
四
・T
47-913b

）

�

　

な
お
、
教
え
を
聞
い
て
了
解
す
る
智
慧
の
は
た
ら
き
と
し
て
当
該
個
所
を
引
く
も
の
に
、『
碧
巌
録
』
第
四
六
則
・
頌
評
唱
（T

48-

183a

、
岩
波
文
庫
本
㊥p.154~155

、
末
木
訳
㊥p.200

）
が
あ
る
。

（
４
）
了
然
不
生
＝
『
義
疏
注
経
』
に
「〔
聞
の
〕
縁
と
な
る
声こ

え相
に
〔
聞
識
が
〕
付
き
従
わ
な
い
か
ら
、〔
聞
と
い
う
は
た
ら
き
そ
の

も
の
が
〕
ひ
っ
そ
り
と
し
て
起
こ
ら
な
く
な
る
。〔
は
た
ら
き
が
〕
起
こ
れ
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
動
で
あ
る
。
動
と
い
う
相様

態

が
無

く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
静
〔
と
い
う
相様

態

〕
も
生
じ
な
い
。
動
や
静
と
い
う
境様

態

は
、
耳
が
知
覚
す
る
も
の
を
家す

み
か
と
し
て
い
る
か
ら

だ
。
今
、〔
動
静
は
〕
無
だ
と
い
う
本
質
を
見
て
と
っ
て
、
も
と
も
と
有
だ
と
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、〔
動
静

は
〕
得
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、『
了
然
と
し
て
生
ぜ
ず
』
と
言
っ
て
い
る
の
だ
（
縁
ず
る
所
の
声
相
、
随
わ
ざ
る
に
由
る
が
故
に
、
寂
然
と

し
て
起
こ
ら
ず
。
起
こ
れ
ば
即
ち
是
れ
動
な
り
。
既
に
動
相
を
亡
じ
、
静
も
亦
た
生
ぜ
ず
。�

動
静
の
境
は
是
れ
耳
の
取
る
所
を
家
と
す
る
を
以
て
な
り
。

今
、
無
性
を
観
て
、
本
と
よ
り
有
と
す
る
所
無
け
れ
ば
、
畢
竟
、
得
叵が

た

し
。�

故
に
『
了
然
と
し
て
生
ぜ
ず
』
と
云
う
／
所
縁
声
相
、
由
不
随
故
、
寂
然
不

起
。
起
即
是
動
。
既
亡
動
相
、
静
亦
不
生
。
以
動
静
境
是
耳
家
所
取
。
今
観
無
性
、
本
無
所
有
、
畢
竟
叵
得
。
故
云
了
然
不
生
）」（
巻
六
・T

39-903a

）
と

あ
る
。

（
５
）
如
是
漸
増
＝
『
解
蒙
鈔
』
は
、『
集
解
』
を
引
用
し
て
、「『
如
是
漸
増
』
と
は
、〔
耳
の
〕
前認

識
対
象塵
〔
で
あ
る
声
〕
が
無
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
も
、〔
耳
と
い
う
〕
内認

識
拠
点根
は
無
く
な
り
に
く
い
。〔
分
別
的
な
〕
智認

識

を
無
く
す
の
に
、
親
疎
〔
の
段
階
〕
が
あ
る
か
ら
、

『
漸
増
』
と
い
う
の
だ
（『
如
是
漸
増
』
と
は
、
前
塵
既
に
亡
ぶ
も
、
内
根
尽
き
難
し
。
智
を
亡
ず
る
に
、
疎
有
り
親
有
る
に
由
る
を
以
て
の
故
に
、

『
漸
増
』
と
云
う
な
り
／
如
是
漸
増
者
、
前
塵
既
亡
、
内
根
難
尽
。
以
由
亡
智
、
有
疎
有
親
、
故
云
漸
増
也
）」（
巻
六
・Z21-214b

）
と
述
べ
る
。
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（
６
）
聞
所
聞
盡
＝
『
義
疏
注
経
』
に
「
さ
ら
に
観
察
修
行
を
進
め
、〔
聞
の
〕
縁
と
な
る
と
こ
ろ
〔
の
声
〕
が
無
く
な
っ
た
な
ら
ば
、

聞
く
と
い
う
相様

態

が
起
こ
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
聞
く
と
い
う
相様

態

が
そ
の
ま
ま
聞
く
〔
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
〕
智
慧
に
な
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、〔
聞
く
主
体
と
聞
か
れ
る
音
と
い
う
〕
能主

客所
が
寂し

ず

ま
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、『
聞
所
聞
尽
』
と
い
う

の
だ
（
復
た
観
行
を
増
し
、
所
縁
既
に
亡
ぜ
ば
、
聞
相
起
こ
ら
ず
。
此
れ
能
く
聞
相
即
ち
是
れ
聞
慧
に
し
て
、
能
所
倶
に
寂
な
り
。
故
に
『
聞
所
聞
尽
』

と
云
う
／
復
増
観
行
、
所
縁
既
亡
、
聞
相
不
起
。
此
能
聞
相
即
是
聞
慧
、
能
所
倶
寂
。
故
云
聞
所
聞
尽
）」（
巻
六
・T

39-903a

）
と
あ
る
。

（
７
）
盡
聞
不
住
＝
『
解
蒙
鈔
』
は
、『
経
疏
』
を
引
用
し
て
、「『
尽
聞
不
住
』
と
は
、
真
理
に
は
聞
く
と
い
う
相様

相

が
無
い
か
ら
、『
尽

聞
』
と
言
う
の
だ
。
ま
た
、〔
そ
の
〕
真
理
に
も
滞
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、『
不
住
』
と
言
う
の
だ
。
こ
れ
は
、
言
葉
と
真
理
と
が

共
に
無
く
な
っ
て
か
ら
、
そ
の
後
に
〔
次
の
段
階
の
〕
思
慧
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（『
尽
聞
不
住
』
と
は
、
理
に
聞
相
無
し
、

故
に
『
尽
聞
』
と
曰
う
。
亦
た
理
に
滞
ら
ず
、
故
に
『
不
住
』
と
曰
う
。
此
れ
則
ち
言
理
倶
に
亡
じ
て
、
後
の
思
慧
を
生
ず
る
な
り
／
尽
聞
不
住
者
、
理

無
聞
相
、
故
曰
尽
聞
。
亦
不
滞
理
、
故
曰
不
住
。
此
則
言
理
倶
亡
、
生
後
思
慧
也
）」（
巻
六
・Z21-214b

）
と
述
べ
る
。

（
８
）
覺
所
覺
空
＝
『
解
蒙
鈔
』
は
、『
経
疏
』
を
引
用
し
て
、「『
覚
所
覚
空
』
と
は
、
ま
さ
に
、
思
慧
（
思
惟
か
ら
生
じ
る
智
慧
）
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
所
覚
と
は
『
尽
聞
（
聞
く
と
い
う
相様

態

は
無
い
）』
と
い
う
道
理
の
こ
と
で
あ
る
。
今
、
そ
の
道
理
さ
え
も
ま
た
無

だ
と
覚
知
す
る
と
い
う
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
前
の
『
尽
聞
不
住
』
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
（『
覚
所
覚
空
』
と
は
、
正
に
思

慧
を
示
す
な
り
。
所
覚
と
は
、
是
れ
『
尽
聞
』
の
理
な
り
。�
今
、
此
の
理
も
亦
た
無
な
る
を
覚
知
す
る
は
、
即
ち
是
れ
上
の
『
尽
聞
不
住
』
を
釈
す
る
な

り
／
覚
所
覚
空
者
、
正
示
思
慧
也
。
所
覚
、
是
尽
聞
之
理
。
今
覚
知
此
理
亦
無
、
即
是
釈
上
尽
聞
不
住
）」（
巻
六
・Z21-214b

）
と
述
べ
、
ま
た
、『
華

厳
経
演
義
鈔
』
を
引
い
て
、「
覚さ

と

ら
れ
る
も
の
は
相対

象

で
あ
り
、
覚さ

と

る
も
の
は
見主

観

で
あ
る
。〔
そ
し
て
〕
覚さ

と

る
も
の
と
覚さ

と

ら
れ
る
も
の

か
ら
完
全
に
離
脱
し
た
も
の
を
『
自
覚
聖
智
』
と
名
づ
け
る
。
だ
か
ら
、『
楞
伽
経
』
に
『
涅
槃
〔
な
ど
と
い
う
も
の
〕
は
全
く
存

在
し
な
い
。
涅
槃
に
入
っ
た
仏
は
い
な
い
し
、
仏
で
涅
槃
に
入
っ
た
も
の
は
い
な
い
。
覚さ

と

る
も
の
と
覚さ

と

ら
れ
る
も
の
〔
と
い
う
主

客
関
係
〕
か
ら
遠
く
離
れ
る
と
は
、
こ
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
』（
四
巻
『
楞
伽
経
』・T

16-480b

）
と
言
っ
て
い
る
の
だ
（
所
覚
は
是
れ
相
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に
し
て
、
能
覚
は
是
れ
見
な
り
。
覚
・
所
覚
を
遠
離
す
る
を
、『
自
覚
聖
智
』
と
名
づ
く
。�

故
に
『
楞
伽
』
に
云
う
、『
一
切
、
涅
槃
無
し
。
涅
槃
せ
し
仏

有
る
こ
と
無
く
、
仏
の
涅
槃
す
る
も
の
有
る
こ
と
無
し
。�

覚
・
所
覚
を
遠
離
す
る
は
、
即
ち
斯
の
義
な
り
』
と
／
所
覚
是
相
、
能
覚
是
見
。
遠
離
覚
所
覚
、

名
自
覚
聖
智
。
故
楞
伽
云
、
一
切
無
涅
槃
、
無
有
涅
槃
仏
、
無
有
仏
涅
槃
。
遠
離
覚
所
覚
、
即
斯
義
也
）」（
巻
二
〇
・T

36-154a

）
と
述
べ
る
。

（
９
）
空
覺
極
圓
＝
『
義
疏
注
経
』
に
「
空
だ
と
覚さ

と

っ
た
段
階
で
は
、
思
慧
（
思
惟
か
ら
生
じ
る
智
慧
）
が
完
全
に
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
か
ら
、
た
だ
修
慧
（
実
践
修
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
智
慧
）
と
だ
け
一
致
す
る
。
観
行
（
自
心
を
観
察
す
る
止
観
の
行
）
を
〔
さ
ら
に
〕

微
増
さ
せ
れ
ば
、
修
慧
が
円
満
の
極
地
に
な
る
。
だ
か
ら
、『
空
覚
極
円
』
と
言
う
の
だ
（
覚
空
の
処
、
思
慧
既
に
尽
く
れ
ば
、
唯
だ
修
慧

と
の
み
相
応
す
。
観
行
増
微
せ
ば
、
修
慧
円
極
す
。
故
に
『
空
覚
極
円
』
と
云
う
／
覚
空
之
処
、
思
慧
既
尽
、
唯
与
修
慧
相
応
、
観
行
増
微
、
修
慧
円
極
。

故
云
空
覚
極
円
）」（
巻
六
・T

39-903b

）
と
あ
る
。

（
10
）
慈
力
＝
『
解
蒙
鈔
』
は
、『
集
解
』
を
引
用
し
て
、「『
慈
力
』
と
は
、
慈
し
み
に
よ
っ
て
〔
衆
生
に
〕
安
楽
を
与
え
る
か
ら
に
は
、

き
っ
と
苦
か
ら
救
う
こ
と
が
で
き
る
。『
力
』
の
字
で
〔『
慈
悲
』
の
〕『
悲
』
の
意
味
を
兼
ね
て
い
る
に
違
い
な
い
（『
慈
力
』
と
云

う
は
、
慈
既
に
楽
を
与
え
、
必
ず
能
く
苦
を
抜
く
。�
応
に
『
力
』
の
字
を
以
て
『
悲
』
義
を
兼
ぬ
べ
し
／
云
慈
力
者
、
慈
既
与
楽
、
必
能
抜
苦
。
応
以
力

字
兼
於
悲
義
）」（
巻
六
・Z21-215a

）
と
述
べ
る
。

（
11
）
悲
仰
＝
『
解
蒙
鈔
』
は
、『
集
解
』
を
引
用
し
て
、「『
悲
仰
』
と
は
、『
悲
』
は
〔
衆
生
の
〕
苦
し
み
を
悲
し
む
こ
と
を
言
い
、

『
仰
』
は
〔
衆
生
の
〕
安
楽
を
願
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。〔
観
音
〕
菩
薩
が
証さ

と

っ
た
円
通
の
真
理
は
、
衆
生
の
〔
苦
楽
に
対
す
る
〕

悲
し
み
と
願
い
の
中
に
遍
く
具そ

な

わ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、『〔
衆
生
〕
与と

』『
同
〔
一
〕』
と
言
っ
て
い
る
の
だ
（『
悲
仰
』
と
云
う
は
、

『
悲
』
は
悲
苦
を
謂
い
、『
仰
』
は
仰
楽
を
謂
う
。
菩
薩
証
す
る
所
の
円
通
の
理
は
、
遍
く
衆
生
の
悲
仰
の
中
に
在
り
。�

故
に
『
与
』『
同
』
と
曰
う
な
り
／

云
悲
仰
者
、
悲
謂
悲
苦
、
仰
謂
仰
楽
。
菩
薩
所
証
円
通
之
理
、
遍
在
衆
生
悲
仰
之
中
。
故
曰
、
与
也
同
也
）」（
巻
六
・Z21-215a

）
と
述
べ
る
。

�

（
丸
毛
俊
宏
）
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〔
二
〕

世
尊
、
由
我
供
養
觀
音
如
來
、
蒙
彼
如
來
授
我
如
幻
聞
熏（

一
）

聞
修
金
剛
三
昧（

１
）。
與
佛
如
來
同
慈
力
故
、
令
我
身
成
三
十
二（

２
）應
、
入

諸
國
土
。
世
尊
、
若
諸
菩
薩
、
入
三
摩
地
、
進（

３
）修
無
漏
、
勝（

４
）解
現
圓（

５
）、
我
現
佛
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
解
脱（

６
）。
若
諸
有
學
、
寂

靜
妙
明
、
勝
妙
現
圓
、
我
於
彼
前
、
現
獨
覺
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
解
脱（

７
）。

若
諸
有
學
、
斷
十
二
縁
、
縁
斷
勝
性
、
勝
妙
現

圓
、
我
於
彼
前
、
現
縁
覺
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
解
脱（

８
）。

若
諸
有
學
、
得
四
諦
空
、
修
道
入
滅
、
勝
性
現
圓
、
我
於
彼
前
、
現

聲
聞
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
解
脱（

９
）。
若
諸
衆
生
、
欲
心
明
悟
、
不
犯
欲
塵
、
欲
身
清
淨
、
我
於
彼
前
、
現
梵
王
身
、
而
爲
説

法
、
令
其
解
脱

）
（1
（

。
若
諸
衆
生
、
欲
爲
天
主
、
統
領
諸
天
、
我
於
彼
前
、
現
帝
釋
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
（（
（

。
若
諸
衆
生
、
欲

身
自
在
、
遊
行
十
方
、
我
於
彼
前
、
現
自
在
天
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
（1
（

。
若
諸
衆
生
、
欲
身
自
在
、
飛
行
虚
空
、
我
於
彼

前
、
現
大
自
在
天
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
（1
（

。
若
諸
衆
生
、
愛
統
鬼
神
、
救
護
國
土
、
我
於
彼
前
、
現
天
大
將
軍
身
、
而
爲

説
法
、
令
其
成
就

）
（1
（

。
若
諸
衆
生
、
愛
統
世
界
、
保
護
衆
生
、
我
於
彼
前
、
現
四
天
王
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
（1
（

。
若
諸
衆

生
、
愛
生
天
宮
、
驅
使
鬼
神
、
我
於
彼
前
、
現
四
天
王
國
太
子
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
（1
（

。
若
諸
衆
生
、
樂
爲
人
主
、
我
於

彼
前
、
現
人
王
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
（1
（

。
若
諸
衆
生
、
愛
主
族
姓
、
世
間
推
讓
、
我
於
彼
前
、
現
長
者
身
、
而
爲
説
法
、

令
其
成
就

）
（1
（

。
若
諸
衆
生
、
愛
談
名
言
、
清
淨
自（

二
）

居
、
我
於
彼
前
、
現
居
士
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
（1
（

。
若
諸
衆
生
、
愛
治
國

土
、
剖
斷
邦
邑
、
我
於
彼
前
、
現
宰
官
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
11
（

。
若
諸
衆
生
、
愛
諸
數
術
、
攝
衛
自
居
、
我
於
彼
前
、
現

婆
羅
門
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
1（
（

。
若
有
男
子
、
好
學
出
家
、
持
諸
戒
律
、
我
於
彼
前
、
現
比
丘
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成

就
）
11
（

。
若
有
女
人（

三
）

、
好
學
出
家
、
持
諸
禁
戒
、
我
於
彼
前
、
現
比
丘
尼
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
11
（

。
若
有
男
子
、
樂
持
五
戒
、

我
於
彼
前
、
現
優
婆
塞
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
11
（

。
若
有（

四
）

女
子
、
五
戒
自
居
、
我
於
彼
前
、
現
優
婆
夷
身
、
而
爲
説
法
、
令

其
成
就

）
11
（

。
若
有
女
人
、
内
政
立
身
、
以
修
家
國
、
我
於
彼
前
、
現
女
主
身
及
國
夫
人
命
婦
大
家
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
11
（

。
若

有
衆
生
、
不
壞
男
根
、
我
於
彼
前
、
現
童
男
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
11
（

。
若
有
處
女
、
愛
樂
處
身
、
不
求
侵
暴
、
我
於
彼
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前
、
現
童
女
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
11
（

。
若
有
諸
天
、
樂
出
天
倫
、
我
現
天
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
。
若
有
諸
龍
、
樂

出
龍
倫
、
我
現
龍
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
。
若
有
藥
叉
、
樂
度
本
倫
、
我
於
彼
前
、
現
藥
叉
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成

就
。
若
乾
闥
婆
、
樂
脱
其
倫
、
我
於
彼
前
、
現
乾
闥
婆
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
11
（

。
若
阿
脩
羅
、
樂
脱
其
倫
、
我
於
彼
前
、

現
阿
脩
羅
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
。
若
緊
那
羅
、
樂
脱
其
倫
、
我
於
彼
前
、
現
緊
那
羅
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
。
若

摩
呼
羅
伽
、
樂
脱
其
倫
、
我
於
彼
前
、
現
摩
呼
羅
伽
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就

）
11
（

。
若
諸
衆
生
、
樂
人
修
人
、
我
現
人
身
、
而

爲
説
法
、
令
其
成
就

）
1（
（

。
若
諸
非
人
、
有
形
無
形
、
有
想
無
想
、
樂
度
其
倫
、
我
於
彼
前
、
皆
現
其
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成

就
）
11
（

。
是
名
妙
淨
三
十
二
應
入
國
身
。
皆
以
三
昧
聞
熏（

一
）

聞
修
無
作
妙
力
自
在
成
就

）
11
（

。

　
【
校�

注
】（
一
）
熏
＝
大
正
蔵
は
「
薰
」
に
作
る
。　
（
二
）
自
＝
大
正
蔵
は
「
其
」
に
作
る
。　
（
三
）
人
＝
大
正
蔵
は
「
子
」

に
作
る
。　
（
四
）
有
＝
大
正
蔵
は
「
復
」
に
作
る
。　
（
五
）
那
＝
大
正
蔵
は
「
陀
」
に
作
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

世
尊
よ
、
我
れ
觀
音
如
來
を
供
養
す
る
に
由よ

り
て
、
彼か

の
如
來
の
我
れ
に
如
幻
の
聞
熏
・
聞
修
・
金
剛
三
昧
を
授
く
る
を
蒙

る
。
佛
如
來
と
慈
力
を
同ひ

と

し
く
す
る
が
故
に
、
我
が
身
を
し
て
三
十
二
の
應
を
成
し
、
諸
も
ろ
の
國
土
に
入
ら
し
め
ん
。
世
尊

よ
、

《
１
》
若
し
諸
も
ろ
の
菩
薩
、
三
摩
地
に
入
り
て
無
漏
を
進
修
し
、
勝
解
現
に
圓ま

ど

か
な
〔
ら
ん
と
す
〕
れ
ば
、
我
れ
佛
身
を
現

じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
解
脱
せ
し
め
ん
。

《
２
》
若
し
諸
も
ろ
の
有
學
、
寂
靜
妙
明
に
し
て
勝
妙
現
に
圓ま

ど

か
な
〔
ら
ん
と
す
〕
れ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
獨
覺
の
身

を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
解
脱
せ
し
め
ん
。

《
３
》
若
し
諸
も
ろ
の
有
學
、
十
二
縁
を
斷
じ
、
縁
斷
の
勝
性
、
勝
妙
現
に
圓ま

ど

か
な
〔
ら
ん
と
す
〕
れ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
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い
て
縁
覺
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
解
脱
せ
し
め
ん
。

《
４
》
若
し
諸
も
ろ
の
有
學
、
四
諦
の
空
を
得
て
、
道
を
修
し
滅
に
入
り
、
勝
性
現
に
圓ま

ど

か
な
〔
ら
ん
と
す
〕
れ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
聲
聞
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
解
脱
せ
し
め
ん
。

《
５
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
心
に
明
悟
を
欲
し
、
欲
塵
を
犯
さ
ず
、
身
の
清
淨
な
ら
ん
こ
と
を
欲
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於

い
て
梵
王
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
解
脱
せ
し
め
ん
。

《
６
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
天
主
と
爲な

り
諸
天
を
統
領
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
帝
釋
の
身
を
現
じ
て
、
爲

に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
７
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
身
自
在
に
し
て
十
方
を
遊
行
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
自
在
天
の
身
を
現
じ

て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
８
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
身
自
在
に
し
て
虚
空
を
飛
行
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
大
自
在
天
の
身
を
現
じ

て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
９
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
鬼
神
を
統
べ
國
土
を
救
護
す
る
を
愛
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
天
大
將
軍
の
身
を
現
じ

て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
10
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
世
界
を
統
べ
衆
生
を
保
護
す
る
を
愛
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
四
天
王
の
身
を
現
じ
、
て

爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
11
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
天
宮
に
生
じ
鬼
神
を
驅
使
す
る
を
愛
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
四
天
王
國
の
太
子
の
身
を

現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
12
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
人
主
と
爲な

る
を
樂ね

が

え
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
人
王
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其

れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。
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《
13
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
族
姓
に
主
た
り
て
世
間
の
推
讓
す
る
を
愛
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
長
者
の
身
を
現
じ

て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
14
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
名
言
を
談
じ
清
淨
自
ら
居
る
を
愛
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
居
士
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に

法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
15
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
國
土
を
治
め
邦
邑
を
剖
斷
す
る
を
愛
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
宰
官
の
身
を
現
じ
て
、
爲

に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
16
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
諸
も
ろ
の
數
術
も
て
攝
衛
自
ら
居
る
を
愛
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
婆
羅
門
の
身
を
現
じ

て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
17
》
若
し
男
子
有
り
、
出
家
を
學
び
、
諸
も
ろ
の
戒
律
を
持た

も

つ
こ
と
を
好
ま
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
比
丘
の
身
を
現
じ

て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
18
》
若
し
女
人
有
り
、
出
家
を
學
び
、
諸
も
ろ
の
禁
戒
を
持
つ
こ
と
を
好
ま
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
比
丘
尼
の
身
を
現

じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
19
》
若
し
男
子
有
り
、
五
戒
を
持
つ
を
樂ね

が

わ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
優
婆
塞
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ

を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
20
》
若
し
女
子
有
り
、
五
戒
も
て
自
ら
居
ら
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
優
婆
夷
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ

を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
21
》
若
し
女
人
有
り
、
内
政
に
身
を
立
て
て
以
て
家
國
を
修
む
れ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
女
主
の
身
及
び
國
夫
人
、
命

婦
大
家
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
22
》
若
し
衆
生
有
り
、
男
根
を
壞
さ
ざ
れ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
童
男
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
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て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
23
》
若
し
處
女
有
り
、
處
身
を
樂ね

が

い
侵
暴
を
求
め
ざ
る
を
愛
せ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
童
女
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法

を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
24
》
若
し
諸
天
有
り
、
天
倫
を
出
づ
る
を
樂ね

が

わ
ば
、
我
れ
天
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め

ん
。

《
25
》
若
し
諸
龍
有
り
、
龍
倫
を
出
づ
る
を
樂ね

が

わ
ば
、
我
れ
龍
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め

ん
。

《
26
》
若
し
藥
叉
有
り
、
本
倫
を
度
す
る
を
樂ね

が

わ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
藥
叉
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ

を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
27
》
若
し
乾
闥
婆
、
其
の
倫
を
脱
す
る
を
樂ね

が

わ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
乾
闥
婆
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其

れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
28
》
若
し
阿
脩
羅
、
其
の
倫
を
脱
す
る
を
樂ね

が

わ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
阿
脩
羅
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其

れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
29
》
若
し
緊
那
羅
、
其
の
倫
を
脱
す
る
を
樂ね

が

わ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
緊
那
羅
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其

れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
30
》
若
し
摩
呼
羅
伽
、
其
の
倫
を
脱
す
る
を
樂ね

が

わ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
摩
呼
羅
伽
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説

き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

《
31
》
若
し
諸
も
ろ
の
衆
生
、
人
と
し
て
人
を
修
す
る
こ
と
を
樂ね

が

わ
ば
、
我
れ
人
の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を

し
て
成
就
せ
し
め
ん
。
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《
32
》
若
し
諸
も
ろ
の
非
人
、
有
形
・
無
形
、
有
想
・
無
想
、
其
の
倫
を
度
す
る
を
樂ね

が

わ
ば
、
我
れ
彼か

の
前
に
於
い
て
皆
な
其

の
身
を
現
じ
て
、
爲
に
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
成
就
せ
し
め
ん
。

是
れ
を
『
妙
淨
の
三
十
二
應
、
入
國
土
の
身
』
と
名
づ
く
。
皆
な
三
昧
の
聞
熏
・
聞
修
・
無
作
の
妙
力
を
以
て
自
在
に
成
就

す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

世
に
尊
き
お
方
よ
、
私
は
、
観
音
如
来
を
供
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
〔
観
音
〕
如
来
が
、
私
に
如実

体
の
無
い幻
聞
熏
聞
修
（
聞

の
修
行
に
よ
り
習
慣
的
に
具
わ
っ
た
智
慧
を
思
い
修
す
る
こ
と
）〔
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
〕
金堅

固

な

禅

定

剛
三
昧
を
授
け
与
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

〔
そ
し
て
〕
仏み

ほ
と
け

如
来
と
慈
悲
の
力

は
た
ら
きが

等
し
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
私
の
身か

ら
だ

を
三
十
二
〔
の
〕
応す

が
た身

に
変
化
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る

国世

界土
に
入
ら
せ
ま
し
ょ
う
。
世
に
尊
き
お
方
よ
、

《
１
》
も
し
菩
薩
た
ち
が
、
三
昧
の
境
地
に
入
り
、
無

汚
れ
な
き
智
慧
漏
に
い
た
る
修
行
を
深
め
、
勝

す
ぐ
れ
た
見
解
解
が
円
満
に
現あ

ら
わ
れ前
〔
よ
う
と
〕
し
て
い

る
な
ら
ば
、
私
は
仏
の
身す

が
た

を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
菩
薩
た
ち
を
解
脱
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
２
》
も
し
〔
ま
だ
阿
羅
漢
果
を
得
て
い
な
い
〕
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
た
ち
が
、〔
心
が
〕
寂し

ず
か静
で
妙あ

き
ら
か明
で
あ
り
、
勝

す
ぐ
れ
た
境
地
妙
が
円
満
に
現あ

ら
わ
れ前
〔
よ

う
と
〕
し
て
い
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
た
ち
の
〕
目
の
前
に
独
覚
の
姿
を
現
し
て
、〔
そ
の
も
の
の
〕
た
め
に
法

を
説
き
、
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
た
ち
を
解
脱
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
３
》
も
し
〔
ま
だ
阿
羅
漢
果
を
得
て
い
な
い
〕
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
た
ち
が
、〔
生
死
の
輪
で
あ
る
〕
十
二
支
縁
起
を
断
ち
切
り
、〔
そ
の
〕

十
二
支
縁
起
が
断
た
れ
た
勝

す
ぐ
れ
た
本
性
性
が
、
円
満
に
現あ

ら
わ
れ前
〔
よ
う
と
〕
し
て
い
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
た
ち
の
〕
目
の
前

に
縁
覚
の
姿
を
現
し
て
、〔
そ
の
も
の
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
た
ち
を
解
脱
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
４
》
も
し
〔
ま
だ
阿
羅
漢
果
を
得
て
い
な
い
〕
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
た
ち
が
、
空
な
る
四四

つ
の
真
理諦
を
体
得
し
て
、
道お

し
え

を
修
行
し
滅涅

槃

の
境
地
に
入

り
、
勝

す
ぐ
れ
た
本
性
性
が
円
満
に
現あ

ら
わ
れ前
〔
よ
う
と
〕
し
て
い
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
た
ち
の
〕
目
の
前
に
声
聞
の
姿
を
現
し
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て
、〔
そ
の
も
の
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
有

修
行
途
上
の
聖
者

学
た
ち
を
解
脱
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
５
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、
心
に
明さ

と悟
り
を
求
め
、
欲欲

望塵
〔
の
ま
ま
に
貪
り
の
罪
〕
を
犯
す
こ
と
な
く
、
身
体
に
清き

よ
ら
か
さ浄
を
求
め

る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
衆
生
た
ち
の
〕
目
の
前
に
〔
色
界
四
禅
天
の
最
下
層
で
あ
る
梵
天
に
い
る
〕
梵
王
の
姿
を
現
し

て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
衆
生
た
ち
を
解
脱
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
６
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、
天神

々
の
王主

と
な
っ
て
諸神

天々
を
統
率
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
衆
生
た
ち
の
〕
目
の
前
に

〔
欲
界
六
欲
天
の
下
か
ら
二
番
目
の
忉
利
天
（
三
十
三
天
）
の
神
で
、
須
弥
山
の
頂
上
に
い
る
〕
帝
釈
〔
天
〕
の
姿
を
現
し

て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
望
み
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
７
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、
身
体
〔
の
動
き
〕
が
自
由
自
在
で
、
十

あ
ら
ゆ
る
世
界

方
を
巡
り
行
き
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
衆
生

た
ち
の
〕
目
の
前
に
〔
欲
界
六
欲
天
の
下
か
ら
第
三
番
目
の
夜
摩
天
と
第
四
番
目
の
覩
史
天
に
相
当
す
る
〕
自
在
天
の
姿

を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
望
み
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
８
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、
身
体
〔
の
動
き
〕
が
自
由
自
在
で
、
虚
空
を
飛
び
回
り
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
衆
生

た
ち
の
〕
目
の
前
に
〔
欲
界
六
欲
天
の
第
五
番
目
の
楽
変
化
天
と
第
六
番
目
の
他
化
自
在
天
に
相
当
す
る
〕
大
自
在
天
の

姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
望
み
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
９
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、
鬼神

神々
を
統
治
し
て
国
土
を
救
い
護
ろ
う
と
熱
望
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
衆
生
た
ち
の
〕
目
の

前
に
〔
帝
釈
天
の
配
下
で
あ
る
〕
天
大
将
軍
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
望
み
を
成
就
さ
せ

ま
し
ょ
う
。

《
10
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、
世
界
を
統
治
し
て
、
衆
生
を
守
る
こ
と
を
熱
望
す
る
な
ら
ば
、
私
は
〔
衆
生
た
ち
の
〕
目
の
前
に

〔
欲
界
六
欲
天
の
最
下
層
で
須
弥
山
の
中
腹
に
い
る
〕
四
天
王
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
望

み
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
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《
11
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、〔
須
弥
山
の
中
腹
の
四
天
王
〕
天
の
宮
殿
に
生
ま
れ
、
鬼神

神々
を
駆
使
し
た
い
と
熱
望
す
る
な
ら
ば
、

私
は
彼
の
〔
衆
生
た
ち
の
〕
目
の
前
に
四
天
王
の
国
の
太
子
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
望

み
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
12
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、
人
間
界
の
王
と
な
る
こ
と
を
願
う
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
衆
生
た
ち
の
〕
目
の
前
に
人
間
界
の
王

の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
望
み
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
13
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、
族臣

下姓
の
中
心
的
存
在
と
し
て
世
間
か
ら
推尊

敬譲
さ
れ
た
い
と
熱
望
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
衆
生

た
ち
の
〕
目
の
前
に
長
者
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
14
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、
名高

尚
な
言
葉言

を
語
り
合
い
、〔
出
仕
も
せ
ず
〕
清き

よ
ら
か浄

な
状
態
で
あ
り
た
い
と
熱
望
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼

の
〔
衆
生
た
ち
の
〕
目
の
前
に
居
士
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
望
み
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ

う
。

《
15
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、〔
大
臣
と
し
て
〕
国首

都土
を
治
め
た
り
、〔
諸
侯
と
し
て
〕
州
や
県
〔
の
人
々
〕
を
〔
法
律
で
〕
審
判

す
る
こ
と
を
熱
望
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
衆
生
た
ち
の
〕
目
の
前
に
宰
官
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法

を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
16
》
も
し
衆
生
た
ち
が
、
多
く
の
数占

い
の
術術
に
よ
り
、〔
人
々
を
〕
取
り
守
る
任
に
当
た
る
こ
と
を
熱
望
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼

の
〔
衆
生
た
ち
の
〕
目
の
前
に
〔
祭
祀
階
級
で
あ
る
〕
婆
羅
門
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の

望
み
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
17
》
も
し
男
の
人
で
、
出仏

法家
を
学
び
、
様
々
な
戒
律
を
喜
ん
で
守
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
男
の
人
の
〕
目
の
前
に
比び

丘く

（
僧
侶
）
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
18
》
も
し
女
の
人
で
、
出仏

法家
を
学
び
、
様
々
な
戒
律
を
喜
ん
で
守
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
女
の
人
の
〕
目
の
前
に
比び

丘く

尼に
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（
尼
僧
）
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
女
た
ち
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
19
》
も
し
男
の
人
で
、
五
戒
を
守
り
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
男
の
人
の
〕
前
に
優う

婆ば

塞そ
く

（
在
俗
の
男
性
修
行
者
）

の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
20
》
も
し
女
の
人
で
、
五
戒
を
保
ち
た
い
〔
と
願
う
〕
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
女
の
人
の
〕
前
に
優う

婆ば

夷い

（
在
俗
の
女
性
修
行

者
）
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
女
た
ち
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
21
》
も
し
女
の
人
で
、
内

一
家
の
き
り
も
り
政
で
〔
社
会
的
に
〕
認
め
ら
れ
て
、
家
や
国
を
修

き
り
も
りす
る
〔
こ
と
を
願
う
〕
な
ら
ば
、
私
は
彼か

の

〔
女
の
人
の
〕
前
に
女皇

后主
の
姿
や
諸
侯
夫
人
・
命皇

后
が
師
と
仰
ぐ
女
性

婦
大
家
〔
の
姿
〕
を
現
し
て
、〔
彼
女
た
ち
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ

の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
22
》
も
し
衆
生
で
、
一
生
の
あ
い
だ
女
色
を
犯
さ
な
い
〔
こ
と
を
願
う
〕
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
衆
生
の
〕
前
に
〔
清
ら
か

な
〕
童
男
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
23
》
も
し
処未

婚
の
女
性女
で
、
未
婚
の
ま
ま
で
、
無
理
や
り
結
婚
さ
せ
ら
れ
た
く
な
い
と
熱
望
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
処未

婚
の
女
性女
の
〕

前
に
〔
汚
れ
な
き
〕
童
女
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
女
た
ち
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
24
》
も
し
諸
も
ろ
の
天
人
が
、
天
〔
上
世
界
の
〕
倫な

か
ま

か
ら
抜
け
出
そ
う
と
願
う
な
ら
ば
、
私
は
天
人
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼

ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
25
》
も
し
諸
も
ろ
の
龍
が
、
龍
〔
の
〕
倫な

か
ま

か
ら
抜
け
出
そ
う
と
願
う
な
ら
ば
、
私
は
龍
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め

に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
26
》
も
し
〔
空
を
飛
ぶ
悪
鬼
で
あ
る
〕
夜
叉
が
、〔
夜
叉
と
い
う
〕
も
と
の
倫な

か
ま

か
ら
抜
け
出
そ
う
と
願
う
な
ら
ば
、
私
は
彼

の
〔
夜
叉
の
〕
前
に
夜
叉
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
27
》
も
し
〔
楽
神
で
あ
る
〕
乾
闥
婆
が
、
そ
の
〔
乾
闥
婆
と
い
う
〕
倫な

か
ま

か
ら
抜
け
出
そ
う
と
願
う
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
乾
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闥
婆
の
〕
前
に
乾
闥
婆
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
28
》
も
し
〔
悪
霊
で
あ
る
〕
阿
修
羅
が
、
そ
の
〔
阿
修
羅
と
い
う
〕
倫な

か
ま

か
ら
抜
け
出
そ
う
と
願
う
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
阿

修
羅
の
〕
前
に
阿
修
羅
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
29
》
も
し
〔
歌
神
で
あ
る
〕
緊
那
羅
が
、
そ
の
〔
緊
那
羅
と
い
う
〕
倫な

か
ま

か
ら
抜
け
出
そ
う
と
願
う
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
緊

那
羅
の
〕
前
に
緊
那
羅
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
30
》
も
し
〔
蛇
神
で
あ
る
〕
摩
呼
羅
伽
が
、
そ
の
〔
摩
呼
羅
伽
と
い
う
〕
倫な

か
ま

か
ら
抜
け
出
そ
う
と
願
う
な
ら
ば
、
私
は
彼
の

〔
摩
呼
羅
伽
の
〕
前
で
摩
呼
羅
伽
の
姿
を
現
し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
31
》
も
し
諸
も
ろ
の
衆
生
が
、
人
間
と
し
て
〔
生
ま
れ
て
〕
人
間
の
修
行
を
す
る
こ
と
を
願
う
な
ら
ば
、
私
は
人
の
姿
を
現

し
て
、〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

《
32
》
も
し
、
姿

す
が
た
か
た
ち
形
が
有
る
に
し
ろ
無
い
に
し
ろ
、
想こ

こ
ろ

が
有
る
に
し
ろ
無
い
に
し
ろ
、
諸
も
ろ
の
人
間
以
外
の
も
の
が
、
そ
の

倫な
か
まか
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
願
う
な
ら
ば
、
私
は
彼
の
〔
人
間
以
外
の
も
の
の
〕
前
で
全
て
そ
の
姿
を
現
し
て
、〔
そ
の
も

の
の
〕
た
め
に
法
を
説
き
、
そ
の
願
い
を
成
就
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
を
『
妙

優
れ
て
清
ら
か
浄
な
三
十
二
応種

類

の
、
国世

界土
に
入あ

ら
わ

れ
る
身す

が
た

』
と
名
づ
け
ま
す
。
皆
な
三
昧
の
〔
力

は
た
ら
きに
よ
る
〕
聞
熏
聞
修
（
聞
の

修
行
に
よ
り
習
慣
的
に
具
わ
っ
た
智
慧
を
思
い
修
す
る
こ
と
）〔
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
〕
無あ

る
が
ま
ま作
の
妙
力
に
よ
っ
て
、
自
在
に
成
就
で
き

る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

（
１
）
如
幻
聞
熏
聞
修
金
剛
三
昧
＝
『
義
疏
注
経
』
は
「
如実

体
が
無
い幻
〔
三
昧
の
〕
力

は
た
ら
きに
よ
っ
て
聞
・
思
・
修
〔
に
よ
る
〕
智
慧
を
〔
自
心
に
〕

熏染
み
込
ま修
せ
て
成
就
さ
れ
る
金

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
剛
〔
の
よ
う
に
堅
固
な
〕
三
昧
（
如
幻
の
力
を
以
て
、
聞
思
修
慧
を
熏
修
し
、
金
剛
三
昧
を
成
す
／
以
如
幻
力
、
熏

修
聞
思
修
慧
、
成
金
剛
三
昧
）」（
巻
六
・T

39-903c

）
と
解
す
る
。「
聞
薰
聞
修
」
の
四
字
が
分
か
り
に
く
い
が
、『
楞
厳
経
箋
』
に
は
「『
聞
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熏
』
と
は
、
耳
根
の
熏
習
の
こ
と
で
あ
り
、『
聞
・
修
』
と
は
、〔
聞
・
思
・
修
の
〕
三
慧
の
こ
と
で
あ
り
、『
思
』
は
隠
れ
て
収
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
。『
聞
』
と
は
外
な
る
教お

し
え
を
聴
聞
す
る
こ
と
で
あ
り
、『
思
』
と
は
内
な
る
義い

み

を
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
り
、『
修
』

と
は
内
と
外
と
を
合
わ
せ
収
め
〔
て
修
習
す
〕
る
こ
と
で
あ
る
（『
聞
熏
』
と
は
則
ち
耳
根
の
熏
習
な
り
。『
聞
修
』
は
是
れ
三
慧
に
し
て
、

『
思
』
を
影
取
す
。『
聞
』
は
則
ち
外
教
を
聞
く
な
り
。�『
思
』
は
則
ち
内
義
を
思
う
な
り
。『
修
』
は
則
ち
内
外
倶
に
収
む
／
聞
熏
則
耳
根
熏
習
。
聞
修
是

三
慧
、
影
取
思
。
聞
則
聞
外
教
。
思
則
思
内
義
。
修
則
内
外
倶
収
）」（
巻
六
・Z89-75b

）
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
同
じ
巻
六
の
少
し
後
に
出
て
く

る
偈
に
は
、「
金
剛
王
、
如
幻
不
思
議
、
仏
母
真
三
昧
」（T

19-131a

）
と
い
う
類
似
し
た
名
称
の
三
昧
が
出
て
お
り
、
注
釈
書
類
に

は
「
金
剛
如
幻
三
昧
」
な
ど
と
略
称
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、『
要
解
』
に
「
幻

実
体
が
無
い
人
人
の
作お

こ
な
い為
は
、
無
作
〔
為
〕
に
本も

と

づ
い
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
『
如
幻
三
昧
（
す
べ
て
は
幻
の
よ
う
に

実
体
が
な
い
と
了
解
し
た
境
地
）』
と
言
う
の
だ
。
後
段
（
こ
の
段
の
一
番
終
わ
り
）
に
『〔
此
の
聞
熏
聞
修
の
金
剛
三
昧
の
〕
無
作
〔
為
〕

の
妙は

た
ら
き力
』（
巻
六
・129a

）
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
三
昧
の
こ
と
で
あ
る
。
聞
慧
の
熏
修
に
よ
っ
て
〔
こ
の
三
昧
は
〕
成
就
し
、

沮こ

壊わ

れ
る
こ
と
が
無
い
。
だ
か
ら
『
金

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
剛
』
と
言
う
の
だ
。〔
観
音
は
〕
こ
の
三
昧
に
依
っ
て
、〔
そ
れ
ぞ
れ
の
〕
縁機

縁

に
随
っ
て
教

え
導
く
が
、
す
べ
て
如実

体
が
無
い幻
〔
は
た
ら
き
〕
に
す
ぎ
な
い
（
幻
人
の
作
為
は
、
無
作
を
本
と
す
、
故
に
此
こ
に
『
如
幻
三
昧
』
と
言
う
。
後
に
『
無

作
の
妙
力
』
と
言
う
は
、
此
の
三
昧
な
り
。�

聞
慧
の
熏
修
に
由
り
て
以
て
成
り
て
、
能
く
沮
壊
す
る
無
し
、
故
に
『
金
剛
』
と
称
す
。
此
の
三
昧
に
依
り

て
、
縁
に
随
い
て
応
化
す
れ
ば
、
凡
て
皆
な
如
幻
な
る
の
み
／
幻
人
作
為
、
本
於
無
作
、
故
此
言
如
幻
三
昧
。�

後
言
無
作
妙
力
、
此
之
三
昧
。
由
聞
慧
熏

修
以
成
、
而
無
能
沮
壊
、
故
称
金
剛
。
依
此
三
昧
、
随
縁
応
化
、
凡
皆
如
幻
而
已
）」（
巻
一
一
・Z17-396

）
と
あ
り
、
観
音
菩
薩
が
衆
生
済
度
に
際

し
て
用
い
る
三
昧
と
さ
れ
る
。

　
　
　

ま
た
、
同
経
・
巻
八
に
「
こ
の
種
種
の
〔
修
行
の
〕
地階

位

で
は
、
す
べ
て
金
剛
〔
三
昧
〕
に
よ
っ
て
、
如実

体
が
無
い幻
と
い
う
十
種
類
の
奥

深
い
喩た

と
え
を
観
察
す
る
。
奢シ

ャ

摩マ

他タ

（
止
観
の
止
）
の
中
で
、
諸
も
ろ
の
如
来
の
毘ビ

婆バ

舎シ
ャ

那ナ

（
止
観
の
観
。
観
察
の
智
慧
）
を
用
い
て
、
清き

よ
ら
か浄

に
修し

ゅ
ぎ
ょ
う証
し
、
漸じ

ょ
じ
ょ次
に
〔
段
階
を
踏
ん
で
〕
深
く
入さ

と

る
の
だ
（
是
の
種
種
の
地
は
、
皆
な
金
剛
を
以
て
、
如
幻
十
種
の
深
喩
を
観
察
す
。
奢
摩
他
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の
中
、
諸
如
来
の
毘
婆
舎
那
を
用
い
て
、
清
浄
に
修
証
し
、
漸
次
に
深
く
入
る
／
是
種
種
地
、
皆
以
金
剛
、
観
察
如
幻
十
種
深
喩
。�

奢
摩
他
中
、
用
諸
如

来
毘
婆
舎
那
、
清
浄
修
証
、
漸
次
深
入
）」（T

19-142c

）
と
あ
り
、『
義
疏
注
経
』
は
こ
の
部
分
に
次
の
よ
う
な
註
釈
を
加
え
て
い
る
。

　
　
　
　

�　

前
に
述
べ
た
五
十
七
位
（
十
信
・
十
住
・
十
行
・
十
回
向
・
十
地
に
、
乾
慧
地
・
煖
地
・
頂
地
・
忍
地
・
世
第
一
地
の
五
つ
と
、
等
覚
・
妙

覚
の
二
つ
を
加
え
た
も
の
）
を
指
す
。
だ
か
ら
『
種
種
』
と
言
う
の
だ
。
一そ

れ
ぞ
れ一
の
地階

位

に
お
い
て
、
す
べ
て
『
金
剛
如
幻
三
昧
』
を

用
い
て
、
諸
も
ろ
の
法

こ
と
が
らを
観
察
し
、
修
行
に
し
ろ
智
慧
に
し
ろ
、
一
切
す
べ
て
が
『
幻
人
・
陽か

げ
ろ
う炎
・
水
に
映
っ
た
月
・
虚

空
中
に
見
え
る
空

〔
華
〕・
谷
の
響
き
・
乾蜃

気
楼城
・
夢
・
光
の
影
・
鏡
中
の
像
・
化仮

の
姿
』
と
い
っ
た
も
の
と
お
な
じ
だ
と
断確

信証
す
る
。
だ
か
ら
『
十
種

の
奥
深
い
喩た

と
え
』
と
言
う
の
だ
。
こ
れ
は
最
初
に
漸
次
〔
の
修
行
階
梯
に
入
っ
て
〕
か
ら
、
最
後
に
仏
の
果さ

と
り
に
至
る
ま
で
、
す

べ
て
『
首
楞
厳
王
』〔
と
い
う
三
昧
〕
に
お
け
る
、〔
止
観
の
〕
観
に
即
し
た
止
、
止
に
即
し
た
観
に
由
っ
て
、
無ぼ

ん
の
う明
の
惑
い

を
破
り
、
修
行
し
て
証さ

と

り
を
ひ
ら
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
金

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
剛
〔
の
よ
う
な
堅
固
な
〕
観
察
』
と
言
う
の
だ
。
毘正

し
い
観
察

婆
舎
那

で
は
、
止
と
観
と
を
同
時
に
行
う
。（
前
の
五
十
七
位
を
指
す
。
故
に
『
種
種
』
と
云
う
。
一
一
の
地
に
於
い
て
、
皆
な
『
金
剛
如
幻
三
昧
』

を
用
い
て
、
諸
法
を
観
察
し
、
若
し
く
は
行
、
若
し
く
は
智
、
一
切
断
証
す
る
こ
と
、
皆
な�『
幻
・
炎
・
水
月
・
虚
空
・
響
・
城
・
夢
・
影
・
像
・

化
』
等
の
事
の
如
し
。
故
に
『
十
種
の
深
喩
』
と
云
う
。�

斯こ

れ
則
ち
始
め
漸
次
従
り
、
終
わ
り
仏
果
に
至
る
ま
で
、
皆
な
首
楞
厳
王
の
、
即
観
の
止
、

即
止
の
観
に
由
り
て
、
無
明
の
惑
を
破
り
、
起
行
修
証
す
。�

故
に
『
金
剛
観
察
』
と
云
う
な
り
。
毘
婆
舎
那
は
、
止
と
観
と
を
双
運
す
る
な
り
／
指

前
五
十
七
位
、
故
云
種
種
。�

於
一
一
地
、
皆
用
金
剛
如
幻
三
昧
、
観
察
諸
法
、
若
行
若
智
、
一
切
断
証
、
皆
如
幻
炎
水
月
虚
空
響
城
夢
影
像
化
等
事
。

故
云
十
種
深
喩
。�

斯
則
始
従
漸
次
、
終
至
仏
果
、
皆
由
首
楞
厳
王
即
観
之
止
、
即
止
之
観
、
破
無
明
惑
、
起
行
修
証
。
故
云
金
剛
観
察
也
。
毘
婆
舍

那
、
止
観
双
運
也
）（『
首
楞
厳
義
疏
注
経
』
巻
八
・T

39-932b

）

　
　
　

つ
ま
り
、
観
世
音
菩
薩
は
こ
の
三
昧
を
済
度
に
用
い
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
こ
の
三
昧
に
よ
っ
て
漸
修
す
る
こ
と
で
仏
果

に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
三
十
二
應
＝
観
音
菩
薩
の
応
化
身
の
数
と
し
て
は
、『
法
華
経
』「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
」
の
「
三
十
三
身
」
が
良
く
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知
ら
れ
て
い
る
。
左
掲
の
対
照
表
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
『
楞
厳
経
』
の
「
三
十
二
応
」
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、『
法

華
経
』
の
「
三
十
三
身
」
の
場
合
、「
人
・
非
人
等
身
」
を
天
龍
八
部
衆
の
属
性
を
示
す
数
に
入
れ
て
お
ら
ず
、「
人
身
」
と
「
非

人
身
」
を
応
化
身
と
し
て
数
え
る
『
楞
厳
経
』
と
整
合
性
が
取
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
清
涼
澄
観
の
『
華
厳
経
随
疏
演
義
鈔
』

で
は
、『
法
華
経
』
の
「
三
十
三
身
」
に
「
人
身
」
と
「
非
人
身
」
を
加
え
た
「
三
十
五
身
」
の
立
場
を
示
し
、
更
に
「
長
者
・
居

士
・
宰
官
・
婆
羅
門
婦
女
身
」
の
四
種
に
も
「
婦
女
」
に
「
妻
」
と
「
女む

す
め（

未
婚
の
娘
）」
の
別
が
あ
る
か
ら
、「
三
十
九
身
」
に
も

な
り
う
る
と
し
、「
観
音
な
ど
の
諸
々
の
大
菩
薩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
万
類
に
応
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、〔『
法
華
経
』
な
ど
の
説

は
〕
す
べ
て
省
略
し
て
列
挙
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
分
か
る
（
明
ら
か
に
知
る
、
観
音
諸
大
菩
薩
は
、
各
お
の
能
く
万
類

に
之
れ
化
せ
ば
、
皆
な
略
挙
す
る
の
み
な
る
こ
と
を
／
明
知
観
音
諸
大
菩
薩
、
各
能
万
類
之
化
、
皆
略
挙
耳
）」（
巻
八
七
・T

36-680c~681a

）
と
結
ん
で

い
る
。『
解
蒙
鈔
』
は
こ
の
澄
観
の
説
を
知
り
つ
つ
も
、大
ま
か
な
分
類
と
し
て
『
楞
厳
経
』
の
「
三
十
二
」
と
い
う
数
を
是
認
し
、

「『
華
厳
』
に
、『
清
浄
に
し
て
妙
な
る
法
身
は
、
湛
然
と
し
て
一
切
に
応
ず
』（
六
十
巻
本
・
巻
九
・T

9-455a

の
取
意
）
と
言
っ
て
い
る
。

今
、『
三
十
二
』
と
言
う
の
は
、
感
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
分
類
が
こ
の
数
字
を
出
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
身
を
現
し
て
応
化

す
る
の
に
限
定
さ
れ
た
数
量
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
（『
華
厳
』
に
云
く
、『
清
浄
妙
法
身
、
湛
然
と
し
て
一
切
に
応
ず
』
と
。
今
、
三
十

二
と
言
う
は
、
能
く
感
ず
る
の
類
、
不
出
斯
の
数
を
出
で
ざ
る
を
以
て
な
り
。�

現
応
す
る
所
に
限
量
有
る
に
非
ざ
る
の
み
／
華
厳
云
、
清
浄
妙
法
身
、
湛

然
応
一
切
。
今
言
三
十
二
者
、
以
能
感
之
類
、
不
出
斯
数
。
非
所
現
応
、
有
限
量
耳
）」（
巻
六
・Z21-215b

）
と
述
べ
て
い
る
。

《
補
注
》

【『
楞
厳
経
』
三
十
二
応
】�

【『
法
華
経
』
三
十
三
身
】

《
１
》
仏
身�

（
１
）
仏
身
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《
２
》
独
覚
身�

（
２
）
辟
支
仏
身

《
３
》
縁
覚
身

《
４
》
声
聞
身�

（
３
）
声
聞
身

《
５
》
梵
王
身�

（
４
）
梵
王
身

《
６
》
帝
釈
身�

（
５
）
帝
釈
身

《
７
》
自
在
天
身�

（
６
）
自
在
天
身

《
８
》
大
自
在
天
身�

（
７
）
大
自
在
天
身

《
９
》
天
大
将
軍
身�

（
８
）
天
大
将
軍
身

《
10
》
四
天
王
身�

（
9
）
毘
沙
門
身
（
四
天
王
の
一
）

《
11
》
四
天
王
国
太
子
身�
（
10
）
小
王
身

《
12
》
人
王
身�
　
　
〈
該
当
無
し
〉

《
13
》
長
者
身�

（
11
）
長
者
身

《
14
》
居
士
身�

（
12
）
居
士
身

《
15
》
宰
官
身�

（
13
）
宰
官
身

《
16
》
婆
羅
門
身�

（
14
）
婆
羅
門
身

《
17
》
比
丘
身�

（
15
）
比
丘
身

《
18
》
比
丘
尼
身�

（
16
）
比
丘
尼
身

《
19
》
優
婆
塞
身�

（
17
）
優
婆
塞
身

《
20
》
優
婆
夷
身�

（
18
）
優
婆
夷
身
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�
�

（
19
）
長
者
婦
女
身

�
�

（
20
）
居
士
婦
女
身

《
21
》
女
主
身�

（
21
）
宰
官
婦
女
身

�
�

（
22
）
婆
羅
門
婦
女
身

《
22
》
童
男
身�

（
23
）
童
男
身

《
23
》
童
女
身�

（
24
）
童
女
身

《
24
》
天
身�

（
25
）
天
身

《
25
》
龍
身�

（
26
）
龍
身

《
26
》
薬
叉
身�

（
27
）
夜
叉
身

《
27
》
乾
闥
婆
身�
（
28
）
乾
闥
婆
身

《
28
》
阿
脩
羅
身�
（
29
）
阿
修
羅
身

�

〈
該
当
無
し
〉�

（
30
）
迦
楼
羅
身

《
29
》
緊
那
羅
身�

（
31
）
緊
那
羅
身

《
30
》
摩
呼
羅
伽
身�

（
32
）
摩
睺
羅
迦
身�

※
【
澄
観
の
『
法
華
経
』
解
釈
】

《
31
》
人
身�

�

人
身
〈
数
に
入
れ
な
い
〉�

　
　
　
（
33
）
人
身

《
32
》
非
人
身�

�

非
人
身
〈
数
に
入
れ
な
い
〉�

　
　
　
（
34
）
非
人
身

�

〈
該
当
無
し
〉�

（
33
）
執
金
剛
身�

　
　
　
（
35
）
執
金
剛
身

（
３
）
進
修
＝
修
行
を
深
め
る
こ
と
。『
楞
厳
経
箋
』
に
「『
進
修
』
と
は
、
修
行
を
増
進
す
る
こ
と
だ
（
進
修
者
、
増
進
修
行
）」（
巻
六
・
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Z89-75b

）
と
あ
る
。

（
４
）
勝
解
＝
勝
れ
た
理
解
、
悟
り
。『
正
脈
疏
』
は
「『
勝
解
』
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
修
行
す
る
法お

し
え門
に
従
い
な
が
ら
、
修
行
が
既
に
極

致
に
い
た
っ
て
現
れ
る
証さ

と
り悟
の
智ち

え

の
こ
と
で
あ
る
（
勝
解
と
は
、
各
お
の
修
す
る
所
の
法
門
に
随
い
て
、
行
已
に
極
る
に
因
り
て
起
こ
る
所
の
、

証
悟
の
智
な
り
／
勝
解
者
、
各
随
所
修
法
門
、
因
行
已
極
而
所
起
、
証
悟
之
智
也
）」（Z18-321c

）
と
悟
り
の
智
慧
そ
の
も
の
と
す
る
が
、『
義
疏

注
経
』
は
、「『
勝
解
』
と
言
う
の
は
、
決究

極定
の
境
地
を
忍認

め可
、
印保

持持
し
て
、
異他

の
こ
と縁
に
引
き
回
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
究

極
の
根
本
で
あ
る
無
分
別
智
が
円完

全満
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
時
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
だ
か
ら
『
勝
解
』
と
名
づ
け
て
い
る
の

だ
（
勝
解
と
言
う
は
、
決
定
の
境
に
於
い
て
、
忍
可
印
持
し
、
異
縁
の
引
転
す
る
所
と
為
ら
ざ
る
な
り
。�

此
れ
最
極
根
本
の
無
分
別
智
、
将
に
円
満
な
ら

ん
と
す
る
時
を
指
す
。
故
に
勝
解
と
名
づ
く
／
言
勝
解
者
、
於
決
定
境
、
忍
可
印
持
、
不
為
異
縁
之
所
引
転
。�

此
指
最
極
根
本
無
分
別
智
将
円
満
時
。
故

名
勝
解
）」（T

39-904a

）
と
言
い
、
成
仏
直
前
の
状
態
だ
と
す
る
。
観
音
菩
薩
が
応
化
説
法
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
完
全
な
悟
道

に
至
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
注
（
６
）
を
併
せ
て
参
照
。

（
５
）
現
圓
＝
円
満
に
現
れ
る
。『
楞
厳
経
箋
』
に
「『
現
円
』
と
は
、
こ
の
〔
観
音
〕
菩
薩
が
、
勝
れ
た
解さ

と
り
が
円
満
に
顕あ

ら
わ現
れ
る
こ
と

を
得
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
現
円
と
は
、
此
の
菩
薩
、
勝
解
の
顕
現
す
る
こ
と
円
満
な
ら
ん
こ
と
を
得
ん
と
欲
す
る
が
為
な
り
／
現
円

者
、
為
此
菩
薩
、
欲
得
勝
解
、
顕
現
円
満
）」（
巻
六
・Z89-75c
）
と
あ
る
。

（
６
）
世
尊
、
若
諸
菩
薩
、
入
三
摩
地
、
進
修
無
漏
、
勝
解
現
圓
、
我
現
佛
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
解
脱
＝
『
解
蒙
鈔
』
に
資
中
弘
沇

の
疏
を
載
せ
、
こ
の
一
段
を
説
明
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「『
勝
解
現
円
（
勝

す
ぐ
れ
た
見
解
解
が
円
満
に
現
前
す
る
）』
と
は
、
今
に
も

正さ
と
り覚
〔
の
境
地
〕
に
登い

た

ろ
う
と
し
て
、
道
場
（
＝
さ
と
り
を
得
る
場
所
）
に
坐
る
〔
と
い
う
状
態
の
〕
こ
と
で
あ
る
。
今
に
も
〔
正さ

と
り覚

の
境
地
に
〕
登い

た

ろ
う
と
す
る
と
は
、
上
文
の
『
無
漏
を
進
修
す
（
無

汚
れ
な
き
智
慧
漏
に
い
た
る
修
行
を
深
め
る
）』
を
踏
ま
え
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
『
進
修
（
修
行
を
深
め
る
）』
だ
け
で
あ
り
、
ま
だ
正さ

と
り覚
〔
の
境
地
〕
に
登い

た

っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、〔
仏
の
〕
身す

が
た
を
現
し
て
、

〔
そ
の
も
の
の
〕
為
に
法
を
説
き
、
そ
の
『
勝

す
ぐ
れ
た
見
解
解
』
を
『
円
満
に
現
前
さ
せ
る
』
の
で
あ
る
。（『
勝
解
現
円
』
と
は
、
将
に
正
覚
に
登
ら
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ん
と
し
て
、
道
場
に
坐
す
る
な
り
。
将
に
登
ら
ん
と
す
と
は
、
上
の
『
無
漏
を
進
修
す
』
を
躡
み
て
之
を
言
う
。�

秪
だ
進
修
を
為
す
の
み
に
し
て
、
未
だ

正
覚
に
登
ら
ず
。�

是
の
故
に
身
を
現
じ
て
、
為
に
法
を
説
き
、
其
の
勝
解
を
し
て
、
現
前
す
る
こ
と
円
満
な
ら
し
む
る
な
り
／
勝
解
現
円
、
将
登
正
覚
、

坐
道
場
也
。
将
登
者
、
躡
上
進
修
無
漏
言
之
。
秪
為
進
修
、
未
登
正
覚
。
是
故
現
身
、
而
為
説
法
、
令
其
勝
解
、
現
前
円
満
）」（
巻
六
・Z21-215d

）

（
７
）
若
諸
有
學
、
寂
靜
妙
明
、
勝
妙
現
圓
、
我
於
彼
前
、
現
獨
覺
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
解
脱
＝
こ
こ
の
「
独
覚
」
も
次
の
「
縁
覚
」

も
「
辟
支
仏
」
の
漢
訳
で
あ
り
、『
法
華
経
』
の
三
十
三
身
で
は
「
辟
支
仏
身
」
で
一
本
化
さ
れ
て
い
る
が
、『
楞
厳
経
』
で
は
二

つ
の
身
に
分
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
独
覚
身
」
に
つ
い
て
、『
義
疏
注
経
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
麟一

人
で
悟
る
も
の

覚
独
悟
（
＝
麒

麟
が
一
つ
の
角
を
も
つ
よ
う
に
、
修
行
に
お
い
て
常
に
一
人
で
い
て
、
師
に
よ
ら
ず
ひ
と
り
で
覚
る
者
）
は
、
仏
の
い
な
い
時
代
に
出
現
す
る
。

喧騒
が
しさ
を
嫌
い
静
け
さ
を
求
め
、
一
人
で
山
や
林
に
身
を
置
く
。〔
唯
識
で
説
か
れ
る
「
修
道
五
位
（
資
糧
位
・
加
行
位
・
通
達
位
・
修
習

位
・
究
竟
位
）」
の
う
ち
、
ま
だ
初
地
に
至
ら
ず
無
漏
智
を
得
て
い
な
い
最
初
の
〕
資
糧
位
と
加
行
位
の
二
つ
の
位
を
、『
有
学
』
と

名
付
け
る
。
こ
の
後
に
、
惑煩

悩

を
断
っ
て
す
ぐ
に
無阿

羅
漢
果学

（
＝
学
ぶ
べ
き
こ
と
の
な
い
境
地
）
を
証さ

と

る
こ
と
に
な
る
が
、〔
各
〕
自
〔
が
所
属

し
て
い
る
大
小
乗
の
〕
乗教

え

の
理理

法
と
智
慧智
に
よ
っ
て
、
今
ま
さ
に
証さ

と

ろ
う
と
し
な
が
ら
も
、
ま
だ
証さ

と

っ
て
い
な
い
〔
状
態
の
〕
こ
と
を
、

『
寂
静
妙
明
（
心
が
静
か
で
明
ら
か
な
境
地
）』
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
。〔
観
音
〕
菩
薩
は
同
類
の
身す

が
た
を
現
わ
し
、
ま
ず
〔
相
手
が
〕
本

も
と
習
〔
っ
て
い
る
教
え
〕
を
称と

な

え
て
、〔
そ
の
〕
後
で
〔
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
〕
仏
に
近
づ
か
せ
る
の
で
あ
る
。（
麟
覚
独
悟
は
、

無
仏
の
世
に
出
づ
。
喧
を
厭
い
静
を
楽ね

が

い
、
独
り
山
林
に
処
す
。�
資
・
加
の
二
位
を
、
名
づ
け
て
『
有
学
』
と
為
す
。
此
の
後
に
惑
を
断
じ
て
、
便
ち
無

学
を
証
る
。
自
乗
の
理
智
に
約
し
て
、
将
に
証
ら
ん
と
す
る
も
未
だ
証
ら
ざ
る
を
、『
寂
静
妙
明
』
と
名
づ
く
。�

菩
薩
は
同
類
の
身
を
現
わ
し
て
、
先
ず
本

習
を
称
し
、
後
に
仏
に
近
づ
か
し
む
／
麟
覚
独
悟
、
出
無
仏
世
。
厭
喧
楽
静
、
独
処
山
林
。�

資
加
二
位
、
名
為
有
学
。
此
後
断
惑
、
便
証
無
学
。
約
自
乗

理
智
、
将
証
未
証
、
名
寂
静
妙
明
。
菩
薩
現
同
類
身
、
先
称
本
習
、
後
令
近
仏
）」（
巻
六
・T

39-904a

）。
こ
こ
で
は
「
有
学
」
に
つ
い
て
、
唯
識

の
立
場
か
ら
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
は
「
四
向
四
果
」
の
中
で
阿
羅
漢
果
を
得
て
い
な
い
前
三
果
の
こ
と
を
言
う

（『
中
村
』p.81

、『
禅
学
』p.63

）。
ま
た
、「
勝
妙
現
円
」
に
つ
い
て
『
纂
註
』
は
、「『
勝
妙
現
円
』
と
は
、〔
各
〕
自
〔
が
所
属
し
て
い
る
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大
小
乗
の
〕
乗教

え

の
理理

法
と
智
慧智
に
よ
っ
て
、〔
本
来
の
心
が
〕
す
で
に
現
わ
れ
て
円
か
に
な
ろ
う
と
し
て
い
て
も
、
た
だ
ま
だ
証
〔
り
き
〕

る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
の
で
、
今
、〔
同
じ
独
覚
の
〕
身す

が
た
を
〔
目
の
前
に
〕
現
わ
し
て
法
を
説
き
、
相
手
を
証さ

と入
ら
せ
て
、
解
脱

さ
せ
る
の
で
あ
る
（『
勝
妙
現
円
』
と
は
、
各
お
の
自
乗
の
理
智
に
約
し
て
、
已
に
現
わ
れ
已
に
円
か
な
る
も
、
但
だ
未
だ
克よ

く
証
ら
ざ
れ
ば
、
今
、

身
を
現
わ
し
て
法
を
説
き
、
其
れ
を
し
て
証
入
せ
し
め
、
即
ち
解
脱
せ
し
む
る
な
り�

／
勝
妙
現
円
者
、
各
約
自
乗
理
智
、
已
現
已
円
、
但
未
克
証
、
今
現

身
説
法
、
使
其
証
入
、
即
令
解
脱
也
）」（Z90-125a

）
と
言
い
、『
合
轍
』
は
、「『
現
円
』
と
は
、
智
〔
慧
に
よ
る
〕
証さ

と
り
が
今
ま
さ
に
徹
底

し
よ
う
と
し
て
、
ま
だ
徹
底
し
て
お
ら
ず
、
ま
さ
に
円
満
に
な
ろ
う
と
し
て
、
ま
だ
円
満
で
な
い
こ
と
で
あ
る
（
現
円
と
は
、
即
ち
智

証
将
に
徹
せ
ん
と
し
て
未
だ
徹
せ
ず
、
将
に
円
か
な
ら
ん
と
し
て
未
だ
円
か
な
ら
ざ
る
な
り�

／
現
円
者
、
即
智
証
将
徹
未
徹
、
将
円
未
円
）」（Z22-227c

）

と
述
べ
て
い
る
。

（
８
）
若
諸
有
學
、
斷
十
二
縁
、
縁
斷
勝
性
、
勝
妙
現
圓
、
我
於
彼
前
、
現
縁
覺
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
解
脱
＝
『
義
疏
注
経
』
は
こ

の
条
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。「『
辟
支
迦
羅
（
辟
支
仏
）』
は
〔
中
国
語
で
〕『
独
覚
』
と
言
い
、
ま
た
『
縁
覚
』
と
も

言
う
。〔
同
じ
『
辟
支
迦
羅
』
の
訳
語
で
あ
る
が
、〕
前
〔
の
『
独
覚
』〕
は
〔
何
の
助
け
も
借
ら
ず
〕
自
分
だ
け
で
悟
り
、
今
〔
挙

げ
ら
れ
て
い
る
『
縁
覚
』〕
は
〔
仏
の
〕
教
え
〔
と
い
う
助
け
〕
に
よ
っ
て
悟
る
。
十
二
支
縁
起
〔
の
順
序
〕
に
よ
り
流生

死
輪
廻転
を
な
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
観
ず
る
、
還涅

槃
に
入
る滅
た
め
の
〔
順
観
と
逆
観
と
い
う
〕
二
種
の
観
法
は
、
集
諦
（
苦
の
原
因
は
無煩

悩明
で
あ
る
と
い
う
真

理
）
を
初入

り
口門
と
す
る
。
ま
だ
発本

当
に
悟真
る
以
前
の
も
の
を
、『
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
』
と
名
付
け
る
。
理無

漏
の
智
慧智
が
〔
欠
け
る
こ
と
な
く
〕
円
満
に
な
ろ
う
と

し
て
い
る
か
ら
、
菩
薩
は
同
じ
身す

が
た
と
な
っ
て
、
必
ず
教
え
導
い
て
〔
悟
り
の
境
地
に
〕
進
ま
せ
る
の
で
あ
る
。（
辟
支
迦
羅
は
『
独
覚
』

と
云
い
、
亦
た
『
縁
覚
』
と
云
う
。�

前
は
但
だ
自
ら
悟
る
の
み
に
し
て
、
今
は
教
に
依
り
て
悟
る
。
十
二
縁
の
流
転
を
作
す
を
観
ず
る
還
滅
二
種
の
観
法

は
、
集
諦
を
以
て
初
門
と
為
す
。�

未
だ
発
真
せ
ざ
る
前
を
、
名
づ
け
て
『
有
学
』
と
為
す
。
理
智
、
将
に
円
か
な
ら
ん
と
す
れ
ば
、
菩
薩
、
身
同
じ
て
、

必
ず
誘
い
て
進
ま
し
む
る
な
り
／
辟
支
迦
羅
、
云
独
覚
、
亦
云
縁
覚
。�

前
但
自
悟
、
今
依
教
悟
。
観
十
二
縁
作
流
転
、
還
滅
二
種
観
法
、
以
集
諦
為
初
門
。

未
発
真
前
、
名
為
有
学
。
理
智
将
円
、
菩
薩
身
同
、
必
誘
令
進
也
）」（
巻
六
・T

39-904a

）。『
解
蒙
鈔
』
も
、
霊
光
洪
敏
の
『
証
真
鈔
』
を
引
用
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し
て
「『
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
』
と
は
、〔
唯
識
で
説
か
れ
る
「
修
道
五
位
（
資
糧
位
・
加
行
位
・
通
達
位
・
修
習
位
・
究
竟
位
）」
の
う
ち
、
ま
だ
初
地
に

至
ら
ず
無
漏
智
を
得
て
い
な
い
最
初
の
〕
資
糧
位
と
加
行
位
の
二
つ
の
位
の
こ
と
で
あ
る
。
独
覚
で
も
、
十
二
支
縁
起
を
観
〔
て

無
漏
智
を
得
た
の
で
あ
〕
れ
ば
、
ま
た
縁
覚
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
〔
生
ま
れ
持
っ
た
〕
根能

力

に
利優

劣鈍
が
あ
る
し
、
仏

に
出
会
え
る
か
出
会
え
な
い
か
〔
の
違
い
〕
に
拠
っ
て
、
二
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
独
覚
も
縁
覚
も
〕
共
に

『
勝

す
ぐ
れ
た
境
地
妙
が
円
満
に
現あ

ら
わ
れ前
〔
よ
う
と
〕
し
て
い
る
』
と
言
っ
て
い
る
の
は
、〔
各
〕
自
〔
が
所
属
し
て
い
る
大
小
乗
の
〕
乗教

え

の
理理

法
と
智
慧智
に

よ
っ
て
、〔
本
来
の
心
が
〕
現あ

ら
わ
れ前
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
〔『
勝
妙
現
円
』
と
い
う
〕
よ
う
に
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
（『
有
学
』

と
は
、
資
・
加
の
二
位
な
り
。�

独
覚
も
亦
た
十
二
因
縁
を
観
ず
れ
ば
、
亦
た
名
づ
け
て
縁
覚
と
為
す
可
し
。
但
だ
根
に
利
鈍
有
り
、
仏
に
値
う
と
仏
に
値

わ
ざ
る
と
の
殊
な
り
に
約
し
て
、
分
か
ち
て
二
類
と
成
す
。�

皆と
も

に
『
勝
妙
現
円
』
と
言
う
は
、
各
お
の
自
乗
の
理
智
に
約
し
て
、
将
に
現
前
せ
ん
と
欲
す

れ
ば
、
此
の
名
を
得
る
な
り
／
有
学
者
、
資
加
二
位
也
。�

独
覚
亦
観
十
二
因
縁
、
亦
可
名
為
縁
覚
。
但
約
根
有
利
鈍
、
値
仏
不
値
仏
之
殊
、
分
成
二
類
。

皆
言
勝
妙
現
円
者
、
各
約
自
乗
理
智
、
将
欲
現
前
、
得
此
名
也
）」（
巻
六
・Z21-216b

）
と
述
べ
て
い
る
。「
縁
断
勝
性
」
に
部
分
に
限
定
し
て

は
、『
要
解
』
に
「〔
私
た
ち
が
〕
勝

す
ぐ
れ
た
本
性
性
を
見
失
っ
て
い
る
の
は
、〔
釈
尊
が
示
し
た
〕
十
二
〔
支
〕
縁
〔
起
と
い
う
生
死
の
輪
環
〕

に
よ
る
こ
と
に
気
付
き
、
そ
こ
で
そ
れ
を
断
ち
切
る
な
ら
ば
、
自
然
に
無煩

悩明
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。〔
無煩

悩明
が
消
滅
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
〕
憂
い
悲
し
み
〔
と
い
っ
た
〕
苦
悩
が
消
滅
す
れ
ば
、〔
十
二
支
〕
縁
〔
起
〕
が
断
ち
切
れ
て
、〔
本
〕
性
が
現
れ
る
。〔
本
〕

性
が
、〔
十
二
支
〕
縁
〔
起
〕
が
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
る
か
ら
、『〔
十
二
支
〕
縁
〔
起
〕
が
断
た
れ
た
勝

す
ぐ
れ
た
本
性
性
』
と
言

う
の
だ
（
勝
性
に
迷
う
は
、
十
二
縁
に
由
る
こ
と
を
知
り
、
是
こ
に
於
い
て
之
を
断
ず
れ
ば
、
自
ら
無
明
滅
す
。
憂
悲
苦
悩
の
滅
す
る
に
至
れ
ば
、
則
ち

縁
断
じ
て
性
現
ず
。�

性
、
縁
断
ず
る
に
因
り
て
現
ず
る
が
故
に
、『
縁
断
勝
性
』
と
曰
う
／
知
迷
勝
性
、
由
十
二
縁
、
於
是
断
之
、
自
無
明
滅
。
至
憂
悲
苦

悩
滅
、
則
縁
断
而
性
現
矣
。
性
因
縁
断
而
現
、
故
曰
縁
断
勝
性
）」（
巻
一
一
・Z17-396d

）
と
あ
る
。

（
９
）
若
諸
有
學
、
得
四
諦
空
、
修
道
入
滅
、
勝
性
現
圓
、
我
於
彼
前
、
現
聲
聞
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
解
脱
＝
『
義
疏
注
経
』
は
次

の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。「
四四

つ
の
真
理諦
の
声
教
（
仏
の
声
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
教
え
）
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
悟
る
の
で
、『
声
聞
』
と
名
づ
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け
ら
れ
る
。〔
声
聞
乗
に
お
け
る
四
向
四
果
（
四
段
階
の
『
向
』［
＝
修
行
目
標
］
と
『
果
』［
＝
到
達
す
る
境
地
］）
と
さ
れ
る
『
預
流
』『
一

来
』『
不
還
』『
阿
羅
漢
』
の
何
れ
か
を
〕
発悟真
っ
た
後
で
も
、〔
最
終
段
階
で
あ
る
『
阿
羅
漢
』
以
外
の
〕
三
果
三
向
（
預
流
・
一

来
・
不
還
）
は
、
ど
れ
も
『
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
』
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
ま
だ
〔
四
向
四
果
の
聖
者
の
位
に
入
っ
て
〕
発悟真
る
前
は
、
忍
位
（
聖
者

の
位
に
入
る
前
の
功
徳
の
種
が
定
ま
っ
た
位
）
の
中
に
い
て
、
有世

間
的
な
智
慧

漏
智
に
よ
っ
て
、〔
徐
々
に
〕
観
〔
行
の
数
〕
を
縮
小
し
な
が
ら
四四

つ
の
真
理諦

を
観
じ
（cf.
『
楞
厳
経
義
疏
釈
要
鈔
』
巻
五
・Z16-486a

）、〔
最
初
は
四
諦
そ
れ
ぞ
れ
に
四
観
ず
つ
の
十
六
行観相
が
あ
り
、
更
に
欲
界
と
色

界
・
無
色
界
の
二
つ
に
分
け
る
の
で
二
倍
の
〕
三
十
二
あ
る
行観相
を
作お

こ
な
い
、〔
四
向
四
果
の
最
初
の
段
階
で
あ
る
〕
見預

流
果道
に
〔
入
っ

て
し
ま
っ
て
〕
一八

忍
・
八

智

十
六
心
と
い
う
無煩

悩
無
き
智
慧

漏
道
が
発お

こ
れ
ば
、
四
諦
に
と
も
な
う
〔
見妄

見惑
と
し
て
存
在
す
る
〕
八
十
八
使種

類

の
分
別
煩
悩

を
断
ち
き
っ
て
し
ま
う
。〔
こ
う
し
て
〕
生人

空
・
我
空空
の
理
を
証
る
の
を
、『
四
諦
空
』
と
名
づ
け
る
。
初預

流
果果
〔
に
入
っ
て
〕
か
ら
後
、〔
段

階
を
〕
進
め
て
倶生

得生
〔
の
微
細
な
煩
悩
〕
を
断
ち
き
り
、
滅
諦
の
理
（
迷
い
を
断
ち
尽
く
し
た
永
遠
な
平
安
の
境
地
が
理
想
で
あ
る
と
い
う
真

理
）
を
悟
る
の
を
、『
修
道
入
滅
（
道お

し
え

を
修
行
し
滅涅

槃

の
境
地
に
入
る
）』
と
呼
び
、
今
ま
さ
に
〔
も
は
や
学
ぶ
べ
き
も
の
が
な
い
〕
無
学

〔
の
境
地
〕
に
登
ろ
う
と
し
て
い
る
の
を
、『
勝
性
現
円
（
勝

す
ぐ
れ
た
本
性
性
が
円
満
に
現あ

ら
わ
れ前
〔
よ
う
と
〕
し
て
い
る
）』
と
呼
ぶ
の
だ
。〔
観
音
は
、
そ

の
よ
う
な
者
の
た
め
に
〕
身す

が
た
を
現
わ
し
て
法お

し
え
を
説
き
、
そ
の
相
手
を
速
や
か
に
〔
阿
羅
漢
果
を
〕
証さ

と

ら
せ
、
そ
の
後
に
、〔
そ
の
声

聞
を
〕
誘
導
し
て
、
化蜃

気
楼城
〔
の
よ
う
な
小
乗
の
果
報
〕
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
大偉

大
な
果
報果
に
進
ま
せ
る
の
で
あ
る
。（
四
諦
の
声
教
を
聞
く

に
因
り
て
悟
る
が
故
に
『
声
聞
』
と
名
づ
く
。
発
真
す
る
の
後
の
三
果
三
向
は
、
倶
に
『
有
学
』
と
名
づ
く
。�

未
だ
発
真
せ
ざ
る
の
前
、
忍
位
の
中
に
在

り
て
、
有
漏
の
智
を
用
い
、
縮
観
も
て
四
諦
を
観
じ
て
、�

三
十
二
の
行
相
を
作
し
、
見
道
に
一
十
六
心
の
無
漏
道
発お

こ
れ
ば
、
四
諦
下
の
八
十
八
使
の
分

別
煩
悩
を
断
ず
。
生
空
の
理
を
証
る
を
、『
四
諦
空
』
と
名
づ
く
。�

初
果
従
り
後
、
進
み
て
倶
生
を
断
ち
、
滅
諦
の
理
を
証
す
る
を
、『
修
道
入
滅
』
と
名

づ
け
、
将
に
無
学
に
登
ら
ん
と
す
る
を
、『
勝
性
現
円
』
と
名
づ
く
。�

身
を
現
じ
て
説
法
し
其
れ
を
し
て
速
か
に
証
ら
し
む
。
然
る
後
、
之
を
誘
い
、
化
城

に
滞
ら
ず
大
果
に
進
ま
し
む
／
因
聞
四
諦
声
教
悟
、
故
名
声
聞
也
。�

発
真
之
後
、
三
果
三
向
、
倶
名
有
学
。
未
発
真
前
、
在
忍
位
中
、
用
有
漏
智
、
縮
観

観
四
諦
、
作
三
十
二
行
相
。
見
道
一
十
六
心
無
漏
道
発
、
断
四
諦
下
八
十
八
使
分
別
煩
悩
。�
証
生
空
理
、
名
四
諦
空
。
従
初
果
後
、
進
断
倶
生
、
証
滅
諦
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理
、
名
修
道
入
滅
。
将
登
無
学
、
名
勝
性
現
円
。�

現
身
説
法
、
令
其
速
証
、
然
後
誘
之
、
不
滞
化
城
、
令
進
大
果
）」（
巻
六
・T

39-904a

）。
ま
た
、『
解

蒙
鈔
』
は
、
霊
光
洪
敏
の
『
証
真
鈔
』
を
引
用
し
て
、「〔
四
果
の
う
ち
第
〕
三
果
〔
で
あ
る
不
還
果
〕
よ
り
前
の
賢
者
や
聖
者
の

位
は
、
い
ず
れ
も
『
有

修
行
途
上
の
聖
者
学
』
と
さ
れ
る
（
三
果
已
前
の
賢
位
聖
位
は
、
倶
に
有
学
と
為
す
／
三
果
已
前
、
賢
位
聖
位
、
倶
為
有
学
）」（
巻
六
・Z21-

216b
）
と
言
う
。

（
10
）
若
諸
衆
生
、
欲
心
明
悟
、
不
犯
欲
塵
、
欲
身
清
淨
、
我
於
彼
前
、
現
梵
王
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
解
脱
＝
『
義
疏
注
経
』
に
「
も

し
心
に
は
っ
き
り
と
さ
と
り
を
得
て
、
身
光
（
身か

ら
だ

か
ら
発
す
る
光
明
）
が
清
ら
か
で
け
が
れ
な
く
、〔
天
上
世
界
の
う
ち
色
界
の
〕
四

禅
天
に
生
ま
れ
て
、
欲
界
の
煩
悩
に
塵け

が染
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
り
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、〔
観
音
は
、
そ
の
も
の
の
〕
為
に
〔
四
禅

天
の
最
下
層
で
あ
る
梵
天
に
い
る
〕
梵
王
〔
の
姿
〕
を
現
わ
し
て
、
四
禅
天
の
〔
天
人
の
た
め
に
説
く
べ
き
〕
法教

え

を
説
き
、
禅
支

（
階
層
的
な
禅
定
）
に
出
入
し
、
段
階
を
踏
ん
で
修
行
証
悟
し
、
そ
の
相
手
を
欲
〔
界
〕
か
ら
離
れ
て
〔
四
禅
天
の
初
天
で
あ
る
〕

梵梵
天
の
世
界
世
に
生
ま
れ
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
若
し
心
明
ら
か
に
開
悟
し
、
身
光
清
浄
に
し
て
、
四
禅
に
生
じ
、
欲
界
の
煩
悩
に
塵け

が染
せ
ら
れ
ざ
ら
ん
と
欲
す

れ
ば
、
為
に
梵
王
を
現
じ
て
、
四
禅
の
法
を
説
き
、
禅
支
に
出
入
し
、�

修
証
次
第
し
、
其
れ
を
し
て
欲
よ
り
離
れ
梵
世
に
生
ぜ
し
む
る
な
り
／
若
有
希
欲

心
明
開
悟
、
身
光
清
浄
、
生
於
四
禅
、
不
為
欲
界
煩
悩
塵
染
、
為
現
梵
王
、
説
四
禅
法
、
出
入
禅
支
、
修
証
次
第
、
令
其
離
欲
生
於
梵
世
）」（
巻
六
・T

39-

904b

）
と
述
べ
る
。

（
11
）
若
諸
衆
生
、
欲
爲
天
主
、
統
領
諸
天
、
我
於
彼
前
、
現
帝
釋
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
帝
釈
天
は
欲
界
六
欲
天
の
下
か
ら

二
番
目
の
忉
利
天
（
三
十
三
天
）
の
神
で
、
須
弥
山
の
頂
上
に
あ
る
喜
見
城
に
住
む
と
さ
れ
る
（『
中
村
』p.904

な
ど
）。『
義
疏
注
経
』

に
は
、「
衆
生
が
諸
々
の
天神

々

を
統
率
す
る
の
を
好
む
な
ら
ば
、〔
観
音
〕
菩
薩
は
〔
そ
の
身
を
〕
現
わ
し
て
帝
釈
〔
天
〕
と
な
り
、

〔
忉
利
天
と
い
っ
た
欲
界
の
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
の
で
き
る
条
件
で
あ
る
〕
上高

レ
ベ
ル品
の
十
善
（
い
わ
ゆ
る
身
三
・
口
四
・
意
三
の
十
悪
を
行
わ

な
い
こ
と
）〔
の
実
践
〕
を
説
い
て
（cf.

『
翻
訳
名
義
集
』
巻
二
・T

54-1075b

）、
戒
根
（
戒
を
具
え
た
身
体
）
を
清
浄
に
さ
せ
、
清
ら
か
で
け
が

れ
な
く
し
、〔
須
弥
山
の
頂
上
の
〕
地
居
頂
天
（
＝
地
居
は
、
天
人
の
く
せ
に
地
面
の
上
に
居
住
し
て
い
る
の
意
。
欲
界
の
最
下
層
の
四
天
王
天
と
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二
番
目
の
忉
利
天
を
指
す
）
に
生
ま
れ
、
善
見
宮
（
色
界
の
第
四
禅
に
あ
る
宮
殿
）
に
住
ん
で
、
忉
利
天
の
王
と
な
ら
せ
る
の
で
あ
る
（
衆

生
、
諸
天
を
統
ぶ
る
こ
と
を
愛こ

の

め
ば
、
菩
薩
現
じ
て
帝
釈
と
為
り
、
上
品
の
十
善
を
説
き
、�

戒
根
を
し
て
清
浄
な
ら
し
め
、
地
に
生
じ
頂
に
居
し
、
善
見

宮
に
住
み
、
忉
利
王
と
為
ら
し
む
る
な
り
／
衆
生
愛
統
諸
天
、
菩
薩
現
為
帝
釈
、
説
上
品
十
善
、
令
戒
根
清
浄
、
生
地
居
頂
、
住
善
見
宮
、
為
忉
利
王
也
）」

（
巻
六
・T

39-904b

）
と
す
る
。

（
12
）
若
諸
衆
生
、
欲
身
自
在
、
遊
行
十
方
、
我
於
彼
前
、
現
自
在
天
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
に
「〔
諸
々
の
衆

生
が
〕
身
体
〔
の
動
き
〕
が
自
由
自
在
で
、
十

あ
ら
ゆ
る
世
界
方
を
巡
り
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、〔
観
音
は
〕
二
つ
の
天神

の
身す

が
た
を
現
わ
し
、
法教

え

を
説

い
て
教
化
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、〔
欲
界
六
欲
天
の
下
層
か
ら
第
三
番
目
の
〕
夜や

摩ま

天
と
〔
第
四
番
目
の
〕
覩と

史し

天
で
あ
る
。

『
自
在
』
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
慈
恩
大
師
（
窺
基
）
は
、『
異果

報
熟
果
を
得
て
、
意
の
ま
ま
に
〔
世
界
中
ど
こ
に
で
も
行

く
こ
と
が
〕
で
き
る
が
、〔
そ
の
能
力
は
、
六
欲
天
の
〕
下
の
二
つ
の
天
（
＝
第
一
番
目
の
四
天
王
天
と
第
二
番
目
の
忉
利
天
）
よ
り
す
ぐ

れ
て
い
る
。
下
の
二
つ
の
天
の
果結

果

は
、〔
地
面
の
上
に
住
ん
で
い
る
地
居
天
で
あ
る
か
ら
〕
樹樹

木

に
よ
っ
て
得
る
〔
こ
と
に
な
る
〕
が
、

今
〔
そ
の
果結

果

が
〕
意
の
ま
ま
に
得
ら
れ
る
か
ら
、
自
在
と
名
付
け
ら
れ
る
の
だ
』（『
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
』
巻
二
・T

34-675b

）
と
述
べ
て
い

る
（
身
自
在
に
し
て
十
方
を
遊
行
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
二
天
の
身
を
現
じ
て
説
法
教
化
す
、
即
ち
夜
摩
覩
史
天
な
り
。『
自
在
』
と
名
づ
く
る
は
、
慈
恩
云

く
、『
異
熟
果
を
得
て
、
意
の
念
ず
る
所
に
随
う
こ
と
、
下
二
天
に
勝
る
。�

下
二
天
の
果
は
、
樹
に
依
り
て
得
る
に
、
今
は
得
ん
と
欲
す
る
に
随
わ
ば
、
名

づ
け
て
自
在
と
為
す
』
と
／
欲
身
自
在
、
遊
行
十
方
、
現
二
天
身
、
説
法
教
化
、
即
夜
摩
・
覩
史
天
也
。�

名
自
在
者
、
慈
恩
云
、
得
異
熟
果
、
随
意
所
念

勝
下
二
天
。
下
二
天
果
依
樹
而
得
、
今
随
欲
得
、
名
為
自
在
）」（
巻
六
・T

39-904b

）
と
あ
る
。

（
13
）
若
諸
衆
生
、
欲
身
自
在
、
飛
行
虚
空
、
我
於
彼
前
、
現
大
自
在
天
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
に
「〔
欲
界
六

欲
天
の
第
五
番
目
で
あ
る
〕
楽
変
化
天
と
〔
第
六
番
目
で
あ
る
〕
他
化
自
在
天
を
、『
大
自
在
天
』
と
名
づ
け
る
。
異果

報
熟
果
を
楽
し

ま
ず
、
自
ら
〔
変
化
す
る
の
〕
を
楽
し
み
、
他
〔
者
が
変
化
す
る
の
〕
を
楽
し
み
（cf.

『
楞
厳
経
義
疏
釈
要
鈔
』
巻
五
・T

16-486b

）、〔
す
べ

て
を
〕
楽
し
い
具事

柄

に
変
え
て
享
受
す
る
こ
と
を
、『
大
自
在
』
と
名
付
け
る
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
も
し
化け

楽ら
く

天
と
他た

化け

自じ

在ざ
い

天
の
二
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天
に
配
当
さ
れ
る
も
の
だ
け
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、〔『
大
自
在
』
と
い
う
〕
義意

味

は
〔
多
す
ぎ
て
〕
お
さ
め
き
れ
な
い
（
楽
変
化
天
・

他
化
自
在
を
、『
大
自
在
』
と
名
づ
く
。�

異
熟
果
を
楽
し
ま
ず
、
自
を
楽
し
み
他
を
楽
し
み
、
変
じ
て
楽
具
と
為
し
て
之
を
受
用
す
る
を
、『
大
自
在
』
と

名
づ
く
。�

然
れ
ど
も
若
し
止た

だ
化
楽
・
他
化
二
天
の
配
す
る
所
を
以
て
す
る
の
み
な
ら
ば
、
即
ち
義
を
摂
す
る
こ
と
尽
く
さ
ず
／
楽
変
化
天
・
他
化
自
在
、

名
大
自
在
。
不
楽
異
熟
果
、
楽
自
楽
他
。
変
為
楽
具
而
受
用
之
、
名
大
自
在
。
然
若
止
以
化
楽
他
化
二
天
所
配
、
即
摂
義
不
尽
）」（
巻
六
・T

39-904b

）
と

あ
る
。
今
回
は
『
義
疏
注
経
』
に
従
っ
て
解
釈
し
た
が
、『
解
蒙
鈔
』
に
「
通
釈
」
と
し
て
、「
自
在
天
」
と
「
大
自
在
天
」
の
位

置
づ
け
を
説
明
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　

�

上
の
〔
自
在
天
と
大
自
在
天
の
〕
二
天
に
つ
い
て
は
、
全
部
で
三
つ
の
解
釈
が
あ
る
。
第
五
天
〔
の
楽
変
化
天
〕
と
第
六
天

〔
の
他
化
自
在
天
〕
を
二
天
に
割
り
当
て
て
い
る
の
は
、〔
天
台
智
顗
の
〕『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』（
巻
二
下
・T

34-24b

）
で
あ
る
。

〔
第
三
天
の
夜
摩
天
、
第
四
天
の
覩
史
多
天
、
第
五
天
の
楽
変
化
天
、
第
六
天
の
他
化
自
在
天
の
〕
四
天
を
〔
第
三
・
第
四
を

自
在
天
に
第
五
・
第
六
を
大
自
在
天
に
割
り
振
っ
て
〕
総
て
お
さ
め
て
い
る
の
は
、
慈
恩
〔
大
師
こ
と
窺
基
〕
の
『
妙
法
蓮

華
経
玄
賛
』（
巻
二
・T

34-675b~c

）
で
あ
る
。〔
自
在
天
は
他
化
自
在
天
で
あ
り
、
大
自
在
天
は
浄
居
天
で
あ
る
と
〕
色
界
と
欲

界
の
頂
上
に
あ
る
二
天
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
は
、〔
天
台
智
顗
が
講
説
し
た
〕『
観
音
義
疏
』（
巻
下
・T

34-934b

）
で
あ
る
。

長
水
子
璿
は
慈
恩
〔
の
『
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
』〕
に
依
拠
し
て
、〔
第
三
天
か
ら
第
六
天
ま
で
の
〕
四
天
〔
が
自
在
天
と
大
自

在
天
に
当
た
る
と
い
う
説
〕
に
お
さ
め
て
お
り
、
孤
山
温
陵
は
『
観
音
義
疏
』
に
依
り
、〔
自
在
天
と
大
自
在
天
は
欲
界
と
色

界
の
〕
二
頂
天
〔
で
あ
る
と
い
う
説
〕
に
従
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
何
に
依
っ
た
の
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、『
観
音
義
疏
』
と
『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
は
、
天
台
家
か
ら
出
さ
れ
て
お
り
、〔
し
か
も
〕

共
に
智
者
〔
大
師
智
顗
〕
が
説
い
た
も
の
で
あ
る
。〔
と
こ
ろ
が
、〕『
観
音
義
疏
』
に
は
「
大
自
在
天
は
も
と
も
と
第
六
〔
天

の
他
化
自
在
天
〕
で
は
な
い
」（
巻
下
・T

34-934b

）
と
言
い
、『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
に
は
「
諸
も
ろ
の
経
典
の
多
く
が
『
大
自

在
天
は
色
界
の
頂
天
〔
で
あ
る
浄
居
天
〕
だ
』
と
称
し
て
い
る
が
、
す
ぐ
さ
ま
〔
階
級
を
〕
飛
び
越
え
て
こ
こ
に
至
る
こ
と
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は
で
き
な
い
」（
巻
二
・T

34-24b

）
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
〔
天
台
〕
家
の
書
物
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
自
ら
矛
盾
し
て
は
な
る

ま
い
。〔
孤
山
〕
温
陵
は
、「〔『
楞
厳
経
』
は
諸
天
の
う
ち
で
〕
初
め
に
梵
王
を
挙
げ
、
こ
こ
（
＝
大
自
在
天
）
に
至
っ
て
は
、

欲
天
・
色
天
を
飛
び
超
え
て
色
界
の
頂
天
に
至
っ
て
い
る
の
だ
。〔
こ
の
梵
王
か
ら
大
自
在
天
ま
で
は
〕
内
容
的
に
無
色
界
を

も
兼
ね
て
お
り
、〔『
観
音
経
』
に
い
わ
ゆ
る
〕「〔
観
音
が
〕
現
れ
な
い
刹く

に

は
無
い
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の

だ
」
と
。〔
こ
の
考
え
を
〕
採
用
し
て
三
人
の
説
と
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
〔
意
味
が
〕
通
じ
よ
う
。（
上
の
二
天
、
凡

そ
三
釈
有
り
。
五
六
を
以
て
二
天
分
配
す
る
は
、『
法
華
文
句
』
な
り
。�

四
天
を
以
て
総
摂
す
る
は
、
慈
恩
の
『
玄
賛
』
な
り
。
色
・
欲
頂
の
二
天

を
以
て
釈
を
結
ぶ
は
、『
観
音
疏
義
』
な
り
。�

長
水
は
慈
恩
に
依
り
、
則
ち
四
天
に
摂
し
、
孤
山
温
陵
は
『
義
疏
』
に
依
り
、
則
ち
二
頂
に
従
う
。

各
お
の
援
拠
有
ら
ん
も
、
未
だ
適
従
を
審
ら
か
に
せ
ず
。�

然
れ
ど
も
『
義
疏
』『
文
句
』
は
、
台
家
に
出
で
、
皆と

も

に
智
者
の
説
く
所
な
り
。『
義
疏
』

は
則
ち
「
大
自
在
は
故
よ
り
第
六
に
非
ず
」
と
曰
い
、『
文
句
』
は
則
ち
「
諸
経
の
多
く
は
、『
大
自
在
は
是
れ
色
界
の
頂
天
』
と
称
す
る
も
、
此
れ

応
に
超
え
て
此
こ
に
至
る
べ
か
ら
ず
」
と
曰
う
。�

一
家
の
書
、
応
に
自
ら
相
い
矛
楯
す
べ
か
ら
ず
。
温
陵
曰
く
、「
初
め
梵
王
を
挙
げ
、
此
に
至
り

て
乃
ち
欲
天
・
色
天
自
り
、
超
え
て
色
頂
に
至
る
。�

意
は
無
色
を
兼
ね
、
以
て
『
刹
と
し
て
現
ぜ
ざ
る
無
き
』
こ
と
を
明
ら
か
に
す
」
と
。
取
り
て

以
て
三
家
の
説
を
和
会
す
れ
ば
、
通
ず
可
き
に
庶ち

か

き
な
り
／
上
二
天
、
凡
有
三
釈
。�

以
五
六
二
天
分
配
者
、
法
華
文
句
也
。
以
四
天
総
摂
者
、
慈
恩

玄
賛
也
。
以
色
欲
頂
二
天
結
釈
者
、
観
音
疏
義
也
。�
長
水
依
慈
恩
、
則
摂
四
天
。
孤
山
温
陵
依
義
疏
、
則
従
二
頂
。
各
有
援
拠
、
未
審
適
従
。
然
義

疏
文
句
、
出
於
台
家
、
皆
智
者
所
説
。�

義
疏
則
曰
、
大
自
在
故
非
第
六
。
文
句
則
曰
、
諸
経
多
称
大
自
在
是
色
界
頂
天
、
此
不
応
超
至
此
。
一
家
之

書
、
不
応
自
相
矛
楯
。
温
陵
曰
、
初
挙
梵
王
、
至
此
乃
自
欲
天
色
天
、
而
超
至
色
頂
。�

意
兼
無
色
、
以
明
無
刹
不
現
。
取
以
和
会
三
家
之
説
、
庶
可

通
也
）（
巻
六
・Z21-217a

）

（
14
）
諸
衆
生
、
愛
統
鬼
神
、
救
護
國
土
、
我
於
彼
前
、
現
天
大
將
軍
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
に
「『
天
大
将
軍
』

と
は
、
天
帝
〔
で
あ
る
帝
釈
天
〕
が
管
轄
す
る
将
軍
で
あ
る
。〔
帝
釈
天
は
須
弥
山
の
頂
上
の
中
央
に
居
り
、
天
大
将
軍
は
頂
き
の

四
方
に
そ
れ
ぞ
れ
八
人
ず
つ
〕
三
十
二
天
に
分
か
れ
て
住
み
、
そ
れ
ぞ
れ
が
鬼部

下
の
神神々
を
統
領
し
て
、
四
方
〔
の
世
界
〕
を
鎮
護
し
て
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い
る
（『
天
大
将
軍
』
と
は
天
帝
の
管
す
る
所
の
将
な
り
。
分
か
れ
て
三
十
二
天
に
住
み
、
各
お
の
鬼
神
を
領
し
、
四
方
を
鎮
護
す
／
天
大
将
軍
、
天
帝

所
管
将
也
。
分
住
三
十
二
天
、
各
領
鬼
神
、
鎮
護
四
方
）」（
巻
六
・T

39-904b

）
と
あ
る
。

（
15
）
若
諸
衆
生
、
愛
統
世
界
、
保
護
衆
生
、
我
於
彼
前
、
現
四
天
王
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
四
天
王
は
、
須
弥
山
の
中
腹
に

あ
る
四
王
天
の
主
。
帝
釈
天
に
仕
え
、
仏
法
に
帰
依
す
る
人
々
を
守
護
す
る
護
法
神
で
、
東
方
の
持
国
天
・
南
方
の
増
長
天
・
西

方
の
広
目
天
・
北
方
の
多
聞
天
（
毘
沙
門
天
）
を
い
う
。（『
中
村
』p.528

）
そ
の
寿
命
は
、「
人
間
の
九
百
万
歳
で
あ
る
（
為
人
間
九
百
万

歳
）」（『
大
智
度
論
』
巻
三
五
・T

25-315b

）
と
さ
れ
る
。『
義
疏
注
経
』
に
「『
四
天
王
（
持
国
天
・
広
目
天
・
増
長
天
・
多
聞
天
）』
と
は
、〔
天
〕

上
〔
世
界
〕
に
昇
る
〔
入
り
口
の
〕
元最

初
の
天
王首
で
あ
り
、
下欲

界界
の
〔
天
で
あ
る
六
欲
天
の
最
下
層
で
あ
る
〕
初
天
で
あ
っ
て
、
須
弥
山

〔
の
中
腹
〕
に
そ
れ
ぞ
れ
が
〔
東
・
西
・
南
・
北
に
あ
る
〕
一
つ
の
埵丘

に
居
住
し
て
い
る
。
統
領
し
て
い
る
鬼部

下
の
神神々
は
、
王
ご
と
に
二

つ
の
部

グ
ル
ー
プが
あ
り
、
八
部
衆
（
仏
法
を
守
護
す
る
八
つ
の
神
）
と
一
緒
に
〔
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
の
〕
国く

に界
を
救
い
護
っ
て
い
る
（『
四
天
王
』

と
は
、
上
升
の
元
首
、
下
界
の
初
天
、
須
弥
山
に
於
い
て
各
お
の
一
埵
に
居
し
、�

領
す
る
所
の
鬼
神
、
王ご

と毎
に
二
部
あ
り
、
八
部
衆
と
共
に
国
界
を
救
護

す
／
四
天
王
者
、
上
升
之
元
首
、
下
界
之
初
天
、
於
須
弥
山
、
各
居
一
埵
。
所
領
鬼
神
、
毎
王
二
部
、
共
八
部
衆
、
救
護
国
界
）」（
巻
六
・T

39-904b~c

）

と
あ
る
。

（
16
）
若
諸
衆
生
、
愛
生
天
宮
、
驅
使
鬼
神
、
我
於
彼
前
、
現
四
天
王
國
太
子
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
四
天
王
の
子
ど
も
に
つ

い
て
、『
仏
祖
統
紀
』
に
は
、「
四
天
王
に
は
そ
れ
ぞ
れ
九
十
一
人
の
子
ど
も
が
い
る
（
護
世
四
王
各
有
九
十
一
子
）」（
巻
三
一
・T

49-307b

）

と
あ
る
。『
義
疏
注
経
』
に
は
「『
天四

天
王王
〔
の
後
継
者
で
あ
る
〕
太
子
』
と
は
、
那
吒
（
三
頭
八
臂
を
具
え
た
阿
修
羅
の
王
）
の
類た

ぐ
い
で
あ

り
、
政
治
の
手
助
け
を
し
て
〔
天
上
世
界
を
〕
統
べ
治
め
、
鬼鬼

神物
を
使
い
こ
な
し
て
、
世
を
護
り
人
々
に
利
益
を
あ
た
え
る
。〔
観

音
〕
菩
薩
は
〔
諸
々
の
衆
生
が
望
ん
で
い
る
の
と
〕
同
じ
〔
四
天
王
国
の
太
子
の
〕
身す

が
た
と
な
っ
て
〔
現
れ
て
〕、
先
に
〔
そ
の
願
い

を
〕
か
な
え
さ
せ
、
後
に
〔
天
王
太
子
と
い
う
存
在
は
ま
だ
仏
か
ら
程
遠
い
と
〕
嫌
が
っ
て
離
れ
さ
せ
る
の
だ
（『
天
王
太
子
』
は
、

即
ち
那
吒
の
類
に
し
て
、
輔
政
統
摂
し
、
鬼
物
を
跨
握
し
世
の
益
人
を
護
る
。�

菩
薩
の
身
同
し
く
、
先
に
成
就
せ
し
め
、
後
に
厭
離
せ
し
む
／
天
王
太
子
、



159 158

即
那
吒
之
類
、
輔
政
統
摂
、
跨
握
鬼
物
、
護
世
益
人
。
菩
薩
身
同
、
先
令
成
就
、
後
使
厭
離
）」（
巻
六
・T

39-904c

）
と
あ
る
。

（
17
）
若
諸
衆
生
、
樂
爲
人
主
、
我
於
彼
前
、
現
人
王
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
に
「〔
古
代
イ
ン
ド
の
理
想
的
な

統
治
者
で
あ
る
金
輪
王
・
銀
輪
王
・
銅
輪
王
・
鉄
輪
王
の
〕
四
輪
王
も
、〔
辺
境
に
あ
る
〕
粟小

さ
な
国
々

散
国
〔
を
統
治
す
る
王
〕
も
、
す
べ

て
人
の
王
で
あ
る
。
上
〔
の
位
の
人
〕
が
下
〔
の
位
の
人
〕
を
導
く
な
ら
ば
、
従
わ
な
い
も
の
は
無
い
（
四
輪
・
粟
散
は
、
皆
な
人
の

王
な
り
。
上
を
以
て
下
を
化
せ
ば
、
物
と
し
て
従
わ
ざ
る
無
し
／
四
輪
粟
散
、
皆
人
之
王
、
以
上
化
下
、
物
無
不
従
）」（
巻
六
・T

39-904c

）
と
あ
る
。

（
18
）
若
諸
衆
生
、
愛
主
族
姓
、
世
間
推
讓
、
我
於
彼
前
、
現
長
者
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
正
脈
疏
』
は
、
こ
の
「
長
者
」

以
下
、「
居
士
」「
宰
官
」「
婆
羅
門
」
ま
で
の
四
つ
を
「
臣
民
」（
巻
六
・Z18-323a

）
と
し
て
分
類
し
て
い
る
。『
義
疏
注
経
』
に
は

「『
長
者
』
と
は
、
十
〔
種
の
〕
徳
を
具そ

な有
え
て
い
る
〔
人
の
〕
こ
と
で
あ
る
。〔
十
種
の
徳
と
は
、〕
①
姓血

筋

が
貴
く
、
②
位身

分

が
高
く
、

③
大
富
豪
で
、
④
強
い
力
を
持
ち
、
⑤
深
い
智
慧
が
あ
り
、
⑥
年
期
を
積
み
、
⑦
行
な
い
が
浄
ら
か
で
、
⑧
礼
節
を
わ
き
ま
え
、

⑨
目
上
の
者
か
ら
は
賛
嘆
さ
れ
、
⑩
目
下
の
者
か
ら
は
慕
わ
れ
る
こ
と
を
言
い
、〔
こ
れ
ら
の
〕
十
〔
種
の
〕
徳
を
〔
す
べ
て
〕
具

え
て
い
る
な
ら
ば
、『
大
長
者
』
と
呼
ば
れ
る
の
だ
（
長
者
は
十
徳
を
具
有
す
。
姓
貴
く
、
位
高
く
、
大
い
に
富
み
、
威
猛た

け

く
、
智
深
く
、
年
耆

い
、
行
い
浄
く
、
礼
備
わ
り
、
上
嘆
じ
、
下
帰
す
る
を
謂
う
。
十
徳
具
わ
れ
ば
、『
大
長
者
』
と
名
づ
く
／
長
者
具
有
十
徳
。
謂
姓
貴
、
位
高
、
大
富
、
威

猛
、
智
深
、
年
耆
、
行
浄
、
礼
備
、
上
嘆
、
下
帰
、
十
徳
具
焉
、
名
大
長
者
）」（
巻
六
・T39-904c

）
と
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
『
正
脈
疏
』
は
、

「
こ
れ
に
よ
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
イ
ン
ド
で
『
長
者
』
と
称
さ
れ
る
の
は
、
単
に
年
齢
が
高
い
だ
け
で
な
く
、
思
う
に
、
代
々
大

臣
と
な
っ
て
い
る
名
家
で
、
兼
ね
て
徳
望
を
具
え
た
者
の
称
で
あ
る
（
此
れ
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
西
天
に
『
長
者
』
と
称
す
る
は
、
止た

だ
に

年
高
き
の
み
に
非
ず
、
葢
し
世
臣
の
大
家
に
し
て
、
兼
ね
て
徳
望
有
る
者
の
称
な
り
／
以
此
観
之
、
西
天
称
長
者
、
非
止
年
高
、
葢
世
臣
大
家
、
而
兼
有

徳
望
者
之
称
）」（
巻
六
・Z18-323a

）
と
述
べ
て
い
る
。
尚
、「
族
姓
」
に
つ
い
て
『
大
唐
西
域
記
』
巻
二
は
、「
婆バ

ラ
モ
ン

羅
門
（
浄
行
）」

「
刹ク

シ
ャ
ト
リ
ア

帝
利
（
王
種
）」「
吠バ

イ
シ
ャ奢

（
商
賈
）」「
戌シ

ュ
ー
ド
ラ

陀
羅
（
農
人
）」
の
「
四
流
」（T

51-877b
）、
つ
ま
り
カ
ー
ス
ト
の
こ
と
だ
と
す
る
。

（
19
）
若
諸
衆
生
、
愛
談
名
言
、
清
淨
自
居
、
我
於
彼
前
、
現
居
士
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
に
は
「〔
学
徳
が
高
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く
〕
博
覧
強
記
で
あ
る
の
に
仕
官
を
求
め
ず
、
財
産
が
非
常
に
豊
か
で
あ
り
な
が
ら
清
廉
潔
白
な
志
を
保
っ
て
い
る
か
ら
、『
居
士
』

と
名
づ
け
ら
れ
る
（
博
聞
強
識
に
し
て
、
仕
宦
を
求
め
ず
。
財
に
居
る
こ
と
大
い
に
富
む
も
、
志
を
秉
る
こ
と
廉
貞
な
り
、
故
に
『
居
士
』
と
名
づ
く

／
博
聞
強
識
、
不
求
仕
宦
、
居
財
大
富
、
秉
志
廉
貞
、
故
名
居
士
）」（
巻
六
・T

39-904c

）
と
あ
る
。

（
20
）
若
諸
衆
生
、
愛
治
國
土
、
剖
斷
邦
邑
、
我
於
彼
前
、
現
宰
官
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
観
音
義
疏
』
巻
下
に
「『
宰
官
』

と
は
、『
宰
』
は
主

つ
か
さ
ど
ると
い
う
義意

味

で
あ
り
、『
官
』
は
功技

術
才
能能
と
い
う
義意

味

で
あ
る
。
思
う
に
、〔
高
級
官
僚
で
あ
る
〕
三
台
（
太
尉
・
司
徒
・

司
空
の
三
公
）
は
功技

術
才
能能
で
国
主
の
政
治
を
輔
弼
す
る
、
だ
か
ら
『
宰
官
』
と
言
う
の
だ
（
宰
官
と
は
、
宰
は
主
の
義
、
官
は
是
れ
功
能
の
義

な
り
。
謂お

も

え
ら
く
、
三
台
は
功
能
を
以
て
能
く
主
を
輔
政
す
、
故
に
宰
官
と
云
う
／
宰
官
者
、
宰
主
義
、
官
是
功
能
義
。
謂
三
台
以
功
能
能
輔
政
於
主
、

故
云
宰
官
）」（T

34-934c

）
と
あ
る
。『
義
疏
注
経
』
に
は
「『
国
』
と
は
〔
一
定
の
区
切
ら
れ
た
〕
域地

域

の
こ
と
で
あ
る
。〔
国
の
〕
大
き

な
も
の
を
『
邦
』
と
言
う
。『
邦
』
と
は
封領

地

の
こ
と
で
あ
る
。
功
績
が
あ
る
者
に
は
、
封領

地

を
与
え
領
主
と
す
る
の
で
あ
る
。『
邑
』

は
県行

政
区
の
こ
と
で
あ
る
。
五
官
（
司
徒
・
司
馬
・
司
空
・
司
士
・
司
寇
）
や
六
官
（
天
・
地
・
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
六
つ
の
官
）
は
そ
れ
ぞ
れ
〔
職

務
と
し
て
〕
典担

当

す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
皆
な
宰官

吏官
な
の
で
あ
る
。
宰官

吏官
は
邦国

家家
を
葺お

さ治
め
、
風
俗
〔
習
慣
〕
を
移と

と
の替
え
、〔
法
律

に
照
ら
し
て
〕
判
断
決
定
し
、
民
を
無
実
の
罪
に
落
と
し
入
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
（
国
は
域
な
り
。
大
は
邦
と
曰
い
、
邦
は
封

な
り
。
功
有
る
者
は
、
是
に
封
ず
る
な
り
。
邑
は
即
ち
是
れ
県
な
り
。�

五
官
六
官
各
お
の
所
典
有
り
、
皆
な
宰
官
と
為
す
。
斯
れ
則
ち
邦
家
を
葺
治
し
、

風
俗
を
移
訓
し
、
剖
判
決
断
し
て
、
民
に
抂
撓
無
か
ら
し
む
る
な
り
／
国
、
域
也
。�

大
曰
邦
。
邦
、
封
也
。
有
功
者
封
於
是
也
。
邑
即
是
県
、
五
官
六
官

各
有
所
典
、
皆
為
宰
官
。
斯
則
葺
治
邦
家
、
移
訓
風
俗
、
剖
判
決
断
、
民
無
抂
撓
也
）」（
巻
六
・T

39-904c

）
と
す
る
。
ま
た
、『
楞
厳
経
指
掌
疏
』

に
は
、「『
国
土
』
と
は
国
王
の
都
の
こ
と
で
あ
る
。『
治
を
愛
す
』
と
は
、
君
主
を
輔
け
政
治
を
修
め
る
こ
と
で
あ
る
。
温
陵
〔
戒

環
〕
が
『
三
台
（
太
尉
・
司
徒
・
司
空
の
三
公
）
と
い
っ
た
〔
君
主
を
〕
助
け
る
相大

臣

の
こ
と
だ
』
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。『
邦
邑
』

と
は
、〔
諸
侯
に
〕
分
け
あ
た
え
ら
れ
た
封領

地

の
こ
と
で
あ
る
。『
剖
断
』
と
は
、
民
衆
を
〔
法
律
に
よ
っ
て
〕
審
理
し
判
決
を
下
す

こ
と
で
あ
る
。
温
陵
〔
戒
環
〕
が
『
州
や
県
の
長
官
』
と
言
っ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。『
宰
』
と
は
、
剖
断
（〔
法
律
に
よ
っ
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て
〕
審
理
し
判
決
を
下
す
）
と
い
う
義意

味

で
あ
る
。
だ
か
ら
上
文
に
『〔
諸
侯
と
し
て
〕
邦州

や
県邑
〔
の
人
々
〕
を
〔
法
律
で
〕
剖審

理
し
判
決断
す
る
』

と
言
っ
て
い
る
の
だ
（『
国
土
』
と
は
、
王
都
な
り
。『
愛
治
』
と
は
、
君
を
輔
け
政
を
修
む
る
な
り
。
温
陵
、『
三
台
輔
相
』
と
謂
う
、
是
れ
な
り
。

『
邦
邑
』
と
は
、
分
封
な
り
。『
剖
断
』
と
は
、
民
を
理お

さ

め
獄
を
折さ

だ

む
る
な
り
。
温
陵
、『
州
牧
県
長
』
と
謂
う
、
是
れ
な
り
。『
宰
』
と
は
、
剖
断
の
義
な

り
。�
故
に
上
に
『
剖
断
邦
邑
』
と
云
う
な
り
／
国
土
、
王
都
也
。
愛
治
者
、
輔
君
修
政
。
温
陵
謂
、
三
台
輔
相
、
是
也
。
邦
邑
、
分
封
也
。
剖
断
者
、
理

民
折
獄
。
温
陵
謂
、
州
牧
県
長
、
是
也
。
宰
者
、
剖
断
義
。
故
上
云
剖
断
邦
邑
）」（
巻
六
・Z24-259b

）
と
あ
る
。

（
21
）
若
諸
衆
生
、
愛
諸
數
術
、
攝
衛
自
居
、
我
於
彼
前
、
現
婆
羅
門
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
に
、「『
婆バ

羅ラ

門モ
ン

』

を
〔
中
国
語
に
意
訳
す
れ
ば
〕『
浄
行
（
清
ら
か
な
行
い
に
住
す
る
人
）』
と
言
う
。
呪
禁
（
祈
祷
）・
算
芸
（
暦
な
ど
の
計
算
）・
調
養
（
身

心
の
保
養
）
と
い
っ
た
方
法
は
、
ど
れ
も
が
全
て
『
数
術
（
占
い
術
）』
で
あ
る
。〔
観
音
〕
菩
薩
が
、
機機

根

に
あ
わ
せ
て
相す

が
た
を
現
わ
し
、

〔
相
手
を
〕
助
け
て
〔
望
み
を
〕
成
就
さ
せ
る
な
ら
ば
、
教
化
で
き
な
い
も
の
な
ど
な
い
（『
婆
羅
門
』
は
『
浄
行
』
と
云
う
。
呪
禁
・
算

芸
・
調
養
の
方
法
は
、
皆
な
『
数
術
』
為た

り
。�
菩
薩
、
機
に
乗
じ
て
相
を
現
じ
、
奨た

す

け
て
之
を
成
ぜ
ば
、
亦
た
何
物
と
し
て
化
せ
ざ
ら
ん
や
／
婆
羅
門
云

浄
行
。
呪
禁
算
芸
調
養
方
法
皆
為
数
術
。
菩
薩
乗
機
現
相
、
奨
而
成
之
、
亦
何
物
而
不
化
）」（
巻
六
・T

39-904c

）
と
あ
る
。

（
22
）
若
有
男
子
、
好
學
出
家
、
持
諸
戒
律
、
我
於
彼
前
、
現
比
丘
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
に
、「『
尸シ

ー
ラ羅
』
を

〔
中
国
語
に
意
訳
す
れ
ば
〕『
戒
』
と
言
い
、『
毘ヴ

ィ
ナ
ヤ尼
』
を
〔
意
訳
す
れ
ば
〕『
律
』
と
言
う
。〔
罰
則
を
伴
う
仏
教
教
団
の
具
体
的
な

規
則
で
あ
る
〕『
律
』
の
法教

え

に
よ
っ
て
、
悪
い
行
為
を
防
止
す
る
の
で
、〔『
戒
め
』
と
い
う
意
味
で
〕『
戒
』
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

〔
仏
教
教
団
の
男
性
出
家
者
で
あ
る
比
丘
が
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、〕
二
百
五
十
〔
と
い
う
数
の
〕
戒
で
あ
る
（『
尸
羅
』
は

戒
と
云
い
、『
毘
尼
』
は
律
と
云
う
。
律
法
に
依
る
に
由
り
て
非
を
防
ぎ
悪
を
止
む
、
故
に
名
づ
け
て
戒
と
為
す
。�

即
ち
二
百
五
十
戒
な
り
／
尸
羅
云
戒
、

毘
尼
云
律
。
由
依
律
法
、
防
非
止
悪
、
故
名
為
戒
。
即
二
百
五
十
戒
也
）」（
巻
六
・T

39-904c~905a

）
と
あ
る
。

（
23
）
若
有
女
人
、
好
學
出
家
、
持
諸
禁
戒
、
我
於
彼
前
、
現
比
丘
尼
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
に
、「『
尼
』
は

女女
性
名
詞声
で
、
女
性
の
比出

家
者丘
の
こ
と
で
あ
り
、〔
比
丘
の
二
倍
の
〕
五
百
〔
と
い
う
数
の
〕
戒
を
守
っ
て
い
る
。
戒
〔
を
守
っ
て
〕
徳品

性
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〔
を
磨
く
こ
と
〕
が
〔
比
丘
に
く
ら
べ
て
も
〕
も
と
よ
り
厳
し
く
、〔
守
る
べ
き
〕
軌き

ま
り物
に
よ
っ
て
教
化
を
成
就
〔
し
よ
う
と
〕
す

る
か
ら
、
進
歩
が
ま
す
ま
す
速
く
な
り
、
三迷

い
の
世
界界
か
ら
超
出
で
き
る
の
だ
（『
尼
』
は
女
声
な
り
。
即
ち
女
の
比
丘
に
し
て
、
五
百
戒
を
持
す
る

な
り
。�
既
に
戒
徳
自
ら
厳
に
し
て
、
軌
物
も
て
化
を
成
さ
ん
と
す
れ
ば
、
進
行
す
る
こ
と
弥
い
よ
速
く
、
遠
く
三
界
を
出
づ
／
尼
女
声
、
即
女
比
丘
、
持

五
百
戒
也
。
既
戒
徳
自
厳
、
軌
物
成
化
、
進
行
弥
速
、
遠
出
三
界
）」（
巻
六
・T
39-905a

）
と
あ
る
。

（
24
）
若
有
男
子
、
樂
持
五
戒
、
我
於
彼
前
、
現
優
婆
塞
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
仁
王
経
科
疏
』
巻
一
に
「『
優
婆
塞
』
と
は

梵
語
で
あ
り
、
こ中

国こ
で
は
『
清
浄
男
』
と
言
う
（
優
婆
塞
は
梵
語
な
り
。
此
こ
に
は
清
浄
男
と
云
う
／
優
婆
塞
、
梵
語
。
此
云
清
浄
男
）」（Z94-

454c

）
と
あ
る
。『
義
疏
注
経
』
に
「『
五
〔
つ
の
〕
戒

い
ま
し
め』
と
は
殺
さ
な
い
こ
と
・
盗
ま
な
い
こ
と
・
よ
こ
し
ま
に
淫
ら
な
こ
と
を
し

な
い
こ
と
・
嘘
を
つ
か
な
い
こ
と
・
酒
を
飲
ま
な
い
こ
と
を
言
う
。
仏釈

尊

は
提だ

い

謂い

長
者
（
＝
『
優
婆
塞
戒
経
』
巻
五
・T

24-1061c

）
等
の
在在

俗家

の
衆人

々

の
た
め
に
〔
仏
法
僧
の
三
宝
へ
の
帰
依
を
誓
う
〕『
三
帰
』
を
授
け
終
わ
る
と
、『
五
〔
つ
の
〕
戒

い
ま
し
め』
を
授
け
、『
優
婆
塞
〔
戒
〕

経
』（T

24

所
収
）
を
作
っ
て
言
っ
た
、『
五
〔
つ
の
〕
戒

い
ま
し
めは
天
下
の
〔
人
が
絶
対
に
破
っ
て
は
な
ら
な
い
〕
大タ

ブ

ー
禁
忌
で
あ
り
、
も
し

こ
の
五
〔
つ
の
戒

い
ま
し
め〕
を
犯
し
た
な
ら
ば
、
天
に
在
っ
て
は
五
星
（
歳
星
・
熒
惑
星
・
太
白
星
・
辰
星
・
鎮
星
）〔
の
意
〕
に
違た

が

い
、
地
に

在
っ
て
は
五
岳
（
泰
山
・
華
山
・
霍
山
・
恒
山
・
嵩
山
）〔
の
神
の
意
〕
に
違
い
、
方
〔
角
〕
に
在
っ
て
は
五
〔
天
〕
帝
（
東
方
の
青
帝
・

南
方
の
赤
帝
・
中
央
の
黄
帝
・
西
方
の
白
帝
・
北
方
の
黒
帝
）〔
の
意
〕
に
違
い
、
身
に
関
し
て
言
え
ば
五
蔵
（
肺
蔵
・
心
蔵
・
肝
蔵
・
腎
蔵
・
脾

蔵
）〔
の
あ
る
べ
き
は
た
ら
き
〕
に
違
う
。
こ
の
よ
う
に
、
世

こ
の
世
の
真
理
間
に
対
し
て
計
り
知
れ
な
い
違
反
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
も
し
出

仏
教
の
真
理世

に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、〔
戒
・
定
・
慧
・
解
脱
・
解
脱
知
見
と
い
う
〕
五い

つ
つ分
か
ら
な
る
〔
仏
・
羅
漢
の
〕
法
身
と
一
切
の
仏
法
を

壊
し
て
し
ま
う
。
五
〔
つ
の
〕
戒

い
ま
し
めは
大
小
〔
さ
ま
ざ
ま
あ
る
〕
尸戒羅
の
根
本
な
の
で
あ
る
』
と
（cf.

『
優
婆
塞
戒
経
』
に
は
同
文
は
見
え
な

い
）。
好
ん
で
こ
れ
（
＝
五
戒
）
を
学
ぶ
者
に
は
、〔
観
音
は
〕
清優

婆

塞
浄
男
〔
の
姿
〕
を
現
わ
し
て
、〔
清優

婆

塞
浄
男
の
〕
た
め
に
法教

え

を
説
く
の

で
あ
る
（『
五
戒
』
と
は
、
不
殺
・
不
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
を
謂
う
。
仏
、
提
謂
長
者
等
、
在
家
の
衆
の
為
に
、
三
帰
を
受さ

ず

け
已
わ
り
て
、

即
ち
五
戒
を
授
け
、『
優
婆
塞
経
』
を
為つ

く

り
て
説い

わ

く
、『
五
戒
と
は
天
下
の
大
禁
忌
に
し
て
、�
若
し
此
の
五
を
犯
さ
ば
、
天
に
在
り
て
は
五
星
に
違
い
、
地
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に
在
り
て
は
五
岳
に
違
い
、
方
に
在
り
て
は
五
帝
に
違
い
、
身
に
在
り
て
は
五
蔵
に
違
う
。�

是
く
の
如
き
等
、
世
間
に
違
犯
す
る
こ
と
無
量
な
り
。
若
し

出
世
に
約
す
れ
ば
、
則
ち
五
分
法
身
・
一
切
仏
法
を
壊
す
。
五
戒
は
是
れ
大
小
尸
羅
の
根
本
な
る
を
以
て
の
故
な
り
』
と
。�

好
ん
で
此
れ
を
学
ぶ
者
に
は
、

清
浄
男
を
現
じ
て
、
与
に
此
の
法
を
説
く
な
り
／
五
戒
謂
不
殺
・
不
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
。�

仏
為
提
謂
長
者
等
在
家
衆
、
受
三
帰
已
、
即
授

五
戒
、
為
優
婆
塞
。
経
説
、
五
戒
者
天
下
大
禁
忌
、
若
犯
此
五
、
在
天
違
五
星
、
在
地
違
五
岳
、
在
方
違
五
帝
、
在
身
違
五
蔵
。�

如
是
等
世
間
違
犯
無
量
、

若
約
出
世
、
則
壊
五
分
法
身
一
切
仏
法
。
以
五
戒
是
大
小
尸
羅
根
本
故
。
好
学
此
者
、
現
清
浄
男
、
与
説
此
法
）」（
巻
六
・T

39-905a

）
と
あ
る
。

（
25
）
若
有
女
子
、
五
戒
自
居
、
我
於
彼
前
、
現
優
婆
夷
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
優
婆
塞
と
内
容
的
に
重
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、

『
義
疏
注
経
』
に
は
、「『
優
婆
夷
』
は
〔
中
国
語
の
意
訳
で
は
〕『
清
浄
女
』〔
と
言
い
〕、
ま
た
『
近
事
女
（
善
事
に
近
づ
い
て
い
る
女

性
）』
と
言
う
（
優
婆
夷
は
、
清
浄
女
、
亦
た
近
事
女
と
云
う
／
優
婆
夷
云
清
浄
女
亦
近
事
女
）」（
巻
六
・T

39-905a

）
と
簡
単
に
注
し
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。

（
26
）
若
有
女
人
、
内
政
立
身
、
以
修
家
國
、
我
於
彼
前
、
現
女
主
身
及
國
夫
人
命
婦
大
家
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』

に
、「
王
の
内
政
（
一
家
の
経
済
の
き
り
も
り
）
を
掌つ

か
さ
ど理
る
こ
と
を
『
内
宰
』
と
言
う
。『
政
』
と
は
、
不
正
を
政た

だ

す
所て

だ
て以
で
あ
る
。〔
天

子
や
諸
侯
の
臣
下
で
あ
る
〕
卿
・
大
夫
〔
の
場
合
〕
は
『
家
』
と
言
い
、〔
主
君
で
あ
る
〕
天
子
・
諸
侯
〔
の
場
合
〕
は
『
国
』
と

言
う
。
天
子
の
后皇

后妃
〔
の
場
合
〕
は
『
女
主
』
と
言
い
、
諸
侯
〔
の
夫
人
の
場
合
〕
は
『
国
夫
人
』
と
言
う
。『
命
』
と
は
、
夫
が

朝
廷
で
〔
臣
下
と
し
て
〕
尊
ば
れ
、
妻
が
室家

庭

で
栄
え
る
な
ら
ば
、
命

言
い
つ
けを
后皇

后妃
か
ら
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、『
命
婦
』
と
言
う
の

だ
。『
大
家
』
と
は
、
后皇

后妃
が
師
と
仰
ぐ
女
性
の
こ
と
で
あ
る
（
王
の
内
政
を
掌
理
す
る
、
之
を
『
内
宰
』
と
謂
う
。『
政
』
と
は
、
不
正
を
政た

だ

す
所
以
な
り
。
卿
大
夫
は
『
家
』
と
曰
い
、
天
子
諸
侯
は
『
国
』
と
曰
う
。�
天
子
后
妃
を
『
女
主
』
と
曰
い
、
諸
侯
を
『
国
夫
人
』
と
曰
う
。『
命
』
と
は
、

夫
、
朝
に
尊
ば
れ
て
、
妻
、
室
に
栄
ゆ
れ
ば
、
命
を
后
妃
に
受
く
、
故
に
『
命
婦
』
と
云
う
。�『
大
家
』
と
は
、
后
妃
の
師
と
す
る
所
の
女
な
り
／
掌
理
王

之
内
政
、
謂
之
内
宰
。
政
者
所
以
政
不
正
也
。�

卿
大
夫
曰
家
、
天
子
諸
侯
曰
国
、
天
子
后
妃
曰
女
主
、
諸
侯
曰
国
夫
人
。
命
者
、
夫
尊
於
朝
、
妻
栄
於
室
、

受
命
於
后
妃
、
故
云
命
婦
。
大
家
者
、
后
妃
所
師
之
女
也
）」（
巻
六
・T

39-905a

）
と
あ
る
。
ま
た
『
楞
厳
経
秘
録
』
に
、「『
内
政
に
身
を
立
て
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る
』
と
は
、『
小
学
』
な
ど
の
書
物
に
す
べ
て
通
暁
し
、
婦
人
と
し
て
〔
踏
み
行
う
べ
き
〕
道
義
や
儀
式
を
す
べ
て
具そ

な足
え
て
い
る

者
の
こ
と
を
言
う
に
す
ぎ
な
い
。『
家
国
』
と
言
う
の
は
、
大
夫
以
下
〔
の
臣
下
〕
は
す
べ
て
『
家
』
と
称
し
、
王
侯
以
上
〔
の
主

君
〕
は
す
べ
て
『
国
』
と
称
す
る
。『
女
主
』
と
は
、
天
子
の
后
で
あ
り
、『
夫
人
』
と
は
、
邦諸

侯君
の
妻
で
あ
る
。『
命
婦
』
と
は
、

夫
が
栄
達
し
て
〔
妻
の
身
分
も
〕
貴
く
な
っ
た
者
で
あ
る
。『
大
家
』
の
『
家
』
は
『
姑
』
と
い
う
字
に
〔
変
え
て
『
大
姑
』
と
〕

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
后皇

后妃
の
師
の
こ
と
で
あ
る
（『
内
政
に
身
を
立
つ
』
と
は
、
其
の
『
小
学
』
等
の
書
、
通
暁
せ
ざ
る
無
く
、
婦
道
閨
儀
、

具
足
せ
ざ
る
無
き
者
を
謂
う
の
み
。�『
家
国
』
と
言
う
は
、
大
夫
以
降
は
皆
な
称
し
て
『
家
』
と
為
し
、
王
候
以
上
は
皆
な
称
し
て
『
国
』
と
為
す
。『
女

主
』
と
は
、
天
子
の
后
な
り
。�『
夫
人
』
と
は
、
邦
君
の
妻
な
り
。『
命
婦
』
と
は
、
夫
の
栄
ゆ
る
を
以
て
貴
き
者
な
り
。『
大
家
』
と
は
、『
家
』
は
応
に

『
姑
』
に
作
る
べ
し
。�

乃
ち
后
妃
の
師
な
る
の
み
／
内
政
立
身
者
、
謂
其
小
学
等
書
、
無
不
通
暁
、
婦
道
閨
儀
、
無
不
具
足
者
耳
。
言
家
国
者
、
大
夫
以
降

皆
称
為
家
、
王
候
以
上
皆
称
為
国
。
女
主
者
、
天
子
之
后
也
。�

夫
人
者
、
邦
君
之
妻
也
。
命
婦
者
、
以
夫
栄
而
貴
者
也
。
大
家
者
、
家
応
作
姑
。
乃
后
妃

師
耳
）」（
巻
六
・Z20-136a

）
と
あ
る
。

（
27
）
若
有
衆
生
、
不
壞
男
根
、
我
於
彼
前
、
現
童
男
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
「
男
根
を
壊
せ
ず
」
に
つ
い
て
、『
正
脈
疏
』
は

「
つ
ま
り
一
生
の
あ
い
だ
女
色
を
犯
さ
な
い
こ
と
を
願
っ
て
い
る
者
の
こ
と
で
あ
る
（
即
ち
一
生
、
女
色
を
犯
さ
ざ
る
こ
と
に
志
有
る
者
な

り
／
即
有
志
一
生
不
犯
女
色
者
也
）」（
巻
六
・Z18-323d
）
と
言
い
、『
直
指
』
は
「
小
さ
い
頃
か
ら
大
人
に
な
る
ま
で
、
婬
戒
を
犯
さ
ず
、

梵仏
道
修
行行
に
心
を
起
こ
し
、
遙
か
に
出解

脱世
を
め
ざ
す
者
の
こ
と
で
あ
る
（
幼
自
り
長
に
至
る
ま
で
、
婬
戒
を
犯
さ
ざ
る
、
此
れ
乃
ち
梵
行
に
発
心
し
、

迴
か
に
出
世
に
向
か
う
者
な
り
／
謂
自
幼
至
長
、
不
犯
婬
戒
、
此
乃
発
心
梵
行
、
迴
向
出
世
者
）」（Z22-400d

）
と
述
べ
る
。

（
28
）
若
有
處
女
、
愛
樂
處
身
、
不
求
侵
暴
、
我
於
彼
前
、
現
童
女
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
正
脈
疏
』
に
「『
処
女
』
は
『
処

子
』
と
も
名
づ
け
ら
れ
る
。
ま
だ
出と

つ嫁
い
で
い
な
い
女
性
の
こ
と
を
言
う
。『
処
身
を
愛
楽
す
』
と
は
、
常
に
処
女
で
あ
る
こ
と
を

願
い
、
最
後
ま
で
出と

つ嫁
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
求
め
な
い
』
と
は
、〔
回
り
の
勧
め
に
〕
随し

た
が従
う
こ
と
を
願
わ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
堅
く
貞
節
を
自
ら
守
り
、
た
と
え
無
理
強
い
さ
れ
て
も
、
誓
っ
て
従
わ
な
い
こ
と
を
言
う
（『
処
女
』
は
亦
た
『
処
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子
』
と
名
づ
く
。�

未
だ
出
で
て
嫁
が
ざ
る
の
女
を
謂
う
な
り
。『
処
身
を
愛
楽
す
』
と
は
、
常
に
処
女
為
る
こ
と
を
願
い
、
終
に
出
で
て
嫁
が
ざ
る
な
り
。

『
求
め
ず
』
と
は
、
随
従
す
る
を
願
わ
ざ
る
の
意
な
り
。�

堅
貞
自
ら
守
り
、
縦
い
強
い
て
侵
暴
を
施
す
こ
と
有
る
も
、
亦
た
誓
っ
て
従
わ
ざ
る
所
な
る
を
謂

う
な
り
／
処
女
亦
名
処
子
。
謂
未
出
嫁
之
女
也
。�

愛
楽
処
身
者
、
願
常
為
処
女
、
終
不
出
嫁
也
。
不
求
者
、
不
願
随
従
之
意
。
謂
堅
貞
自
守
、
縦
有
強
施

侵
暴
、
亦
誓
所
不
従
也
）」（
巻
六
・Z18-323d

）
と
あ
り
、
ま
た
『
楞
厳
経
秘
録
』
に
「『
侵
暴
を
求
め
な
い
』
と
は
、
処
女
な
の
に
、
人

に
嫁
ご
う
と
し
な
い
者
の
こ
と
で
あ
る
。
人
に
嫁
ご
う
と
し
な
い
か
ら
、
父
兄
や
親
族
が
、
人
に
嫁
ぐ
よ
う
逼
る
の
が
、『
侵
暴
』

で
あ
る
（『
侵
暴
を
求
め
ず
』
と
は
、
既
に
是
れ
処
女
に
し
て
、
人
に
適と

つ

ぐ
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
者
な
り
。
其
の
人
に
適と

つ

ぐ
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
に
因
り
て
、

父
兄
宗
族
、
其
の
、
人
に
適と

つ

ぐ
こ
と
を
逼
る
、
是
れ
を
『
侵
暴
』
と
為
す
／
不
求
侵
暴
者
、
既
是
処
女
、
不
欲
適
人
者
也
。�

因
其
不
欲
適
人
、
父
兄
宗
族

逼
其
適
人
、
是
為
侵
暴
）」（Z20-136a

）
と
あ
る
。

（
29
）
若
有
諸
天
…
諸
龍
…
藥
叉
…
乾
闥
婆
…
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
以
下
、
護
法
神
で
あ
る
「
天
龍
八
部
衆
」
の
う
ち
「
迦
楼
羅
」

を
除
く
七
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
義
疏
注
経
』
は
、「
天
」「
龍
」「
薬
叉
」「
乾
闥
婆
」
の
四
種
を
「
天
龍
夜
叉
楽
神
類
」
と
分
類
し
、

「
天
は
楽安

楽
さ
に
厭あ

き
る
こ
と
が
で
き
、
龍
は
苦
し
み
を
怖
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
楽
神
〔
で
あ
る
乾
闥
婆
〕
は
蕩し

ま
り
が
な逸
く
、
薬
叉
（
夜
叉
）

は
勇

元
気
で
勇
ま
し
健
い
。
そ
れ
ぞ
れ
倫な

か
ま
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
聖聖

者

で
は
な
い
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
（
天
能
く
楽
に

厭
き
、
龍
能
く
苦
を
怖
る
。
楽
神
は
蕩
逸
に
し
て
、
薬
叉
は
勇
健
な
り
。�

各
お
の
出
倫
を
慕
う
も
、
聖
に
非
ざ
れ
ば
抜
け
ざ
る
な
り
／
天
能
厭
楽
、
龍
能

怖
苦
、
楽
神
蕩
逸
、
薬
叉
勇
健
。
各
慕
出
倫
、
非
聖
不
抜
）」（
巻
六
・T

39-905b

）
と
述
べ
、『
楞
厳
経
宗
通
』
に
は
「『
天
』
と
『
龍
』
だ
け

〔『
度
す
』
と
か
『
脱
す
』
で
は
な
く
〕『
出
る
』
と
言
っ
て
い
る
が
、『
天
』
は
楽安

楽
さ
に
厭
き
る
こ
と
が
で
き
る
し
、『
龍
』
は
苦
し
み

を
怖
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
お
の
ず
と
そ
の
身
を
〔
仲
間
か
ら
〕
ぬ
け
出
す
路
が
あ
る
。
最
も
度
し
易
い
者
な
の
で
あ
る
。

『
乾
闥
婆
』
な
ど
は
『
脱
す
』
と
言
っ
て
い
る
が
、
業
の
報む

く
い
に
縛
ら
れ
て
、
最
も
解
脱
す
る
の
が
難
し
い
者
な
の
で
あ
る
。『
非
人
』

や
『
薬
叉
』
は
『
度
す
』
と
言
っ
て
い
る
が
、
大
海
に
溺
れ
る
よ
う
に
、
幽

三
途
の
苦
し
み
苦
に
沈
ん
で
お
り
、〔
悟
り
の
岸
に
〕
筏
で
度わ

た

ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
均
し
く
『
度
脱
』
と
名
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
の
難
易
は
こ
の
よ
う
に
等
し
く
な
い
の
で
あ
る
（『
天
』『
龍
』
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は
『
出
』
と
曰
う
。
天
能
く
楽
に
厭
き
、
龍
能
く
苦
を
怖
る
れ
ば
、
自
ら
出
身
の
路
有
り
。�

最
も
度
し
易
き
者
な
り
。『
乾
闥
婆
』
等
は
『
脱
』
と
曰
う
。

業
報
の
縛
る
所
に
し
て
、
最
も
解
脱
し
難
し
。『
非
人
』『
薬
叉
』
は
『
度
』
と
曰
う
。�

已
に
幽
苦
に
沈
む
こ
と
、
大
海
に
没
す
る
が
如
く
、
必か

な
ら須

ず
筏
も

て
度
る
。�

均
し
く
度
脱
と
名
づ
く
る
も
、
其
の
中
の
難
易
、
等
し
か
ら
ざ
る
こ
と
此
く
の
如
し
／
天
龍
曰
出
。
天
能
厭
楽
、
龍
能
怖
苦
、
自
有
出
身
之
路
。

最
易
度
者
也
。
乾
闥
婆
等
曰
脱
、
業
報
所
縛
、
最
難
解
脱
。
非
人
薬
叉
曰
度
、
已
沈
幽
苦
、
如
没
大
海
、
必
須
筏
度
。
均
名
度
脱
、
其
中
難
易
不
等
如
此
）」

（
巻
六
・Z25-109c
）
と
あ
る
。

（
30
）
若
阿
脩
羅
…
緊
那
羅
…
摩
呼
羅
伽
…
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
は
「
阿
脩
羅
」「
緊
那
羅
」「
摩
呼
羅
伽
」
の
三

種
類
を
「
無
酒
疑
神
蟒
形
類
」
に
分
類
し
、「『
修阿

修
羅羅
』
は
醜
い
姿
で
慢
心
し
て
い
る
。『
疑
神
（
緊
那
羅
）』
は
人
に
似
て
い
る
が
頭

に
角
が
あ
る
。
蟒

ウ
ワ
バ
ミの
よ
う
な
形
で
田ガ

マ
ガ
エ
ル
〔
に
も
似
た
〕、『
腹
行
（
摩
呼
羅
伽
）』
の
類な

か
ま
は
、
戒
を
破
る
こ
と
が
多
く
、
ほ
と
ん
ど
恵ほ

ど
こ
し施

を
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
〔
阿
修
羅
〕
道
の
中
に
堕
ち
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
〔
自
分
た
ち
の
類な

か
ま
か
ら
〕
抜
け
出
た
い
と

願
う
な
ら
、〔
観
音
は
〕
皆
な
そ
の
〔
抜
け
出
た
い
と
い
う
〕
欲の

ぞ
み
に
応
じ
〔
て
成
就
さ
せ
〕
る
の
で
あ
る
（
修
羅
は
醜
状
に
し
て
多
慢
な

り
。
疑
神
は
人
に
似
て
戴
角
す
。�

蟒
形
田　
、
腹
行
の
類
は
、
毀
戒
す
る
こ
と
多
く
、
微
に
恵
施
を
行
う
に
因
り
て
、
此
の
道
中
に
堕
つ
。
各
お
の
出
類

を
願
え
ば
、
皆
な
其
の
欲
に
従
う
／
修
羅
、
醜
状
而
多
慢
。�

疑
神
、
似
人
而
戴
角
。
蟒
形
田　
、
腹
行
之
類
、
因
多
毀
戒
、
微
行
恵
施
、
堕
此
道
中
。
各

願
出
類
、
皆
従
其
欲
）」（
巻
六
・T

39-905b

）
と
述
べ
て
い
る
。

（
31
）
若
諸
衆
生
、
樂
人
修
人
、
我
現
人
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
に
「
人
の
身
〔
に
生
ま
れ
る
こ
と
〕
は
得
難

い
。
仏
に
お
目
に
か
か
っ
て
教
化
を
受
け
る
の
は
、
楽安

楽
さ
に
執
着
し
て
い
る
天
人
や
、
苦
し
み
が
多
い
〔
龍
・
薬
叉
な
ど
、
人
以
外

の
〕
他
の
〔
生
き
〕
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
〔
人
に
生
ま
れ
て
〕
修
行
す
る
こ
と
を
楽ね

が

う
の
だ
（
人
身
、
得
難
し
。
仏
に
見ま

み

え
て
化
を

受
く
る
は
、
天
の
楽
に
著
し
、
余
の
多
苦
な
る
に
非
ず
。
故
に
修
を
楽ね

が

う
な
り
／
人
身
難
得
。
見
仏
受
化
、
非
天
之
著
楽
、
余
之
多
苦
。
故
楽
修
也
）」

（
巻
六
・T

39-905b

）
と
あ
り
、
ま
た
『
要
解
』
に
「『
楽
人
修
人
（
人
と
し
て
人
を
修
む
る
こ
と
を
楽ね

が

う
）』
と
は
、
こ
の
〔
天
龍
八
部
衆
の
〕

類な
ま
かは
人
に
似
て
い
て
も
違
う
。
だ
か
ら
、
人
道
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
（『
楽
人
修
人
』
と
は
、
此
の
類
は
、
人
に
似
て
非
な
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り
。
故
に
人
道
に
生
ま
る
る
こ
と
を
楽ね

が

う
な
り
／
楽
人
修
人
者
、
此
類
似
人
而
非
、
故
楽
生
人
道
）」（
巻
一
一
・Z17-397d

）
と
あ
る
。

（
32
）
若
諸
非
人
、
有
形
無
形
、
有
想
無
想
、
樂
度
其
倫
、
我
於
彼
前
、
皆
現
其
身
、
而
爲
説
法
、
令
其
成
就
＝
『
義
疏
注
経
』
に

「『
有
形
』
に
は
色姿

形蘊
が
あ
る
。〔『
楞
厳
経
』
の
〕
下
文
に
『〔
色姿

が
あ
る相
の
羯

四
七
日
目
の
胎
児
南
が
国世

界土
を
流輪

廻転
し
、〕
休善

悪咎
の
精澄

み
渡
つ
た明
〔
心
を
持
っ
た
、

其
の
類な

か
ま
が
充
塞
す
る
〕』（
巻
七
・T

19-138c

）
等
と
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。『
無
形
』
に
は
色姿

形蘊
が
な
い
。〔『
楞
厳
経
』
の
〕
下
文

に
『〔
無姿

が
な
い色
の
羯

四
七
日
目
の
胎
児
南
が
国世

界土
を
流輪

廻転
し
、〕
空

散
り
散
り
で
目
に
見
え
な
い

散
消
沈
〔
其
の
類な

か
ま
が
充
塞
す
る
〕」（
巻
七
・T19-138c

）
等
と
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

『
有
想
』
に
は
〔
色
以
外
の
受
・
想
・
行
・
識
の
〕
四
蘊
が
あ
る
。〔『
楞
厳
経
』
の
〕
下
文
に
「〔
想有

想相
の
羯

四
七
日
目
の
胎
児
南
が
国世

界土
を
流輪

廻転

し
、〕
神鬼

神
や
霊
魂

鬼
精
霊
〔
と
い
っ
た
其
の
類な

か
ま
が
充
塞
す
る
〕」（
巻
七
・T

19-138c

）
等
と
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。『
無
想
』
に
は
〔
色
以

外
の
受
・
想
・
行
・
識
の
〕
四
蘊
が
無
い
。〔『
楞
厳
経
』
の
〕
下
文
に
『〔
無
想
の
羯

四
七
日
目
の
胎
児
南
が
国世

界土
を
流輪

廻転
し
、〕
精
神
が
土
木
金
石

と
な
り
〔
其
の
類な

か
ま
が
充
塞
す
る
〕」（
巻
七
・T
19-138c

）
と
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
以
上
〔
説
明
し
た
も
の
〕
は
、
す
べ
て
『
非

人
』
で
あ
る
（『
有
形
』
に
は
色
蘊
有
り
。
下
の
『
休
咎
精
明
』
等
の
如
し
。『
無
形
』
に
は
色
蘊
無
し
。
下
の
『
空
散
消
沈
』
等
の
如
し
。『
有
想
』
に

は
四
蘊
有
り
。
下
の
『
鬼
神
精
霊
』
等
の
如
し
。『
無
想
』
に
は
四
蘊
無
し
。�

即
ち
下
の
『
精
神
化
し
て
土
木
金
石
と
為
る
』
等
な
り
。
此
の
上
は
皆
な

『
非
人
』
な
り
／
有
形
有
色
蘊
。
如
下
休
咎
精
明
等
。�
無
形
無
色
蘊
。
如
下
空
散
消マ

マ

沈
等
。
有
想
有
四
蘊
。
如
下
鬼
神
精
霊
等
。
無
想
無
四
蘊
。
即
下
精
神

化
為
土
木
金
石
等
。
此
上
皆
非
人
也
）」（
巻
六
・T

39-905b
）
と
あ
り
、
ま
た
『
要
解
』
に
「『
諸
々
の
非
人
』
と
は
、
有
形
（
形
の
あ
る
も

の
）・
無
形
（
形
の
な
い
も
の
）・
有
想
（
意
識
の
あ
る
も
の
）・
無
想
（
意
識
の
な
い
も
の
）
を
指
す
。
つ
ま
り
〔『
楞
厳
経
』
巻
七
に
出
て

く
る
〕『〔
色
相
が
あ
る
〕
休善

悪咎
の
精澄

み
切
つ
た明
〔
心
〕』
や
『〔
色
相
が
無
い
〕
空

散
り
散
り
で
目
に
見
え
な
い
も
の

散
消
沈
』
と
い
っ
た
類た

ぐ
い
で
あ
る
。〔
三
十
二
応
身
が
列

挙
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、〕
六
凡
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
・
天
）〔
の
中
〕
で
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
〔
に
い
る
衆
生
〕
が

〔
対
象
と
し
て
〕
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
類た

ぐ
い
は
幽暗

い
世
界昏
に
落
ち
込
ん
で
い
て
、〔
仏
〕
法
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、〔
観
音
は
、
何
も
の
も
畏
れ
な
い
〕
施
無
畏
力
〔
を
用
い
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て
〔
三
途
の
衆
生
を
〕
抜す

く

う
か
ら
で
あ
る
（『
諸
も

ろ
の
非
人
』
と
は
、
有
形
・
無
形
・
有
想
・
無
想
を
指
す
。
即
ち
『
休
咎
精
明
』『
空
散
消
沈
』
の
類
な
り
。�

六
凡
、
獄
・
鬼
・
畜
を
挙
げ
ざ
る
は
、
此
の
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類
は
方
に
幽
昏
に
沈
み
て
、
未
だ
法
を
聞
く
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
施
無
畏
力
を
以
て
之
を
抜
け
ば
な
り�

／
諸
非
人
、
指
有
形
無
形
有
想
無
想
、
即
休
咎
精

明
空
散
消
沈
類
也
。
六
凡
不
挙
獄
鬼
畜
者
、
此
類
方
沈
幽
昏
、
未
能
聞
法
、
則
以
施
無
畏
力
抜
之
）」（
巻
一
一
・Z17-397d

）
と
あ
る
。

（
33
）
皆
以
三
昧
聞
熏
聞
修
無
作
妙
力
自
在
成
就
＝
内
容
的
に
注
（
１
）
と
重
複
す
る
が
、『
義
疏
注
経
』
に
「
如実

体
が
無
い幻
〔
三
昧
の
〕
力

は
た
ら
きに

よ
っ
て
聞
・
思
・
修
〔
に
よ
る
〕
智
慧
を
〔
自
心
に
〕
熏染

み
込
ま修
さ
せ
、
金

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
剛
〔
の
よ
う
に
堅
固
な
〕
三
昧
を
成
就
さ
せ
る
な
ら
ば
、

真真
理

を
証さ

と

り
用

は
た
ら
きを
起
こ
す
こ
と
は
、
こ
の
（
＝
観
音
菩
薩
の
三
十
二
応
の
）
よ
う
に
自
在
な
の
で
あ
る
（
如
幻
の
力
を
以
て
、
聞
思
修
を
熏
し
、

金
剛
三
昧
を
成
せ
ば
、
真
を
証
り
用
を
起
こ
す
こ
と
、
自
在
な
る
こ
と
是
く
の
如
し
／
以
如
幻
力
、
熏
聞
思
修
、
成
金
剛
三
昧
。
証
真
起
用
、
自
在
如
是
）」

（
巻
六
・T

39-905c

）
と
あ
る
。

�

（
丸
毛
俊
宏
）


